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～はじめに～ 

 
-審査の経緯- 

（１）平成 25 年 10 月 29 日付けで中部電力株式会社（以下、「中部電力」という。）から電気事

業法第 19 条第 1 項の規定に基づき、供給約款変更認可申請（以下、「料金認可申請」と

いう。）が提出された。 

 

（２）経済産業省においては、電気料金認可プロセスに外部専門家の知見を取り入れ、専門

的かつ中立的・客観的な観点から料金査定方針等の検討を行うために、「総合資源エネ

ルギー調査会総合部会電気料金審査専門委員会」を東京電力の料金認可申請時に設

置した（委員長：安念潤司 中央大学法科大学院教授、委員長代理：山内弘隆 一橋大学

大学院商学研究科 教授）。電気料金審査専門委員会は平成 24 年 5 月 15 日の第 1 回

以降、平成 25 年 6 月 14 日の第 31 回まで開催され、その後、平成 25 年 7 月１日の審議

会の見直しに伴い、委員会名が「総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 

電気料金審査専門小委員会」に変更された。（委員長、委員の構成に変更はなく、引き続

き東北電力、四国電力及び北海道電力の料金審査が行われた。）「電気料金審査専門小

委員会」は、平成 25 年 7 月 5 日に第 1 回が開催され、平成 26 年 3 月 14 日までに 14 回

開催されている。  

※以下、「電気料金審査専門委員会」「電気料金審査専門小委員会」をあわせて「委員会」という。ただし、委

員会の具体的な回を特定する必要がある場合には、前者を「第○回委員会」、後者を「第○回小委員会」と

略称する。 

 

（３）委員会は、平成 25 年 11 月 7 日の第 6 回小委員会以降、中部電力から経済産業省に

提出された料金認可申請について審議し、平成 26 年 3 月 14 日まで 9 回開催した。これ

までと同様に、審議の透明性を高めるため、委員会の審議は、議事内容、配布資料を含

め、全て公開形式で開催するとともに、会議のインターネット中継を行った。加えて、全 9

回について、オブザーバー（消費者団体、中小企業団体、消費者庁）の参加を得て、活発

にご議論をいただいた。 
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【中部電力株式会社の供給約款変更認可申請の概要】 

 

中部電力の申請原価

今回申請
（H26～H28）

Ａ

前回改定
（H20）

Ｂ

差 引

Ｃ＝Ａ－Ｂ

人件費 1,682 2,069 ▲387 

燃料費 12,403 7,514 4,889 

修繕費 2,172 2,212 ▲40 

資本費 3,752 4,350 ▲599 

減価償却費 2,615 3,056 ▲442 

事業報酬 1,137 1,294 ▲157 

購入電力料 1,691 1,837 ▲146 

公租公課 1,496 1,604 ▲108 

原子力バックエンド費用 173 334 ▲161 

その他経費 2,141 2,391 ▲251 

控除収益 ▲495 ▲333 ▲162 

総原価① 25,015 21,979 3,036 

接続供給託送収益② ▲80 ▲31 ▲48 

小売対象原価③=①+② 24,935 21,948 2,987 

改定前料金収入④ 23,309 22,127 1,181 

差引過不足⑤=③-④ 1,627 - -

（単位：億円）
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あります。

修繕費

事業報酬

（億
円）

販売電力量：1,262億kWh

原価
規制部門：25.10円／kWh

自由化部門：17.22円／kWh

現行の料金による収入
規制部門：23.92円／kWh

自由化部門：15.88円／kWh

申請原価と改定前収入の差

 

 

（４）また、広く一般の意見を聴取するため、第 6 回小委員会においては、消費者団体、中小

企業団体関係者を招き、意見を聴取（自治体関係者はビデオにて意見陳述）。平成 25 年

12 月 26 日には中部電力の値上げに係る公聴会が名古屋にて開催され、委員 5 名が参

加するとともに、第 11 回小委員会においては公聴会に寄せられた意見が事務局から報

告された。また、第 11 回小委員会においては、「国民の声」に寄せられた生の意見を公表

するなど、随時の議論に反映してきた。更に、1 月 24 日の第 11 回小委員会には中部電力

に関して、消費者庁からチェックポイントが提出され、それも踏まえながら、以降の審議が

行われた。加えて、1 月 24 日の第 11 回小委員会では中部電力について、「国民の声」に

寄せられた生の意見を公表するなど、随時議論に反映してきた。 

 

（５）経済産業省は申請後より継続的に中部電力に対しヒアリングを実施するとともに、平成

25 年 11 月 11 日（月）から 11 月 15 日（金）まで中部電力に対し、電気事業法第 107 条の

規定に基づく立入検査である「特別監査」を実施し、帳簿等を直接確認した。  

 

（６） 平成 25 年 12 月 10 日の第 9 回小委員会以降、委員が 2～3 人 1 組となって、担当分

野につき査定方針案の検討を行った。委員は、経済産業省が中部電力から提出を受けた

契約書のコピーを含む資料を確認し、必要に応じて電力会社に対し資料の追加提出を要

請し、提出のあった資料を確認した。さらに、委員は経済産業省へのヒアリング時に上記

「特別監査」の実施状況も確認した。委員から経済産業省に対するヒアリング時間は、延

べ 101 回、約 126 時間に及んだ。  

 

（７）こうした確認作業に基づき、委員は経済産業省に対し、担当分野の査定方針に係る資
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料の作成を指示し、経済産業省はヒアリング時の委員の指摘や追加コメントを踏まえ資料

を作成・修正し、委員による資料の確認を受けた。その結果、第 14 回（3 月 14 日）小委員

会で委員会としての査定方針案が取りまとめられ、同日、経済産業大臣に提出された。  

 

（８）なお、委員会が査定方針案をとりまとめるにあたっては、東京電力、関西電力、九州電

力、東北電力、四国電力、北海道電力からの料金値上げ審査時と同様に、電気事業法及

び同法に基づく規則、一般電気事業供給約款審査要領（以下「審査要領」という。）、「電

気料金制度・運用に係る有識者会議報告書」等予め定められたルールに則って、査定方

針案を中立的・客観的かつ専門的な見地から検討した。 

 

（９）経済産業省は委員会で取りまとめられた査定方針案をもって消費者庁と協議を行った。

4 月 10 日に経済産業大臣と消費者担当大臣との間で協議が整ったことを受け、以下のと

おり、経済産業省としての査定方針を策定した。 

 

物価問題に関する関係閣僚会議 

長期及び短期にわたる物価安定対策に関する重要問題について協議することを目的とする。会議は

内閣官房長官が主宰し、会議の庶務は消費者庁において処理する。 

【構成員】 総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土

交通大臣、内閣府特命担当大臣（金融）、内閣府特命担当大臣（消費者）、内閣府特命担当大臣（経

済財政政策）及び内閣官房長官とする。 

※「閣僚会議の開催について」：平成 5 年 8 月 24 日（平成 24 年 12 月 7 日最終改正） 閣議口頭了解 

 

 

～基本的な考え方～ 

電気事業法第 19 条第 1 項に基づく電気料金の値上げ申請について、一般電気事業供

給約款料金算定規則等の電気事業法関連規定、「電気料金制度・運用の見直しに係る

有識者会議報告書」（平成 24 年 3 月）、及び平成 24 年 5 月 11 日の東京電力株式会社の

値上げ認可申請審査以降、6 社の申請を審査した結果を踏まえた、審査要領（平成 25 年

12 月 5 日改定（※））に照らし、申請された料金が「能率的な経営の下における適正な原

価に適正な利潤を加えたものであること」等の電気事業法の要件に合致し、最大限の経

営効率化を踏まえたものであるかを審査する。 

※審査要領は、先行 6 社における査定方針を踏まえ、内容の明確化を図る形で平成 25 年 12 月 5 日に改

定された。中部電力の申請は、審査要領の改定前に出されたが、新審査要領は旧審査要領と反するも

のではなく、内容が明確化されたものであり、新審査要領は 10 月 15 日の第 5 回小委員会の議論を踏ま
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え、10 月 22 日には意見募集のため公表されていたところであることから、本件申請に当たっては、新審

査要領に基づき審査を行う事とした。 

 

その結果、以下の基本的な考え方に基づき、全費用項目を査定すべきである。  

 

（１）電気料金の値上げが必要な状況下における費用の優先度を考慮し、普及開発関係費

（公益的な目的から行う情報提供に係るものを除く。）、寄付金及び団体費は原価算入を

認めない。ただし、合理的な理由がある場合には、算定の額及び内容を公表することを前

提に原価への算入を認める。また、電気の供給にとって優先度が低いものや、規制料金

として回収することが社会通念上不適切なもの（交際費、政治献金、書画骨董等）につい

ては、原価算入を認めない。これらは、申請された原価に含まれる費用のうち、法令に基

づき経済産業大臣がその費用の内訳に係る資料の提出を受けているもの（電気事業法

第 22 条第 1 項の規定に基づき一般電気事業者等が届け出た料金その他の供給条件に

係る購入電力料等）についても適用する。 

 

（２）契約及び法令に基づき発生する費用のうち、算定方法の定めがあるものについては、

事実関係や算定方法を確認する。 

 

（３）資材調達や工事・委託事業等に係る費用であって、申請後に契約を締結し、又は契約

締結に係る交渉を行うものについては、削減を求めることが困難であるものを除き、これ

までの入札の実施等による効率化努力の実績や他の事業者の効率化努力との比較を行

いつつ査定を行う。 

 

これまでの関西電力、九州電力、東北電力、四国電力及び北海道電力（以下、「関西電

力等」という。）の査定においては、調達発注価格を決める際の主要な構成要素の一つで

ある委託人件費について東京電力のものと比較し、コスト削減前の東京電力と概ね同様

の水準であることを確認した上で、東京電力が「東京電力に関する経営・財務調査委員

会」等の第三者による確認を受け 10%の調達価格削減を織り込んだ例を勘案し、各費用

項目の性格に応じ、コスト削減を求めることが困難である費用（※1）を除き、コスト削減額

が原則 10％に満たない場合には、未達分を減額査定したところである。その際各電力が

震災後に行った取組のうち、原価織り込み前に削減したものについては、未達分から除

外して算定したところである。 

 

今回の中部電力の申請についても、この方針に沿って査定を行うことが適当である。中

部電力は申請原価上、設備投資及び修繕費等（※2）の資機材・役務調達のうち、今後契

約を締結するものについて、①東日本大震災前の価格水準から 10%の調達価格を削減す



6 
 

ることと、②子会社・関係会社との契約取引に係る費用のうち一般管理費等のコスト削減

可能な部分についても、出資比率に応じ 10%の調達価格を削減することを基本方針とし、

これらを合わせた平均 10.31%（うち子会社・関係会社取引分 0.31%）を設備投資及び修繕

費等への効率化として織り込んでいる（コスト削減を求めることが困難な費用を除く）。こ

の効率化の水準は東京電力及び関西電力等の査定水準と同等である。 

 

   また、価格水準について、中部電力と東京電力のそれぞれの委託人件費単価を比較し

たところ、中部電力の方が低い水準であった。更に、公共工事設計労務単価（※3）と比較

することが可能な 37 職種（電工、機械運転工、塗装工等）について、中部電力、中部 5 県

平均及び全国平均の単価を見比べたところ、中部電力が今回の原価算定に適用した平

成25年度単価は中部5県平均及び全国平均より低い水準であるとともに、震災前の平成

23 年度単価と同じ水準であった。 

 

   以上を勘案すると、中部電力の設備投資及び修繕費等の効率化の織り込みについて

は適当であると考えられる。  

 

※1 コスト削減が困難な費用の例・・・ 市場価格がある商品・サービスの単価、既存資産

の減価償却費、公租公課 等 

※2 設備投資、修繕費、固定資産除却費、廃棄物処理費、委託費、普及開発関係費、研

究費、養成費等 

※3 農林水産省及び国土交通省が公共事業労務費調査に基づき、公共工事設計労務

の単価を決定したもの 

  

（４）申請事業者の関係会社との取引に係る費用のうち、一般管理費等については、削減を

求めることが困難であるものを除き、出資比率等を勘案し、申請事業者に求める効率化

努力の水準と比較しつつ査定を行う。 

 

（５）従業員以外の者であってその業務内容が不明確なもの（相談役及び顧問等）に係る費

用や宿泊施設、体育施設その他の厚生施設（社宅・寮等であって、電気事業を遂行する

ために必要と認められるものを除く。）に係る費用については、電気料金の値上げが必要

な状況下における費用の優先度を考慮し、原価算入を認めない。 

 

（６）人件費、修繕費、事業報酬等、審査要領にメルクマールなどの査定方針が記載されて

いる費用項目については、これを踏まえ査定を行う。 

 

（７）「その他経費」については、審査要領に従い、比較査定（ヤードスティック査定）を行う。 
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＜基本的な考え方（３）及び（４）についての査定結果＞ 

申請原価では調達等の効率化の対象外となっているが、今後、競争入札を導入すること等に

より効率化が期待できるものについては、本査定方針における基本的な考え方（３）並びに（４）

に示す査定方針を適用し、当該効率化努力分を料金原価から減額する。 

・・・１．７１億円（３年平均） 

（「基本的な考え方（３）を適用」） 

・・・４．９３億円（３年平均） 

（「基本的な考え方（４）を適用」） 

 

計      ６．６４億円料金原価から減額する 
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１．人件費  
＜申請額 ：1,682 億円（H26～28 平均）＞ 

 

【人件費の概要】 

人件費は、電気事業を運営する従業員、検針員等の人員を雇用等するための費用で

あり、役員給与、給料手当、給料手当振替額（貸方）、退職給与金、厚生費、委託検針費、

委託集金費及び雑給の 8 営業費項目で構成されている。 

1. 役員給与：役員に対して支給される給与。ただし、従業員の職務を兼務する役員に対して当該職務に関し
て支給される給与を除く。

2. 給料手当：従業員に対する給与。
3. 給料手当（控除口（貸方））：組合活動、欠勤、懲戒休業等による給料の不払分。
4. 給料手当振替額（貸方）：「給料手当」に計上する金額のうち、建設工事等に従事した者の給料手当を各該

当科目へ振り替えた金額。
5. 退職給与金：従業員に対する退職に係る支払額。
6. 厚生費（法定厚生費）：健康保険料、労災保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災補償費、健康診断

費等の額。
7. 厚生費（一般厚生費）：保健費、厚生施設費、文化体育費、慶弔費、団体生命保険料等の額。
8. 委託検針費：従業員以外の者に検針を委託する場合の個人支給の手当及びこれに準ずるもの。
9. 委託集金費：従業員以外の者に集金を委託する場合の個人支給の手当及びこれに準ずるもの。
10. 雑給：従業員以外の者（役員を除く）に対する給与・厚生費及び退職金。

 

 

【申請概要】 

（億円、人）

①今回
H26～H28

②前回
H20

③差引
①－②

主な増減要因

役 員 給 与 3 8 ▲ 6 ・役員給与をメルクマール水準（1,800万円/人）まで引き下げ

給 料 手 当 1,203 1,445 ▲ 242

基 準 賃 金 916 874 43

・社員年収をメルクマール水準（624万円/人）まで引き下げ基 準 外 賃 金 166 203 ▲ 37

諸 給 与 金 200 420 ▲ 220

控 除 口 ▲ 79 ▲ 52 ▲ 27 ・出向にかかる会社負担分を一部原価不算入

給 料 手 当 振 替 額 ▲ 20 ▲ 20 ▲ 0

退 職 給 与 金 148 246 ▲ 97 •数理計算上の差異償却費用の減
•退職給与金はメルクマール水準（2,491万円/人）

厚 生 費 230 242 ▲ 11

法 定 厚 生 費 181 189 ▲ 8 •健康保険料の会社負担率をH28に53.49％まで引き下げ

一 般 厚 生 費 49 53 ▲ 4 •保養所の全廃等を反映

委 託 検 針 集 金 費 61 68 ▲ 7

雑 給 57 81 ▲ 24 ・嘱託員数の削減、顧問等の給与を全額不算入

人 件 費 計 1,682 2,069 ▲ 387

経 費 対 象 人 員 17,975 16,057 1,918
・定期採用の抑制
（H25実：505名、H26予：450名、H27予：400名、H28予：400名）

注：控除口は出向者の給与の戻入分等

注：給料手当振替額は建設工事等への従事者分の振替額  
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（１）人員計画 

 ①業務運営の効率化の取り組み 

     これまで組織の統廃合（営業所、電力センター及び支店給電制御所の統廃合）や業

務の集中化（給与・厚生サービスセンターの設置、営業所の電話受付業務及び料金業

務の集中処理化）等を実施。 

 ②在籍人員（各年度末時点） 

平成 24 年度（実績）17,378 人、25 年度 17,731 人、26 年度 18,049 人、27 年度 18,296

人、28 年度 18,304 人 

 ③経費対象人員（各年度末時点、上記②の内数で建設従事者、附帯事業従事者、無給者

を除く） 

    平成 24 年度（実績）16,968 人、25 年度 17,328 人、26 年度 17,686 人、27 年度 17,915

人、28 年度 17,932 人   

     ・原価算定期間（26-28 年度）の 3 カ年平均の経費対象人員は 17,975 人 （20 年度

改定 16,057 人 +1,918 人） 

     ・平成 25 年 4 月より「改正高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が施行された

ことに伴い、満 65 才までの再雇用者（シニア・スタッフ）を経費対象人員に含めて整

理。 

 ④新規採用者数 

     平成 24 年度（実績）546 人、26 年度 450 人、27 年度 400 人、28 年度 400 人 

 ⑤退職者数（括弧書きは定年者数で内数） 

平成 24 年度（実績）413 人（33 人）、25 年度 246 人（33 人）、26 年度 171 人（43 人）、

27 年度 232 人（99 人）、28 年度 599 人（458 人） 

 ⑥他の一般電気事業者との生産性の比較 

    １人当たり契約口数は電力 10社平均（24年度実績、特殊事情除く※）より低い水準で

あるが、１人当たり販売電力量及び１人当たり売上高は電力 10 社平均より高い水準で

ある。 

     ※電力 10 社平均の算定にあたっては、東京電力の損害賠償及び福島原発事故対応要員と、

四国電力の火力・原子力関連企業への出向者を除いている。 
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■ 他の一般電気事業者との生産性の比較（平成 24 年度） 
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（２） １人当たり販売電力量【販売電力量／従業員数】
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（３） １人当たり売上高 【売上高／従業員数】百万円

 

 
 
（２）役員数 

申請原価上、平成 20 年の料金改定より社内取締役（常勤）を 2 名及び社内監査役

（常勤）を 1 名減員している。 

 

（３）役員報酬の水準 

申請原価上、審査要領に定める国家公務員指定職の給与水準の平均（事務次官、

外局の長、内部部局の長等の平均）と同等の水準となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※東京電力、四国電力及び電力 10 社平均値

は、東京電力の損害賠償及び福島原発事故対

応要員と、四国電力の火力・原子力関連企業へ

の出向者を除いて算定。 

出典：有価証券報告書（平成 24 年度）等 
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■ 中部電力、関西電力、九州電力、東北電力、四国電力及び北海道電力の役員数、役員

報酬 

（単位：人） 

社内 社外 計 社内 社外 計

取締役（常勤） 10 - 10 12 - 12

取締役（非常勤） - 2 2 - 2 2

監査役（常勤） 2 - 2 3 - 3

監査役（非常勤） - 4 4 - 4 4

合　　　計 12 6 18 15 6 21

申請原価（百万円）

１人あたり平均
（百万円）

18 8 - 52 8 -

中部電力

263 836

２５年度申請 ２０年改定

          （単位：人） 

社内 社外 計 社内 社外 計 社内 社外 計 社内 社外 計 社内 社外 計

取締役（常勤） 14 - 14 13 - 13 16 - 16 12 - 12 11 - 11

取締役（非常勤） - 3 3 - 1 1 - - - - 1 1 - 1 1

監査役（常勤） 3 - 3 3 - 3 2 - 2 2 - 2 2 - 2

監査役（非常勤） - 4 4 - 3 3 - 3 3 - 3 3 - 3 3

合　　　計 17 7 24 16 4 20 18 3 21 14 4 18 13 4 17

１人あたり平均
（百万円）

18 8 － 18 8 － 18 8 － 18 8 － 18 8 －

社内取締役3名減 平成27年度2名減

関西電力 九州電力 東北電力

査定 査定 査定 査定 査定

四国電力 北海道電力

 
 
 
■ 国家公務員指定職の年収概算 

給与改定特例法
による減額前

給与改定特例法
による減額後 ※2

指定職俸給表８号俸
（事務次官等） ※1

2,265万円 2,044万円

指定職俸給表６号俸
（外局の長官等） ※1

1,995万円 1,800万円

指定職俸給表４号俸
（内部部局の長等） ※1

1,724万円 1,556万円

単純平均 1,994万円 （先行他社の基準）1,800万円

※1　人事院規則９－４２　別表に定めるところによる
※2　平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間適用
※3　上記の概算は経済産業省によるもの  
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（４）従業員１人当たりの年間給与水準（基準賃金、基準外賃金（超過労働給与を除く）及び

諸給与金） 

申請は審査要領に定められた方法に沿って算定が行われているが、一般的な企業

の平均及び類似の公益企業との比較は、平成 26 年 2 月に公表された平成 25 年賃金構

造基本統計調査を基本とする。 

 

■ 従業員１人当たりの年間給与水準の査定の考え方 

①給与水準の査定の基本的な考え方 

一般電気事業者が競争市場にある企業と異なり地域独占の下で競争リスクがな

いことを勘案し、一般的な企業の平均値を基本とする。 

他方、電気事業は、事業規模が極めて大きいことから、小規模・零細企業の平均

値を基本とすることは、現実にそぐわない面があることや、公益事業としての側面を

考慮し、同種同等の観点から規模や事業内容の類似性を持つ企業との比較も加味

するとともに、地域間の賃金水準の差を考慮する。 

なお、実際に従業員に支給される給与の水準は労使間の交渉により決定されるも

のである。 

また、どのような賃金体系を採用するかについても、従業員のモチベーションの維

持・向上を図る責務を持つ事業者の自主性に委ねられるべきものである。 

  

②一般的な企業の平均値 

 様々な企業を対象とした賃金構造基本統計調査における従業員 1,000 人以上企業

の常用労働者（正社員）の賃金の平均値（平成 25 年調査：589 万円）に、中部電力の

場合には短時間勤務者（シニア・スタッフ）の労働時間を反映することが適当である。 

 

③類似の公益企業との比較 

公益企業の対象業種は、大規模なネットワーク設備を有するという事業の類似性

や、料金規制及び競争実態を勘案し、ガス・水道・鉄道の 3 業種とすることが適当で

ある。その際、これら企業との同種同等比較を行う観点から、年齢、勤続年数、学歴

について申請会社との相違を補正する。 

その上で、これら 3 業種それぞれの水準との比較を行う観点から、3 業種の単純平

均（※）に、中部電力の場合には短時間勤務者（シニア・スタッフ）の労働時間を反映

することが適当であり、これと上記の一般的な企業の平均値との単純平均とすること

が適当である。 

※賃金構造基本統計調査におけるガス、水道、鉄道の人員数は、鉄道のウェイ

トが 8 割を超えており、加重平均を行うことは各業種との比較を行う視点では

適当ではないと考えられる。 
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④地域補正 

審査地域の物価水準を踏まえ、消費者物価指数、人事院の「国家公務員給与等

実態調査及び職種別民間給与実態調査の結果に基づく地域別の民間給与との較

差」、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」等を参考に判断する。 

中部電力における地域補正の比較対照とする消費者物価地域差指数については、

中部電力の従業員が勤務している地域（東海、東北、関東及び北陸）の従業員数で

加重平均しているが、審査要領におけるメルクマールと照らして妥当である。 

 

■賃金構造基本統計調査の常用労働者 1,000 人以上企業の統計値 

全産業
（正社員）

電気 ガス 水道 鉄道

Ｈ２４ 594 657 672 577 586

Ｈ２５ 589 643 657 580 590

Ｈ２４ 650,086 12,508 1,584 2,997 18,881

Ｈ２５ 610,598 11,376 1,588 2,700 17,933

年間給与
万円

労働者数
十人

 

 

■ 地域補正係数の比較（平成 24 年度以降の料金値上げ申請事業者） 

H24以降の値上げ申請事業者 北海道 東北 関西 四国 九州

地域補正係数（査定） 99.0 96.0 100.1089 96.3 96.3

中部（申請）　※１

100.5209
 

地　　　域 東海
中部(申請
比較）※２

北海道 東北 関東 近畿 四国 九州

消費者物価指数地域差指数
（平成24年）　  ※３

100.4 100.6577 102.5 99.0 102.6 101.8 97.2 97.0
 

※１ 中部（申請）は、中部電力の従業員が勤務している都道府県別の、それぞれの平成 24 年賃金

構造基本統計調査の単価を、各勤務地の従業員数で加重平均。 

※２ 中部（申請比較）は、中部電力の従業員が勤務している地域（東海、関東、北陸及び東北）の、

それぞれの消費者物価指数地域差指数を各地域の従業員数で加重平均。 

※３ 消費者物価指数の全国平均に対する地方指数は、平成 22 年以降の集約が行われていないた

め、平成 21 年の指数（総務省調査）をベースに、公表されている消費者物価指数の伸び率を反映し、

平成 24 年の地域差指数を算定。 
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■ 従業員１人当たりの年間給与水準の比較（平成 24 年度以降の料金値上げ申請に係る

査定ベース） 
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（基準賃金＋基準外賃金（超過労働給与除く）＋諸給与金）

 
 
（５）その他 

中部電力の相談役、顧問及びこれらに関連する人件費は原価に算入されていないこ

とを確認した。また、地方議員兼務者の人件費も原価に算入されていないことを確認し

た。 
 
（６）基準外賃金（超過労働給与） 

超過労働給与については、事業の性質や景気によって左右され、全産業との比較は

適当ではないため、一般電気事業者との比較を行った。この結果、１人当たりの水準が

一般電気事業者の平均値と同等の水準になっていることを確認した。 
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※東京は H22 年度、関西及び九州は H23 年度、それ以外は H24 年度の 10 社平均と比較 

 

（７）給料手当振替額 

地域密着型携帯情報サービス料に係る費用については、電気事業とは認められない

費用であることから、料金原価から除く。 

 

 

 

万円 

万円 
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（８）出向者給与等（控除口） 

中部電力が給与等を負担している出向者については、電気事業の遂行に必要かつ

有効であると認められるものに限り原価への算入を認める。 

ただし、名古屋大学への出向者 2 名及び浜松医科大学への出向者 1 名については、

いずれも中部電力が出資する寄付講座への出向であり、この費用は申請原価に算入さ

れていない。また、審査要領において、寄付金は電気料金の値上げが必要な状況下に

おける費用の優先度を考慮し、合理的な理由がある場合を除き、原価への算入を認め

ないこととなっている。これらを踏まえ、両大学への出向者給与を原価に算入することは

認めない。 

■ 原価算入を認める出向先及び出向者数：44 社・団体 710 人 

①エネルギー団体等：24 団体 155 人 

エネルギー団体等出向先名称 人数(人) エネルギー団体等出向先名称 人数(人)

電力中央研究所 2 火力原子力発電技術協会 1

日本原子力発電 10 ダム水源地環境整備センター 1

エネルギー総合工学研究所 1 日本原燃 40

省エネルギーセンター 2 電気安全環境研究所 1

海外電力調査会 1 原子力発電環境整備機構 6

日本電気協会 6 電力研究国際協力機構 1

石炭資源開発 3 中部電力健康保険組合 4

BWR運転訓練ｾﾝﾀｰ 1 電力系統利用協議会 4

原子力環境整備促進・資金管理セン

ター
1 新エネルギー導入促進協議会 1

新エネルギー財団 1 テプコシステムズ 2

新エネルギー・産業技術総合開発機構 2 世界原子力発電事業者協会 1

原燃輸送 3 中部電気保安協会 60
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②グループ会社：20 社 555 人 

グループ会社出向先名称
人数
(人)

グループ会社出向先名称
人数
(人)

中電配電サポート 71 知多桟橋管理 5

愛知電機 1 中電防災 7

トーエネック 35 テクノ中部 36

東海コンクリート工業 1 知多エル・エヌ・ジー 55

愛知金属工業 2 霞桟橋管理 3

新日本ヘリコプター 1 中電シーティーアイ 34

中電輸送サービス 9 中電ウイング 8

中部精機 10 中電ビジネスサポート 3

中部プラントサービス 127 ﾁｭｳﾌﾞｴﾚｸﾄﾘｯｸﾊﾟﾜｰｵｰｽﾄﾗﾘｱ 5

シーテック 141
ﾁｭｳﾌﾞｴﾚｸﾄﾘｯｸﾊﾟﾜｰｺﾙﾄﾞﾊﾞ ｶﾞ
ｽ

1  
 

（９）退職給与金 
審査要領を踏まえ、人事院調査のデータ値及び中労委のデータ値における 1,000 人

以上企業等の退職給付水準と比較し、これらのデータ値の平均値に基づく費用を上限

として原価算入を認めるが、中部電力の退職給付水準は、この上限の範囲内となって

いることを確認した。 

 

■ 退職給付水準 

先行他社の基準
平均24,980

単位：千円

退職一時金 年金 合計

中部電力　標準者（※１） 10,508 14,399 24,907

北海道電力　標準者（※２） 7,777 17,166 24,943

東北電力　標準者（※３） 10,769 16,337 27,106

四国電力　標準者（※４） 9,095 16,385 25,480

関西電力　標準者（※５） 23,418 5,544 28,962

九州電力　標準者（※６） 11,630 14,280 25,910

東京電力　標準者（※７） 15,500 9,900 25,400

人事院調査（※８） 9,344 17,182 26,526

中央労働委員会調査（※９） 10,792 12,641 23,433

申請

 
※１ 中部電力の標準者は高卒、定年、主任クラス、勤続４１．５年。年金は確定給付企業年金における一時金受領額及び確

定拠出年金における会社掛金累計の合計額。 

※２ 北海道の標準者は高卒、再雇用年齢（満５７才）、副長クラス、勤続３９年。年金は確定給付年金一時換算額と確定拠出

年金の拠出額の合計。 
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※３ 東北の標準者は高卒、定年、副長クラス、勤続４１．５年。年金は確定給付年金と確定拠出年金の拠出額の合計。  

※４ 四国の標準者は高卒、定年、副長クラス、勤続４１．５年。退職一時金には確定拠出年金を含む。年金は確定給付年金。 

※５ 関西の標準者は高卒、定年、主任クラス、勤続４１年。年金は確定拠出年金（実受給額はこれを下回る可能性有） 

※６ 九州の標準者は高卒、定年、係長クラス、勤続４１．５年。年金は確定給付年金一時金換算額、確定拠出年金の拠出合

計額。 

※７ 東京の標準者は高卒、57 歳退職、勤続 39 年。 

※８ 人事院調査は「民間の企業年金及び退職金等の調査結果」（Ｈ２３） １０００人以上の勤続４２年を対象。 

※９ 中央労働委員会調査は「賃金事情等総合調査」（Ｈ２３） 

  資本金５億円以上かつ労働者１，０００人以上の企業から中央労働委員会が独自に選定。退職年金制度併用企業の高卒、

事務・技術、男子、定年。 

 

（１０）法定厚生費 

健康保険料、雇用保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金及び労

災保険料は、標準月額報酬・標準賞与額（算定基礎）、社会保険料率により機械的に算

定されていることを確認した。 

また、健康保険料の事業主負担割合については、健康保険組合の現勢（平成 25 年 3

月末現在）によれば、単一・連合の計の負担割合は 55％となっているが、近年における

単一・連合及び類似の公益企業の低減傾向を踏まえ、原価算定期間（平成 26 年度～

28 年度）内は年々引き下げて、平成 28 年度末には 53.49％の負担割合とした中部電力

の申請は妥当である。 

 

■ １人当たり法定厚生費の比較 

 

100.8 97.0 102.5 88.3 98.6 
112.0 

93.9 
107.5 

0

50

100

150

中部（申請） 北海道（査定） 東北（査定） 四国（査定） 関西（査定） 九州（査定） 東電（査定） １０社平均

Ｈ24年度

１人当たり法定厚生費（3カ年平均）

 
※平成 24 年度有価証券報告書等 

 

 

万円 
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■ 健康保険料の事業主負担割合の比較 

53.49 53.84 53.84 53.84 53.84 53.84
50.0 

55.0 59.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

中部

（申請）

北海道

（査定）

東北

（査定）

四国

（査定）

関西

（査定）

九州

（査定）

東京

（査定）

単一・連合計 電気・ｶﾞｽ・

水道等

健康保険料の事業主負担割合
％

 

※「単一・連合の計」及び「電気・ガス・水道等」は健康保険組合連合会「健康保険組合の現勢」平成 25 年 3 月末現在。 

※単一・連合とは、一つの会社又はその関連企業を母体として設立している組合。 

※中部は平成 28 年度末時点の事業主負担割合、北海道、東北、四国、関西及び九州は平成 27 年度末時点の事業主負担割

合。東京は当時の電気料金審査専門委員会では当時比較した単一・連合計の 56%で査定すべきとされた。 

実績値 ▲0.35%/年 毎年度▲0.35%削減

年度末 20 21 22 23 24 25 26 27 28
負担割合 56.30 56.15 56.07 55.24 54.89 54.54 54.19 53.84 53.49

原価算定期間

 

 

（１１）一般厚生費 

審査要領を踏まえ、経団連「2012 年度福利厚生費調査結果報告」の 1,000 人以上

企業の平均値と比較した。この結果、中部電力の申請は、この平均値以下の水準に

あることを確認した。この範囲においては、どのような福利厚生施策に重点を置くかは

従業員のモチベーションの維持、向上を図る責務を持つ事業者の自主性に委ねられ

るべきものである。 

宿泊施設、体育施設その他の厚生施設に係る費用については、社宅・寮等であっ

て、電気事業を遂行するために必要と認められるものを除き、原価に含まれていない

ことを確認した。なお、社員の社宅及び独身寮に係る清掃、賄い、貯水槽の点検及び

防火管理業務等に係る委託費用が料金原価に算入されているが、これらの業務は競

争入札導入等による効率化が期待できることから、当該費用についても本査定方針

の基本的な考え方（３）及び（４）に示す方針を適用し、効率化努力分（▲10.31%）を原

価に反映することが妥当である。 

 

 

 



19 
 

■ １人当たり一般厚生費の比較 

27.3 26.4 29.6 30.0 

25.9 24.1 

26.7 30.4 30.8 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

中部（申請） 北海道（査定） 東北（査定） 四国（査定） 関西（査定） 九州（査定） 東京（査定） 全産業 1000人以上

１人当たり一般厚生費（3カ年平均）
万円

 
※各社の１人当たり単価は、原価算定期間（平成 25～27 年度）の一般厚生費の平均原価を、同期間中の平均経費対象人

員で除したもの。 

※全産業等の出典は 2012 年度福利厚生費調査結果報告（日本経済団体連合会） 

 
（１２）委託検針費、委託集金費、雑給 

これらの費用は、業務の形態に応じ賃金水準が定まるため、全産業との比較は適

当ではなく、他の一般電気事業者との比較が適当である。このため、一般電気事業者

の販売電力量（kWh）あたりの平均単価と比較した結果、中部電力の申請は、この平均

単価以下の水準であることを確認した。 

ただし、地域密着型携帯情報サービス料に係る費用については、電気事業とは認

められない費用であることから、料金原価から除くこととする。 

 

■ 販売電力量（kWh）当たり検針費等単価の比較 

0.09

0.11 

0.09 
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0.12 
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0.11 
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0.1
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中部（申請） 北海道（査定） 東北（査定） 四国（査定） 関西（査定） 九州（査定） 東京（査定） 10社平均（Ｈ24年度）

販売量（kWh）当たり検針費等単価（3カ年平均）円

 

※ 中部（申請）は、集金にかかる費用は委託集金費と雑給に計上。 

※ 北海道（査定）は、検針及び集金にかかる費用は全て「委託費」の原価として計上していることから、上記グラフの単価

は、原価算定期間（平成 25～27 年度）における「委託費計上分」の原価と雑給の３カ年平均原価を、同期間中の平均販

売電力量で除したもの。 

※ 他社の販売量当たり単価は、原価算定期間（平成 25～27 年度）における委託検針費、委託集金費及び雜給の３カ年平

均原価を、同期間中の平均販売電力量で除したもの。 

※ 東京は H22 年度、関西及び九州は H23 年度、それ以外は H24 年度の１０社平均と比較。 
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＜査定結果＞ 

１． 給料手当（従業員１人当たりの年間給与水準）等 

一般的な企業の平均値及び類似の公益企業との比較は、平成 26年2月に公表された平成

25 年賃金構造基本統計調査を基本とする。この結果、１人当たりの年間給与水準は申請

値の 624 万円から 623 万円に下がり、当該差分を料金原価から減額する。 

・・・１．３４億円（３年平均） 

２． 給料手当（出向者給与） 

名古屋大学及び浜松医科大学への出向者については、いずれも中部電力が出資する寄付

講座への出向であり、この費用は申請原価に算入されていない。また、審査要領において、

寄付金は電気料金の値上げが必要な状況下における費用の優先度を考慮し、合理的な理

由がある場合を除き、原価への算入を認めないこととなっている。これらを踏まえ、両大学

への出向者給与は料金原価から減額する。 

・・・０．０７億円（３年平均） 

３． 給料手当振替額 

地域密着型携帯情報サービス料に係る費用については、電気事業とは認められない費用

であることから、料金原価から除く。 

・・・０．０９億円（３年平均） 

４． 一般厚生費（社宅及び独身寮に係る費用） 

社員の社宅及び・独身寮に係る清掃、賄い、貯水槽の点検及び防火管理業務等に係る委

託費用が料金原価に算入されているが、これらの業務は競争入札導入等による効率化が

期待できることから、当該費用についても基本的な考え方（３）及び（４）に示す効率化努力

分（▲10.31%）を料金原価から減額する。 

・・・０．９２億円（３年平均） 

５．雑給 

地域密着型携帯情報サービス料に係る費用については、電気事業とは認められない費用

であることから、料金原価から除く。 

・・・０．４８百万円（３年平均） 

 

計      ２．４２億円料金原価から減額する 

（上記４．のうち０．８９億円は「基本的な考え方（３）」、０．０３億円は「基本的な考え方（４）」による減

額の内数） 
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２．燃料費 

＜申請額 ：12,403 億円（H26～28 平均）＞ 

【燃料費の概要】 

燃料費は、石炭、ＬＮＧ、原重油等の火力燃料費、核燃料費及び新エネルギー等燃料

費の合計額であり、供給計画等を基に算定した数量に、時価等を基に算定した単価を乗

じて算定される。火力燃料費については、火力発電の稼働増等により、26～28年度の3ヵ

年平均で、4,969 億円の増。核燃料費については、原子力発電の稼働減に伴い、前回改

定に比べ、▲80 億円。なお、火力燃料費の算定にあたっては、平成 25 年 6～8 月の通関

レート（TTM=99.0 円／ドル）を適用している。 

 
【火力燃料費】 

（１）メリットオーダーの確認 

 （ア）電源別の供給電力量の配分 

  中部電力は、申請原価の前提となる電源別の供給電力量を、以下の手順により算定し

ていることを確認した。 

１． ベース供給力（自社原子力・一般水力）及び調整裕度の少ない電源（他社火力・ＩＰ

Ｐ・自家発・ 新エネ・取引所取引）の電力量を算定  

２． 揚水発電量及び動力量を算定  

３． 自社火力の電力量を算定 
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 電源別の電源別の供給電力量のうち、一般水力については、可能発電電力量から溢水電

力量を控除して算定される。 中部電力は、今回の申請においては、平成 21 年度以降の溢

水電力量の増加を理由に、21～23年度の 3ヶ年の水力停止率をもとに溢水電力量を想定し

ている。21 年度以降の溢水電力量の増加の一因として、中部電力は、①近年、短時間の集

中豪雨が発生するケースが増加しており、出水に伴う発電機停止による溢水電力量実績が

増加していること、②水車発電機保守の効率化に伴う過去の作業停止量の一時的減少の

反動、が考えられるとしている。  

しかしながら、①については、異常気象が継続するかどうかは定かではないこと、②につ

いては、これまで水車発電機の保守効率化に取り組んできたことは評価できるものの、過去

の料金改定や供給計画策定時において、至近 10 ヶ年の水力停止率をもとに溢水電力量を

算定してきたことが確認されたことから、今回、観測期間を変更する特段の事情はないと考

えられるため、申請原価においても、至近 10 ヶ年（15～24 年度）の水力停止率の実績をもと

に溢水電力量を想定することが適当である。この結果をもとに、自社火力の発電電力量の

分担及び燃料消費数量を再算定すべきである。  

 

■水力停止率の推移等 （第１２回電気料金審査専門小委員会資料６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【水力停止率※の推移】 （※）水力停止率＝溢水電力量／可能発電電力量×100（％）

【水力発電量の内訳（今回申請・前回改定差）】
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 （イ）火力発電における発電所別の発電電力量の配分 

  申請における自社火力の発電所別の発電電力量は、発電所の定期検査や補修停止等

を考慮したうえで、メリットオーダーに基づき算定されていることを確認した。具体的には、発

電燃料単価の安い石炭火力をベース供給力とし、次に熱効率が高いコンバインドサイクル

型ＬＮＧ火力を優先的に配分したうえで、残りを従来型のＬＮＧ火力、石油火力の順にて賄う

ことを基本としていることを確認した。他社火力については、契約に基づき、自社火力と同様

に経済性を考慮して計画していることを確認した。 

 ※メリットオーダーの検証例：第７回電気料金審査専門小委員会 資料７－２（中部電力提出）を参考添付 

 

■火力発電所の稼働率と単価の関係 

 
 

■燃料別の火力発電電力量
（発電端）割合

■運転中利用率と発電燃料単価
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参考：経済性（メリットオーダー）の実例（平成25年8月21日の例）《中部電力》 第7回専門委 資料7-2（中部電力）抜粋

 

 

（２）各燃料の購入実績及び原価織込価格に関する検討 

 （ア）ＬＮＧ 

  ①至近の各社調達実績と全日本通関価格との比較 

ＬＮＧ長期契約の調達価格については、契約時期等の現行契約の価格フォーミュラと

調達数量を確認したところ、至近の実績では、平均すれば、全日本通関ＬＮＧ価格（ＪＬ

Ｃ）よりも割高な価格での調達となっている。 

 

②調達コスト削減に向けた取り組みの実施状況  

 中部電力は、安価で安定、そして柔軟な燃料調達を図るため、エネルギー生産・開発

を担う上流開発に参画するとともに、国境を越えて燃料の共同調達に取り組んでいくこ

とを表明しており、具体的な取組として、米国フリーポートプロジェクトへの参画、豪州イ

クシスプロジェクト等のＬＮＧ関連の上流権益の取得、韓国ガス公社（ＫＯＧＡＳ）とのＬＮ

Ｇの共同調達の実施、インドガス公社（ＧＡＩＬ）とのＬＮＧの共同調達の可能性や在庫調

整などについての協議開始などをあげている。 

 

③原価算定期間中における価格改定対象数量 

中部電力は、原価算定期間中の年間調達予定数量約 1,346 万 t のうち、約 1,243 万

t を長期契約等により確保しており、このうち、約 370 万 t 分が、原価算定期間内に価格
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改定を迎える。また、未定分約 103 万 t についてはスポット契約にて調達する前提で原

価に織り込んでいる。 

なお、LNG 長期契約における調達義務に関し、不可抗力による引取不能は免責され

るが、不可抗力以外であれば、契約未達数量はテイクオアペイ（引き取らない場合にも

支払義務あり）と定められていることを確認した。また、契約中の途中解約については、

不可抗力が長期間継続する場合や債務不履行等の特別な場合を除き不可となってい

ることを確認した。 

 

④ＬＮＧ購入価格の算定 

ＬＮＧの購入価格は、原油価格を指標とした価格フォーミュラにより決定されるが、申

請原価は、25 年 6～8 月の購入価格を算定する際に参照する全日本通関原油価格

（JCC）等を、プロジェクト毎の価格フォーミュラに適用し算定していることを確認した。  

原価算定期間内に価格改定を迎える長期契約の改定後価格について、中部電力か

ら提出された基本契約書においては、価格改定協議の指標として、価格改定協議期間

中及び価格改定対象期間の日本向け長期 LNG 契約に対して「競争力」を持つことと等

を定めていることを確認した。  

北米におけるシェールガス産出に伴い国際的な天然ガスの需給構造が変化していく

中で、今回の原価算定期間以降に輸入されるものではあるが、関西電力や東京電力な

ど我が国企業が、これまでの通例であった石油価格リンクではなく、天然ガス価格にリ

ンクした LNG 調達契約を結ぶといった新たな動きが見られる。さらに、昨年５月以降、

複数の米国シェールガスのプロジェクトについて、米国政府から日本向けの輸出許可

が得られている。  

今回の申請原価において、中部電力は、原価算定期間内に価格改定がある契約の

うち、平成 26 年度に改定を迎えるものについてはＪＬＣを適用し、平成 27 年度に改定を

迎えるものについてはＪＬＣから一定の価格低減を見込み原価に織り込んでいるが、上

記のような LNG 調達をとりまく環境の変化を踏まえ、将来の効率化努力を先取りした調

達価格を織り込んだ原価算定を行うことが適当である。 

具体的には、先行他電力の査定と同様、26 年度については、原価算定期間に契約

更改等が実施される長期プロジェクトのうち、合意済みの更改価格等が現時点で最も

低価格なものの価格（いわゆるトップランナー価格）を原価織り込み価格とする。なお、

トップランナー価格の選定に当たっては、各電力会社の調達努力を阻害しないよう、申

請会社以外の一般電気事業者のものから行うことが適当である。加えて、27 年度以降

については、契約更改交渉までに十分に交渉のリードタイムがあり、また、米国からシ

ェールガスが非 FTA 締結国に輸出開始が見込まれる時期でもあることから、天然ガス

連動価格を一部反映した原価織り込み価格とすることが適当である。また、四国電力と

同様、マレーシアから日本向けの平均価格で購入するとしている契約については、マレ
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ーシアから日本向けの長期プロジェクトが今後順次価格改定を迎える際に調達各社が

それぞれ効率化努力を行うことを踏まえた査定を行うことが適当である。  

スポット購入価格については、直近 25 年 6～8 月のＪＫＭ（日本・韓国向けＬＮＧスポ

ット価格指標）実績にて織り込んでいるが、先行他電力の査定と同様、一般電気事業者

全体の平均調達価格を原価織り込み価格とすることが適当である。 

なお、織り込み額の具体的な算定に当たっては、正確性を確保する観点から、非公

表を条件に、一般電気事業者に対し、ＬＮＧ調達契約について、電気事業法第１０６条

に基づく報告徴収を行った。 

 

 （イ）石炭 

石炭の各年度の購入価格は、輸入国別に、直近 25 年 6～8 月の中部電力の購入実

績または全日本通関石炭価格のいずれか安い価格を原価織込価格としており、先行

他電力の査定基準である「各国別の全日本通関石炭価格を、原価算定期間における

自社の国別調達予定数量で加重平均した価格」を下回っていることを確認した。 

中部電力は、石炭の調達にあたり、供給の分散化及び経済性の向上を目指し、近距

離ソースであるインドネシア炭比率の向上や亜瀝青炭の導入などに取り組んでいること、

フランス電力公社（ＥＤＦ）の燃料調達部門であるＥＤＦトレーディング社との業務提携に

よる調達力の強化等を進めていることを表明している。 

 

 （ウ）石油 

中部電力は、発電所の環境規制への対応のために主に低硫黄の重原油を使用して

いることを確認した。  

今回の申請原価において、中部電力は、原油等の原価算定にあたり、全日本通関原

油価格（JCC）と比べ季節による価格変動が大きい低硫黄原油の価格を平準化し原価

に反映するため、ディファレンシャル方式を使用している。具体的には、直近 25 年 6～8

月の JCC に、当該油種価格と JCC の１年間の価格差（平均）を反映させ算出している。

原油については、過去の料金改定においても、同様の考え方により、JCC との格差を

基に算定されていることを確認したため、ディファレンシャル方式による原価算定を認め

ることが適当である。 

 

（３）その他 

火力燃料の調達に係る諸経費のうち、子会社・関係会社取引において、中部電力が今

後契約を締結するものについては、「基本的な考え方」に示された考え方を踏まえて算定

された額を原価算入価格とする。 

各燃料の調達価格や諸経費について、最新の契約実績を踏まえて再算定した結果、

申請との差分がある場合には、料金原価から減額すべきである。 
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【核燃料費】 

中部電力から提出された「料金算定の前提となる需給関係資料」（以下「前提計画」とい

う。）においては、安全を確保しつつ地元の理解を前提として、原価算定期間において、浜岡

原子力発電所 3 号機が平成 29 年 1 月、同 4 号機が平成 28 年 1 月から再稼働されることを

仮定している。 

前提計画に基づき、原価算定期間中に原子炉に装荷された核燃料の取得原価のうち、

当期の燃焼相当分が、核燃料減損額として、法令等に基づき適切に計上されていることを

確認した。 

 

＜査定結果＞ 

１． 水力発電電力量について、至近１０カ年（１５～２４年度）の水力停止率をもとに再算定する

ことに伴い、自社火力の発電電力量の分担及び燃料消費数量の再算定を行い、その結果を

もとに算定された費用を上回る部分について料金原価から減額する。 

・・・４２．４２億円（３年平均） 

 

２． 平成２６年３月に全一般電気事業者（ＬＮＧの調達がない会社を除く）に対して行った電気事

業法第１０６条に基づく報告徴収の結果を踏まえ、原価算定期間中に価格改定を迎えるＬＮＧ

のプロジェクトについて、26 年度については、申請会社以外の一般電気事業者において、原

価算定期間に契約更改等が実施される長期プロジェクトのうち、合意済みの更改価格等が現

時点で最も低価格なものの価格を原価織り込み価格とする。27 年度以降については、天然ガ

ス連動価格を一部反映した原価織り込み価格とする。また、四国電力と同様、マレーシアから

日本向けの平均価格で購入するとしている契約については、マレーシアから日本向けの長期

プロジェクトが今後順次価格改定を迎える際に調達各社がそれぞれ効率化努力を行うことを

踏まえた査定を行う。 スポット購入価格については、一般電気事業者全体の平均調達価格

を原価織り込み価格とする。こうして算定された費用を上回る部分について料金原価から減

額する。 

・・・１００．７０億円（３年平均） 

 

３． 各燃料の調達価格や諸経費について、算定誤りを修正するとともに、最新の契約実績を踏

まえて再算定した結果、申請との差分について、料金原価から減額する。 

・・・９．２３億円（３年平均） 

 

計      １５２．３５億円料金原価から減額する 
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３．購入・販売電力料 

＜申請額 ：1,431 億円（H26～28 平均）＞ 

 

【購入・販売電力料の概要】 

購入電力料は、他の一般電気事業者から購入する電気に係る費用である地帯間購入

電源費・送電費、卸電気事業者（電源開発株式会社や日本原子力発電株式会社（以下

「日本原電」という。））、公営電気事業者、ＩＰＰ等から購入する電気に係る費用である他

社購入電源費・送電費に分類される。 

販売電力料は、他の一般電気事業者に販売する電気に係る収益である地帯間販売電

源料・送電料、共同火力、新電力（常時バックアップ）等に販売する電気に係る収益である

他社販売電源料・送電料に分類される。 

 

【申請概要】 

（単位：百万kWh、百万円、円/kWh）

水　力 3,403 27,344 8.03 4,911 38,254 7.79 ▲1,508 ▲10,910 0.24

火　力 6,420 65,693 10.23 8,674 80,812 9.32 ▲2,254 ▲15,119 0.92

（再掲）入札案件 3,308 34,650 10.48 4,630 45,349 9.79 ▲1,322 ▲10,699 0.68

原子力 －   36,582 －   5,762 55,236 9.59 ▲5,762 ▲18,654 －   

新エネ 3,825 39,509 10.33 720 9,447 13.12 3,105 30,062 ▲2.79

合　計 13,649 169,128 12.39 20,067 183,749 9.16 ▲6,418 ▲14,621 3.23

水力 115 1,029 8.95 1,123 10,734 9.56 ▲1,008 ▲9,705 ▲0.61

火力 867 13,433 15.50 －   －   －   867 13,433 15.50

原子力 －   －   －   －   －   －   －   －   －   

新エネ －   －   －   －   －   －   －   －   －   

常時バックアップ 871 11,595 13.31 －   －   －   871 11,595 13.31

合　計 1,853 26,057 14.06 1,123 10,734 9.56 730 15,323 4.50

▲２０９億円
▲７０億円

▲７０億円
▲１２９億円

３５億円
３０１億円

▲９７億円

１３４億円
１１６億円

販売電力料

前回(H20) 差引

備　　　考
電力量 料金計 単価 電力量 料金計 単価

今回申請(H26～H28）

電力量 料金計 単価

購入電力料

○地帯間購入電力料の主な要因
　・受電電力量の減
　・固定費の減

○他社購入電力料の主な要因
　・卸供給（入札案件除く）の固定費の減
  ・入札案件の受電電力量の減（契約終了等）
  ・入札案件の燃料価格上昇等による増
　・固定価格買取制度開始による新エネ購入電力量の増

○地帯間販売電力料の主な要因
　・送電電力量の減

○他社販売電力料の主な要因
　・卸電力取引所取引の増（今回より反映）
　・常時バックアップの増（今回より反映）

 
 

（１） メリットオーダー及び価格低減努力の確認 

他社から購入する電力量について、メリットオーダーとなるよう配分されているかを確認

したところ、以下のとおりである。 

 

他社原子力については料金原価には織り込まれていないが、他社水力については契

約相手先からのヒアリングを踏まえ、過去の実績を踏まえた標準的な供給電力量（自社

一般水力の可能発電電力量に相当）から、補修作業などによる減少分を控除して織り込

まれている。 

他社火力（石炭）については、契約等による制約を考慮し、運転単価（可変費）の安い

電源がより高稼働となるよう織り込まれている。 

ＩＰＰについては、契約上、年間の基準利用率が決まっており、契約に基づく変動範囲内

で、契約相手先と協議の上、可能な限り受電するよう織り込まれている。なお、契約更改
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を迎える契約について、受給継続について合意できていないことから、契約満了後は料

金原価に織り込まれていない。 

スポット取引（購入）については、至近の購入実績を基に、平成 26 年度以降の購入は

段階的に増加していくものと想定して織り込まれている（料金原価への織り込みは今回申

請が初めて）。 

価格低減努力については、今後契約更改するものについて、更なる効率化を求めるべ

きと考えられる費用（人件費・修繕費・諸経費等）を対象に、3 ヶ年平均で▲40 億円が織り

込まれている。 

 

（２） 卸電力市場の活性化に向けた自主的取組を反映した料金原価への織込み等の確認 

① 卸電力取引所の活用について 

申請においては、「電力システム改革専門委員会」（平成 25 年 7 月 1 日から「電力シス

テム改革専門小委員会」に名称変更）で表明した自主的取組の内容を踏まえつつ、原価

算定期間における売り約定量、買い約定量については、いずれも至近の取引実績に基づ

き算定することを基本とし、平成 26 年度以降の取引量は段階的に増加していくものと想

定している。しかしながら、電気の安定供給に必要な「原則 8％」の予備力を確保した上で、

卸電力取引所の更なる活用が可能と考えられることから、「原価算定期間における各月

毎の代表日のメリットオーダーに基づいた需給バランスを作成し、稼働中及びバランス停

止中（注）のユニット毎の限界費用を売りと買いそれぞれについて算定した上で、過去実績

の約定価格（365 日×48 コマ）とコマ毎にマッチングさせた場合の売り・買い入札に係る約

定量、約定額及び利益額」を想定し、当該利益額と料金原価に織り込まれている利益額

を比較して上回る部分については、料金原価から減額する。また、試算に当たっては、取

引量増加に伴う市場の厚みを考慮した上で、需給バランスとマッチングさせる過去実績の

約定価格を約定見込み量に応じて補正するとともに、過去実績の約定価格が大きく上昇

又は下落（コマ毎の平均から 2σ（シグマ）程度）している場合にも補正を行うこととする。

また、利益額を算定する際の限界費用は予備力として確保した最も安いユニットも考慮す

ることが妥当である。なお、今回の試算では、スポット市場のみならず、先渡し市場の更な

る活用も考慮し、バランス停止ユニットも試算の対象に含めることとする。 

（注）バランス停止ユニットとは、各代表日において必要な供給予備力を確保した上で、緊急時以外

の稼働を予定していない発電設備 

 

② 常時バックアップ料金の見直し・量の拡大の確認 

常時バックアップ料金の見直しについては、電力システム改革専門委員会における方

向性を踏まえ、基本料金を引き上げ、従量料金を引き下げる形で算定し、量の拡大につ

いても、前提計画において離脱需要を踏まえ、料金原価に織り込まれていることを確認し
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た。ただし、量の拡大に係る算定においては、最新の契約実績を踏まえて再算定して足ら

ざる部分について料金原価から減額する。 

 

（３） 原子力発電による購入電力の確認 

中部電力が北陸電力及び日本原電に支払う原子力発電による購入電力料については、

受電量に応じて支払う電力量料金と受電量にかかわらず支払う基本料金の組み合わせ

で設定されている。 

今回申請では、原価算定期間における受電量をゼロと見込んでおり、核燃料費等受電

量に応じて支払う電力量料金は料金原価に算入されていないことなどから、原子力発電

に係る購入電力料全体で前回（平成 20 年料金改定）に比べて 187 億円の減となっている。

他方で、今回申請においては、停止中の原子力発電所に係る維持管理や安全対策工事

などに必要と見込まれる費用が料金原価に算入されているが、これらの費用については、

購入の相手方との契約書原本等を確認した結果、以下の理由から、料金原価に算入する

ことを認めることが適当である。 

①  発電電力量の全量を受電会社に供給することとしているなど当該原子力発電所

は契約の相手方との共同開発であると認められる。 

②  このため、人件費、修繕費や減価償却費等の原子力発電所を安全に維持管理

する費用や、将来の稼働に向けた投資に要する費用についても、自社電源同様、

負担する義務があると考えられる。 

また、中部電力が契約している発電所は、北陸電力及び日本原電においては、津波対

策や耐震強化に係る改良工事を実施中であるなど、安全機能の維持や発電再開に向け

た準備を実施中である。なお、日本原電敦賀発電所の敷地内破砕帯については、原子力

規制委員会の有識者会合で「耐震設計上考慮する活断層」であると考える旨、評価書に

とりまとめられ、平成25年5月の原子力規制委員会で報告・了承されている。当該評価書

には、「今後、新たな知見が得られた場合、必要があれば、これを見直すこともあり得る」

旨も記載されており、評価書とりまとめ後の平成 25 年 7 月に、新たなデータとして調査報

告書を日本原電から原子力規制委員会へ提出している。これらを踏まえ、平成 25 年 12

月の原子力規制委員会において、評価書の見直しの要否を議論するため、有識者による

評価会合及び現地調査を行うことが了承されたが、現時点で、原子力規制委員会として

の最終的な結論は出されていない。 

他方で、中部電力は契約の相手方に対して効率化努力を求めていくべきであり、既設

分の減価償却費や固定資産税等といった効率化努力が見込めない費用を除く人件費や

修繕費等について、中部電力自身による効率化努力分と比較し、既に織り込まれている

効率化努力分では足らざる部分については、料金原価から減額する。 

とりわけ、日本原電については、中部電力も出資している会社であり、役員における人

的関係等を考慮すれば、日本原電からの購入電力料に含まれる人件費については、中
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部電力のコスト削減努力並に料金原価から減額し、その他の一般管理費等のコスト削減

可能な経費についても、中部電力のコスト削減努力に照らし、10％減額する。 

特に、人件費については、日本原電の現行の常勤役員一人当たり報酬額 2,000 万円

（平成 25 年度推定実績）を中部電力同様、国家公務員指定職と同水準（1,800 万円）とす

るとともに、中部電力の役員と兼務している非常勤役員への報酬については料金原価へ

の算入を認めない。また、一人当たり従業員給与については、720 万円（平成 25 年度推

定実績）であるところ、中部電力の査定後の水準である623万円まで料金原価を減額する。

なお、他社の査定方針も踏まえ、さらに中部電力が北陸電力及び日本原電と交渉した結

果、平成 26 年度の受給契約において、査定後原価を下回ると確認できたものを料金原価

に反映する。 

また、北陸電力（志賀 2 号機）の諸費の一部については、料金原価算定期間に発生す

る見込みのないものについて料金原価から減額する。 

 

（４） その他の検討結果 

① 広告宣伝費、寄付金、団体費等 

購入電力料のうち、法令に基づき経済産業大臣がその費用の内訳に係る資料の提出

を受けているもの（電気事業法第 22 条（卸供給の供給条件）に基づく届出を受けているも

の）については、契約相手先から中部電力に対し、料金に含まれている寄付金等の額な

どを示した書類での回答があり、その書類を確認したところ、料金原価に織り込まれてい

ないことを確認した。 

 

② 効率化努力 

購入電力料、販売電力料とも、原価算定期間内に契約期限を迎えないものについては、

契約内容を確認し、適正に算定されていることを確認した。 

今後契約を締結するものについては、「基本的な考え方」に示された考え方に基づき料

金原価から減額する。 

 

③ 法人税等 

購入電力料のうち、法令に基づき経済産業大臣がその費用の内訳に係る資料の提出

を受けているもの（電気事業法第 22 条（卸供給の供給条件）に基づく届出を受けているも

の）については、卸供給料金算定規則に基づいて算定しているが、今後契約を締結する

ものについては、平成 26 年度税制改正の大綱（閣議決定）において、復興特別法人税の

１年前倒し廃止が決定されたため、税制改正により想定される法人税率等を再算定して

上回る部分について料金原価から減額する。また、自社の料金原価に算入している一株

当たりの配当金額での交渉を行うことを前提に、当該配当金額から算定される法人税等

を再算定して上回る部分について料金原価から減額する。 
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④ その他 

溢水補償金に係る算定の一部において、過去実績を踏まえて再算定して足らざる部分

について料金原価から減額する。 

今後契約を締結するものについて、人件費に係る算定の一部に発電所に係る人員の

増加を織り込んでいるが、更なる効率化が可能と考えられることから、当該増加分に係る

人件費相当分について料金原価から減額する。また、養成費に係る算定において、事業

を実施する上で必要な費用と認められないものについては、料金原価から除くこととす

る。 

料金認可申請以降に受給契約を締結したもののうち、査定後原価を下回ると確認でき

たものを料金原価に反映する。 

■ 中部電力のメリットオーダー 
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■ 卸電力取引所の活用に係る査定方法イメージ図① 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

（前略）電気の安定供給に必要な「原則8％」の予備力を確保した上で、卸電力取引所の更なる活用が可能と考えられることか
ら、「原価算定期間における各月毎の代表日のメリットオーダーに基づいた需給バランスを作成①し、稼働中及びバランス停止
中（注）のユニット毎の限界費用を売りと買いそれぞれについて算定②した上で、過去実績の約定価格（365日×48コマ）③とコマ
毎にマッチングさせた場合の売り・買い入札に係る約定量④、約定額及び利益額」を想定し、当該利益額と料金原価に織り込ま
れている利益額を比較して上回る部分については、料金原価から減額する。（後略）

卸電力取引所の活用に係る査定方針（抜粋）

石炭

一般水力・新エネ

＜①需給バランス（概念図）の作成＞
＜②限界費用の算定＞
（各月毎の代表日）

高い

石油

ＬＮＧ

メリットオーダーに
基づきユニットを積
み上げ

481

＜③過去の約定価格＞
（平成24年10月～25年9月）

（万ｋW）

揚水発電

融通・他社

需要

(円/kWh)

安い481 481

＜④マッチングさせた場合
の約定量（※）＞

需要（予備力８％
を加算）

＋揚水動力

売り約定量

（自社電源発電コスト＜取引所価格）

買い約定量

（自社電源発電コスト＞取引所価格）

※イメージ図であり、実際のマッチング
結果等は、各月・各時間帯等で異なる

需要＋揚水動力

 

■ 卸電力取引所の活用に係る査定方法イメージ図② 

（前略）電気の安定供給に必要な「原則8％」の予備力を確保した上で、卸電力取引所の更なる活用が可能と考えられることか
ら、「原価算定期間における各月毎の代表日のメリットオーダーに基づいた需給バランスを作成し、稼働中及びバランス停止中
（注）のユニット毎の限界費用を売りと買いそれぞれについて算定した上で、過去実績の約定価格（365日×48コマ）とコマ毎に
マッチングさせた場合の売り・買い入札に係る約定量、約定額及び利益額」を想定⑤し、当該利益額と料金原価に織り込まれて
いる利益額を比較⑥して上回る部分については、料金原価から減額する。（後略）

＜マッチング＞

発電所Ｚ 発電所Ｚ ＜⑤売り入札に係る約定額・利益額の想定＞
発電所Ｙ 発電所Ｙ

高い 発電所Ｘ 発電所Ｘ 売り約定額 ＝ 売り約定量 × 約定価格
発電所Ｗ 発電所Ｗ 売り利益額 ＝ 売り約定額 － (約定量×限界費用)
発電所Ｖ 発電所Ｖ

発電所Ｕ 発電所Ｕ

発電所Ｔ 発電所Ｔ

発電所Ｓ 発電所Ｓ

発電所Ｒ 発電所Ｒ

発電所Ｑ 発電所Ｑ

発電所Ｐ 発電所Ｐ ＜⑤買い入札に係る約定額・利益額の想定＞
発電所Ｏ 発電所Ｏ

発電所Ｎ 発電所Ｎ 買い約定額 ＝ 買い約定量 × 約定価格
発電所Ｍ 発電所Ｍ 買い利益額 ＝ (約定量×限界費用) － 買い約定額
発電所Ｌ 発電所Ｌ

発電所Ｋ 発電所Ｋ
発電所Ｊ 発電所Ｊ
発電所Ｉ 発電所Ｉ
発電所Ｈ 発電所Ｈ

発電所Ｇ 発電所Ｇ ＜⑥査定額（利益額の比較）＞
発電所Ｆ 発電所Ｆ

発電所Ｅ 発電所Ｅ 査定額 ＝ 試算による利益想定額（売り・買い）
発電所Ｄ 発電所Ｄ 　　　　　       　－ 料金原価に織り込まれている利益額

安い 発電所Ｃ 発電所Ｃ
発電所Ｂ 発電所Ｂ
発電所Ａ 発電所Ａ

＜入札対象ユニット＞

※利益額を算定する際の限界費用は、
　 予備力として確保した最も安いユニットも考慮する

買入札対象
ユニット

予備力８％

売入札対象
ユニット

売り
約定量

買い
約定量

限界費用

ﾊﾞﾗﾝｽ停止中

ﾕﾆｯﾄ

ある日の
１コマの買い

約定価格

ある日の
１コマの売り
約定価格

需要想定

卸電力取引所の活用に係る査定方針（抜粋）
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■ 中部電力と日本原電・北陸電力との基本契約について 

１．日本原電 敦賀発電所１号機 

昭和 44 年 11 月 1 日付（昭和 61 年 3 月 14 日付・平成 17 年 2 月 23 日付・平成 21 年

9 月 3 日付一部改定）にて、日本原電、北陸電力、関西電力及び中部電力の間で、以下

の内容が締結されたことを確認。 

● 原電敦賀の発生電力及び電力量のうち、運転維持に必要な電力及び電力量を除い

た全量を受電三社へ供給する。 

● 受電三社が受電する割合は、中部 4、北陸 1、関西 5 とする。 

● 営業運転開始予定期日は、昭和 45 年 3 月 31 日とする。 

● 原電敦賀の長期間停止の場合又はその利用率がはなはだしく低い場合には、基本

料金の負担について別途四社で協議する。 

● 定めのない事項については、別途四社で協議する。 

２．日本原電 敦賀発電所２号機 

昭和 54 年 2 月 9 日付（昭和 57 年 9 月 17 日付一部改定）にて、日本原電、北陸電力、

関西電力及び中部電力の間で、以下の内容が締結されたことを確認。 

● 原電の敦賀発電所2号機の発生電力及び電力量から運転維持に必要な電力及び電

力量を除いた全量を中部、北陸及び関西へ供給する。 

● 中部、北陸及び関西は、受給電力及び電力量のそれぞれ 33％、34％、33％を受電

する。 

● 電力受給開始日は営業運転開始の日とし、昭和６１年３月末を目途とする。 

● 受給地点、受給電力及び電力量、受給方法、料金等については、別途協議して定め

る。 

３．北陸電力 志賀原子力発電所２号機 

平成 8 年 3 月 15 日付にて、北陸電力、関西電力及び中部電力の間で、以下の内容が

締結されたことを確認。 

● 北陸が広域運営の本旨に則り、志賀 2 号機の建設及びこれに関連する系統の整備

を行いその供給余力を中部及び関西に融通送電することにより、北陸の設備の有効

活用を図るとともに、中部及び関西の需給安定に資することを目的とする。 

● 中部及び関西は、志賀２号機より発生する電力のうち、運転開始以降 10 年間、さら

に運転開始後 11 年目以降の 5 年間についても、中部、関西合わせて最大 60 万ｋＷを

受給し、中部 4、関西 5 の比率により配分する。 

● 定めのない事項もしくはより難い事項が生じたときは、誠意をもって 3 社協議する。 

● 予期せぬ事由により、電力の受給が相当期間中断された場合や受給開始後に原価

の大幅な変動が生じた場合の融通料金の取扱いについては、相応の負担を原則とし

てその都度 3 社協議のうえ決定する。 
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■ 中部電力の原子力発電の購入電力料原価内訳（対前回改定比較） 

(億　円) 

費用項目
今回申請
(H26-28)

前回
(H20)

差引 備　　　　　　考

人 件 費 26  33  ▲8  人件費単価の減少

修 繕 費 51  110  ▲59  停止時定検費用の減少

委 託 費 50  55  ▲5  定検関連委託費の減少

普 及 開 発 関 係 費 1  2  ▲1  発電所ＰＲ関連費の減少

諸 費 27  19  8  安全対策関連費の増加

除 却 費 3  11  ▲8  大規模取替工事減少に伴う減少

再 処 理 関 係 費 16  39  ▲23  発電計画の差異による再処理等引当金の減少

一 般 負 担 金 26  －  26  原子力損害賠償支援機構法に基づき今回申請より計上

減 価 償 却 費 88  137  ▲49  償却進行に伴う減少

事 業 報 酬 31  41  ▲10  償却進行に伴う報酬対象資産の減少

核 燃 料 費 －  48  ▲48  今回申請では発電停止を前提として算定

送 電 料 金 －  6  ▲6  同上

そ の 他 47  51  ▲4  バックエンド関連費用の減少

効 率 化 額 （ 再 掲 ） (▲28) －  －  

合　　　　計 366  552  ▲187  

※四捨五入の関係で、合計が合わない場合がある。  

＜査定結果＞ 

１．卸電力取引所の活用について、電気の安定供給に必要な「原則 8％」の予備力を確保した上

で、卸電力取引所の更なる活用が可能と考えられることから、「平成 27年度の各月毎の代表日

のメリットオーダーに基づいた需給バランスを作成し、稼働中及びバランス停止中（注）のユニッ

ト毎の限界費用を売りと買いそれぞれについて算定した上で、過去実績の約定価格（365 日×

48 コマ）とコマ毎にマッチングさせた場合の売り・買い入札に係る約定量、約定額及び利益額」

を想定し、当該利益額と料金原価に織り込まれている利益額を比較して上回る部分について

は、料金原価から減額する。 

・・・３２．１６億円（３年平均） 

２．常時バックアップ料金の見直しについては、電力システム改革専門委員会における方向性を

踏まえ、基本料金を引き上げ、従量料金を引き下げる形で算定し、量の拡大についても、前提

計画において離脱需要を踏まえ、料金原価に織り込まれていることを確認した。ただし、量の拡

大に係る算定においては、最新の契約実績を踏まえて再算定して足らざる部分について料金

原価から減額する。 

・・・１．９６億円（３年平均） 

３．原子力発電による購入電力について、中部電力は契約の相手方に対して効率化努力を求め

ていくべきであり、既設分の減価償却費や固定資産税等といった効率化努力が見込めない費

用を除く人件費や修繕費等について、中部電力自身による効率化努力分と比較し、既に織り込

まれている効率化努力分では足らざる部分については、料金原価から減額する。とりわけ、日

本原電については、中部電力も出資している会社であり、役員における人的関係等を考慮すれ

ば、日本原電からの購入電力料に含まれる人件費については、中部電力のコスト削減努力並
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に料金原価から減額し、その他の一般管理費等のコスト削減可能な経費についても、中部電

力のコスト削減努力に照らし、10％減額する。特に、人件費については、日本原電の現行の常

勤役員一人当たり報酬額 2,000 万円（平成 25 年度推定実績）を中部電力同様、国家公務員指

定職と同水準（1,800 万円）とするとともに、中部電力の役員と兼務している非常勤役員への報

酬については料金原価への算入を認めない。また、一人当たり従業員給与については、720 万

円（平成 25 年度推定実績）であるところ、中部電力の査定後の水準である 623 万円まで料金原

価を減額する。なお、他社の査定方針も踏まえ、さらに中部電力が北陸電力及び日本原電と交

渉した結果、平成 26 年度の受給契約において、査定後原価を下回ると確認できたものを料金

原価に反映する。 

・・・４．２３億円（３年平均） 

・・・（うち、日本原電分４．０５億円（３年平均）） 

（｢基本的な考え方（４）｣４．９３億円の内数」） 

４．今後契約を締結するもの（原子力発電による購入電力を除く）については、「基本的な考え方」

に示された考え方に基づき料金原価から減額する。 

・・・０．２６百万円（３年平均） 

（「基本的な考え方（３）」１．７１億円の内数」） 

５．北陸電力（志賀 2 号機）の諸費の一部については、料金原価算定期間に発生する見込みのな

いものについて料金原価から減額する。 

・・・１．０１億円（３年平均） 

６．購入電力料のうち、法令に基づき経済産業大臣がその費用の内訳に係る資料の提出を受け

ているもの（電気事業法第 22 条（卸供給の供給条件）に基づく届出を受けているもの）について

は、卸供給料金算定規則に基づいて算定しているが、今後契約を締結するものについては、平

成 26 年度税制改正の大綱（閣議決定）において、復興特別法人税の１年前倒し廃止が決定さ

れたため、税制改正により想定される法人税率等を再算定して上回る部分について料金原価

から減額する。また、自社の料金原価に算入している一株当たりの配当金額での交渉を行うこ

とを前提に、当該配当金額から算定される法人税等を再算定して上回る部分について料金原

価から減額する。 

・・・０．４５億円（３年平均） 

７．溢水補償金に係る算定の一部において、過去実績を踏まえて再算定して足らざる部分につい

て料金原価から減額する。 

・・・０．０６億円（３年平均） 

８．今後契約を締結するものについて、人件費に係る算定の一部に発電所に係る人員の増加を

織り込んでいるが、更なる効率化が可能と考えられることから、当該増加分に係る人件費相当

分について料金原価から減額する。また、養成費に係る算定において、事業を実施する上で必

要な費用と認められないものについては、料金原価から除く。 

・・・０．１０億円（３年平均） 
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９．料金認可申請以降に受給契約を締結したもののうち、査定後原価を下回ると確認できたもの

を料金原価に反映する。 

・・・０．２１億円（３年平均） 

１０．固定価格買取制度における回避可能費用の算定方法等が見直されたことに伴い、再算定し

て料金原価への変動を反映する。 

・・・▲１１．７３億円（３年平均） 

１１．人件費等が減額されたことに伴い、これらを基に算定している料金原価への変動を反映す

る。 

・・・４．０３億円（３年平均） 

 

 

計      ３２．４８億円料金原価から減額する 

（うち、４．２３億円は、「基本的な考え方（３）、（４）」による減額の内数） 
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４．設備投資関連費用 

＜申請額 ：減価償却費：2,615 億円、事業報酬：1,137 億円、固定資産除却費；284 億円（H26～28 平均）＞ 

 

【レートベースの内訳】 

事業報酬は設備投資等の資金を調達するために要するコストであり、銀行等からの借入

金や社債に対する支払利息や発行株式に対する配当金等を賄うもの。具体的には、真実か

つ有効な電気事業資産（レートベース）に適正な報酬率を乗じるというレートベース方式で算

定される。 

レートベースとは、特定固定資産・建設中の資産・核燃料資産・特定投資・運転資本及び

繰延償却資産の合計額をいう。 

（億円）

今回申請
(H26-28）

前   回
（H20）

差  引 備　　考

34,109 36,744 ▲ 2,635 償却進行等による減少

1,043 934 109 浜岡原子力発電所安全性向上対策等による増加

2,450 2,613 ▲ 162 日本原燃への前払金残高減等による減少

719 192 527 日本原燃の増資の引受けおよび特定投資案件の増等による増加

営業資本 2,458 1,960 499 燃料費増等による増加

貯蔵品 1,594 958 636 燃料費増等による増加

   計 4,052 2,917 1,135

- - -

42,372 43,400 ▲ 1,027

▲ 3,163 ▲ 2,960 ▲ 203 レートベース控除額の増（剰余金残高相当額）による減少

39,209 40,440 ▲ 1,230

※：今回申請＝別途積立金および繰越利益剰余金の合計額から繰延税金資産を控除した値

　　前回申請＝原価変動調整積立金と電力小売部分自由化以前に積み立てた別途積立金の合計額

運転資本

繰延償却資産

　　小　　　　計

原価変動調整積立

金・別途積立金※

　　合　　　　計　

特定固定資産

建設中資産

核燃料資産

特定投資

 
（１） 前提計画（供給計画、工事計画） 

需要想定に基づく供給予備力及び設備の効率性を勘案し、供給設備の拡充工事や改

良工事等の工事計画、点検補修などの修繕計画を策定し、その計画に基づき設備関係

の料金原価を算定している。平成 26 年度から 28 年度の設備投資については、原子力発

電所の更なる安全性向上対策（津波・浸水対策等）などにより、3ヶ年平均 3,034 億円が見

込まれている。 

 

（２） レートベース、減価償却費 

① 固定資産関連の特別監査に基づく査定 

固定資産関連が、電気事業の運営にとって真に必要不可欠なものであるかについて、

先行投資、不使用設備、予備品／予備設備、建設中の資産（※）等を中心に行われた特

別監査（立入検査）の結果を確認したところ、以下の項目についてはレートベースから除く

こととする。 
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（特定固定資産）  

  ・送電線異電圧 

  ・送電線空回線及び空管路 

  ・発電設備・変電設備等に係る長期間不使用の土地、建物、機械装置 

  ・社宅の空室分 

  ・その他（無償貸与の土地・設備、スポーツ施設、PR 施設等） 

 （建設中の資産） 

  ・発電設備・変電設備に係る工事計画が未確定の建物、機械装置 

（※）設備の新設や改良のための設備投資額は、電気事業固定資産として竣工するまでの期間、建

設仮勘定として整理されるが、「建設中の資産」とは、建設仮勘定の平均帳簿価額（資産除去債務相

当資産を除く）から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除した額に 50％を乗じた額。 

 

上記の考え方に基づき、査定を行った資産に係る減価償却費等の営業費用について

も、料金原価への算入を認めない。 

汽力発電設備については、電力会社間の同種の設備と比較して、正当な理由なく著し

く低い稼働となっている設備がないことを確認した。 

特定固定資産に整理されている書画骨董、予備品及び予備設備については、料金原

価に含まれていないことを確認した。 

建設中の資産については、工事計画が未確定なものを除き、工事計画の認可等により

実施が確定した工事に要する金額の 2 分の 1 のみがレートベースに算入されていることを

確認した。また、交際費、寄付金、団体費及び建設準備口（建設工事の実施が確定する

前に建設準備のために要する金額）が料金原価に含まれていないことを確認した。 

 

② 中部電力によるレートベース控除（剰余金残高相当額） 

中部電力は今回申請において別途積立金及び繰越利益剰余金の合計額から繰延税

金資産を控除した額に相当する額をレートベースの額から自主的にカットしていることを

確認した。 

 

③ 特定投資 

特定投資については、資源開発、研究開発などエネルギーの安定的確保を図るための

ものについて認められている。今回計上されている費用のうち、特定投資先から過去に配

当の実績があり、当該配当が今後も見込まれるものについて料金原価から減額する。 

その他の費用については、特定投資の趣旨に合致していると認められる。 
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④ 核燃料資産 

 （ⅰ）加工中等核燃料資産について 

平成 26 年度～28 年度に新たに取得する核燃料資産（加工中等核燃料資産）について

は、原子力発電所の稼働状況を踏まえ、新規契約の締結見送り、引取量の減量・繰り延

べにより、可能な限り至近の調達量を削減して織り込んでいることを確認した。 

ウラン精鉱の購入価格等については、震災以降、ウラン精鉱の価格等がほぼ横ばいで

推移していることを勘案し、直近実績を踏まえて再算定して上回る部分について料金原価

から減額する。 

成型加工に関する契約等のうち、今後契約を締結するものについては、 「基本的な考

え方」に示された考え方に基づき料金原価から減額する。 

 

（ⅱ）再処理の前払金について 

日本原燃株式会社（以下「日本原燃」という。）に対する再処理の前払金については、

日本原燃が行う再処理事業は巨大な設備産業であり、建設に当たっては多額の資金調

達を必要とする一方、これらの資金は、再処理料金の支払い開始前の建設工事等の段

階で必要となることから、日本原燃による市中金融機関からの借入や出資等と併せて、

原子力発電所を所有する事業者各社が再処理料金の前払いを実施したものである。 

本前払金は、料金原価に算入される再処理費用を前払いするものであり、費用性資産

としての性格を有している。また、本前払金により、日本原燃の金利相当部分が減少し、

再処理費用が減額されることとなっている。以上から、本前払金は資産価値を有するため、

レートベースに算入することは妥当である。 

 

⑤ 運転資本 

営業資本及び貯蔵品（火力燃料貯蔵品等の年間払出額に、原則として 12 分の 1.5 を乗

じて得た額）については、算定規則等に基づき算定されていることを確認した。 

一方、人件費など算定の前提となった個別の原価項目において減額査定が行われた

場合には、これに応じて料金原価から減額することが適当である。 
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⑥ 原価算定期間中に再稼働を見込まない原子力発電所の取り扱い 

中部電力では、浜岡原子力発電所 3 号機（平成 29 年 1 月稼働想定）、4 号機（平成 28

年 1 月稼働想定）については原価算定期間中に再稼働を見込んでいるが、5 号機につい

ては原価算定期間中の再稼働を見込んでいない。 

審査要領上、「長期停止発電設備については、原価算定期間内に緊急時の即時対応

性を有すること及び改良工事中などの将来の稼働の確実性等を踏まえてレートベースに

算入する。」となっている。 

中部電力においては、浜岡原子力発電所 5 号機について、高経年化対策等に加え、更

なる安全性向上対策等の実施を計画し、再稼働に向けた準備を進めているところであり、

原価算定期間以降には稼働するものと想定していることから、レートベース及び減価償却

費を算入することは妥当である。 

 

（３） 固定資産除却費 

固定資産除却費（除却損・除却費用）に係る算定において、今回申請では電源の除却

を計画していないことから案件毎の個別算定は行っておらず、過去実績を基に設備投資

に占める除却損の比率等を求めて算定している。他方で、過去の料金改定における料金

原価と実績費用を比較したところ、一定のかい離が確認されたことから、当該かい離の要

因を踏まえ再算定して上回る部分について料金原価から減額する。 

 

（４） その他設備投資関連（減価償却費、固定資産除却費、事業報酬） 

支店の新築工事に係る必要性について、現在の支店は建物自体の老朽化に加え、防

災・セキュリティ面や複数の建物に事務室が分散することによる労働生産性の低下など

機能面での劣化も進行している等を理由としているが、料金値上げを行う局面で事業を

実施する優先度が高いとは認められないため、料金原価（事業報酬）から減額する。 

ＣＯ2 クレジット投資額に係る算定において、前提諸元による為替レートと違った為替レ

ートで算定しているが、この差額分について料金原価（事業報酬）から減額する。 

旧型地中機器の経年取替に係る算定において、過去実績を基に１台当たりの取替工

事単価を計算しているが、一部の機器にあっては種類の違う機器を平均した単価としてい

るところ、それぞれの機器で取替工事単価を計算し、当該単価をそれぞれの機器の取替

台数に乗じて算定すべきと考えられることから、再計算して上回る部分について料金原価

（減価償却費、事業報酬）から減額する。 

ＰＲ館に付随する屋外施設については、電気事業に供しない施設であることから、料金

原価（減価償却費、事業報酬）から除くこととする。 
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子会社（（株）トーエネック）が過去に行った不適切な請求を含めて料金原価を算定する

ことは適切ではないため、料金原価算定期間における設備投資額等を再算定して上回る

部分について料金原価（減価償却費、固定資産除却費、事業報酬）から減額する。 

 

＜査定結果＞ 

-減価償却費- 

１． 特別監査において、先行投資及び不使用設備（社宅の空室分・送電線空回線等）等に係る

減価償却費を料金原価から減額する。 

・・・４．１８億円（３年平均） 

２．旧型地中機器の経年取替に係る算定において、過去実績を基に 1 台当たりの取替工事単価

を計算しているが、一部の機器にあっては種類の違う機器を平均した単価としているところ、それ

ぞれの機器で取替工事単価を計算し、当該単価をそれぞれの機器の取替台数に乗じて算定す

べきと考えられることから、再計算して上回る部分について料金原価から減額する。 

・・・０．４２億円（３年平均） 

３．ＰＲ館に付随する屋外施設については、電気事業に供しない施設であることから、料金原価か

ら除く。 

・・・０．０６億円（３年平均） 

４．子会社（（株）トーエネック）が過去に行った不適切な請求を含めて料金原価を算定することは

適切ではないため、料金原価算定期間における設備投資額等を再算定して上回る部分につい

て料金原価から減額する。 

・・・０．０６億円（３年平均） 

５．減価償却費に係る算定誤りを修正したものを料金原価に反映する。 

・・・２．４３億円（３年平均） 

６．スマートメーターに関連する通信システム及び伝送路構築に関する費用について、算定誤りを

修正するとともに、光ケーブルの工事費等において、中部電力が通信ＲＦＰの実施に際して対

外的に表明した単価を上回る申請となっている部分について、料金原価から減額する。また、

スマートメーター通信などへの活用後も、一部活用できていない部分が生じている光ケーブル

の償却費等について、既存の自社設備も含め、料金原価から一定の減額を行う。 

・・・０．８１億円（３年平均） 

 

計      ７．９６億円料金原価から減額する 

-固定資産除却費- 
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１．固定資産除却費（除却損・除却費用）に係る算定において、過去の料金改定における料金原

価と実績費用を比較したところ、一定のかい離が確認されたことから、当該かい離の要因を踏

まえ再算定して上回る部分について料金原価から減額する。 

・・・６．１６億円（３年平均） 

２．子会社（（株）トーエネック）が過去に行った不適切な請求を含めて料金原価を算定することは

適切ではないため、料金原価算定期間における設備投資額等を再算定して上回る部分につい

て料金原価から減額する。 

・・・０．０３億円（３年平均） 

３．固定資産除却費に係る算定誤りを修正したものを料金原価に反映する。 

・・・０．９３億円（３年平均） 

 

計      ７．１３億円料金原価から減額する 

-事業報酬（レートベース）- ※査定額は事業報酬率 2.9%で算定 

１． 特別監査において、先行投資及び不使用設備（社宅の空室分・送電線空回線等）等に係る

特定固定資産等を料金原価から減額する。 

・・・５．３９億円（３年平均） 

２．核燃料資産のうち、ウラン精鉱の購入価格等について、直近実績を踏まえて再算定して上回

る部分を料金原価から減額する。 

・・・０．０４億円（３年平均） 

３．核燃料資産において、今後契約を締結するものについては、「基本的な考え方」に示された考

え方に基づき料金原価から減額する。 

・・・０．１４億円（３年平均） 

（「基本的な考え方（３）」１．７１億円の内数」） 

４．特定投資において、特定投資先から過去に配当の実績があり、当該配当が今後も見込まれ

るものについて料金原価から減額する。 

・・・０．０２億円（３年平均） 

５．支店の新築工事に係る必要性について、料金値上げを行う局面で事業を実施する優先度が

高いとは認められないため、料金原価から減額する。 

・・・０．０５億円（３年平均） 

６．ＣＯ2 クレジット投資額に係る算定において、前提諸元による為替レートと違った為替レートで

算定しているが、この差額分について料金原価から減額する。 

・・・０．０１百万円（３年平均） 

７．旧型地中機器の経年取替に係る算定において、過去実績を基に１台当たりの取替工事単価

を計算しているが、一部の機器にあっては種類の違う機器を平均した単価としているところ、そ
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れぞれの機器で取替工事単価を計算し、当該単価をそれぞれの機器の取替台数に乗じて算

定すべきと考えられることから、再計算して上回る部分について料金原価から減額する。 

・・・０．１８億円（３年平均） 

８．ＰＲ館に付随する屋外施設については、電気事業に供しない施設であることから、料金原価か

ら除く。 

・・・０．０５億円（３年平均） 

９．子会社（（株）トーエネック）が過去に行った不適切な請求を含めて料金原価を算定することは

適切ではないため、料金原価算定期間における設備投資額等を再算定して上回る部分につい

て料金原価から減額する。 

・・・０．０３億円（３年平均） 

１０．事業報酬（レートベース）に係る算定誤りを修正したものを料金原価に反映する。 

・・・０．６４億円（３年平均） 

１１．人件費等が減額されたことに伴い、これらを基に算定している料金原価への変動を反映す

る。 

・・・１．４６億円（３年平均） 

１２．スマートメーターに関連する通信システム及び伝送路構築に関する費用について、算定誤り

を修正するとともに、光ケーブルの工事費等において、中部電力が通信ＲＦＰの実施に際して

対外的に表明した単価を上回る申請となっている部分について、料金原価から減額する。ま

た、スマートメーター通信などへの活用後も、一部活用できていない部分が生じている光ケー

ブルの償却費等について、既存の自社設備も含め、料金原価から一定の減額を行う。 

・・・０．２８億円（３年平均） 

 

計      ８．２９億円料金原価から減額する 

（うち、０．１４億円は、「基本的な考え方（３）、（４）」による減額の内数） 
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５．事業報酬率 

＜事業報酬率：2.9%（申請）、事業報酬：（再掲）1,137 億円 （H26～28 平均）＞ 

 

【事業報酬の概要】 

■ 電気事業法の目的 

電気事業法は、その法目的において、「電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめる

ことによって、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図る」（電気

事業法第１条）ことを目的としている。 

 

■ 総括原価方式による電気料金規制 

公共料金にかかる規制は、国民生活上の必需財について、 

①その財の安定的な供給の維持・確保を図るために、その供給に要する費用の回収を

確実にする一方で、 

②当該供給事業者が過度の利益を得ることを防止することにより使用者の利益を保護

する、 

という両面の観点から行われている。 

電気事業についても、独占の弊害や、過当競争による二重投資の弊害を防止し、需要

家に対して電気を安定的かつ低廉に供給するため、一般電気事業者に独占的な供給を

認めつつ、供給義務と料金規制を課しており、「料金が能率的な経営の下における適正な

原価に適正な利潤を加えたもの」（電気事業法第 19 条第 2 項第 1 号）であることを求めて

いる。 

 

■ 適正な利潤（事業報酬） 

事業を継続的に実施するには、かかる費用を適切に回収するのみならず、資金を円滑

に調達する必要があり、この資金調達に要するコストが「資本コスト」である。「資本コスト」

は、銀行等からの借入金や社債発行による「他人資本コスト」と株式の発行による「自己

資本コスト」で構成される。電気事業においては、発電、送電、変電、配電等の設備の形

成にあたって巨額の資金を要することになるが、電気事業者は、この資金（資本）を調達

するためのコストを何らかの形で電気料金から回収できなければ、資金調達に支障が生

じ、事業を継続することができなくなるリスクがある。 

企業は、①銀行等からの借り入れや社債の発行による調達（他人資本）、②株式の発

行等による調達（自己資本）のいずれかの手段により資金調達を行うが、銀行もしくは社

債等の債権者にとっては負債利子率、株主にとっては自己資本利益率（自己資本コスト）

以上の投資収益率が見込まれれば、企業は継続的かつ円滑に資金調達を実施すること

が可能となるため、電気事業法においては、これらの投資収益率（資本コスト）に相当する
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額を「適正な利潤」（事業報酬）として電気料金による回収を認めている。  

かつては、支払利息、配当金額及び利益準備金を積み上げ、料金原価に算入していた

が、各社ごとの資本構成の差異等によって原価水準に差が出ることや、電気事業者にお

ける資金調達コスト低減のインセンティブが乏しいことを考慮し、昭和 35 年に現在の事業

報酬制度を導入した。 

昭和 33 年の電気料金制度調査会報告書において、「真実かつ有効な資産の価値に対

し公正な報酬が与えられるべき」とされているが、現在の審査要領においても同様の考え

方が採用されている（レートベース対象の投資について、「電気事業の能率的な経営のた

めに必要かつ有効であると認められるか否かについて審査すること」と確認的に規定）。 

  

【事業報酬率の概要】 

一般的に、電気事業に債権者や株主が期待するリターンを適切に算定する観点から、

①他人資本（借入）コストと自己資本コストを電気事業者としてあるべき自己資本比率に

基づき加重平均し、②他人資本コストは電気事業者平均の有利子負債利子率の実績を、

③自己資本コストは株式市場における電気事業のリスク（β）を踏まえた期待収益率を採

用することとしているが、具体的な数字については、認可申請のタイミングで適正性につ

いて検証することとなる。 

※ 一般電気事業供給約款料金算定規則（省令）においては、①は自己資本報酬率と

他人資本報酬率を 3：7 とすること、②は全電力会社の平均有利子負債利子率、③

は全産業（全電力除き）の自己資本利益率を上限、公社債利回りの実績値を下限

として算定した率とされている。 

この報酬率は電気事業者に共通の方法により設定されるため、各電気事業者において

は、これよりも低いコストで資金調達した場合には利益として、内部留保が可能となる効

率化インセンティブが働く効果がある。 

なお、一般的には他人資本報酬率に比べ自己資本報酬率が高いが、株式投資のプレ

ミアム（リスク）を反映した結果であり、また、自己資本報酬率を低く設定することは、株主

の期待リターンを低下させることになり、株式の発行が困難となるリスクがある。この結果、

社債や融資等負債の比率が高まる（財務レバレッジが高まる）と、自己資本比率の低下を

招き、電気事業者の事業リスク及び財務リスクが高まることから、金利が上昇するおそれ

がある。 
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公社債利回り実績値※×（1－β）
＋全産業（全電力除き）の自己資本利益率×β
β ： 企業リスク（株式市場の株価平均が１単位変動する際の個別企業

の株価変動感応度）

※ 国債（10年）、地方債（10年）、政府保証債（10年）

１０電力会社の平均有利子負債利子率＊

＊有利子負債利子率＝支払利息÷有利子負債残高（社債＋長期借入金
＋短期借入金＋ＣＰ）

事業報酬
＝事業を実施するための資本(自己・他人）の調達・維持

に必要な費用

レートベース
＝能率的な経営のために必要かつ有効であると認め

られる事業資産の価値

事業報酬率
＝債権者や株主が期待するリターン（資本コスト）

＝ ×

事業報酬率＝［ 自己資本報酬率×30% ］＋［ 他人資本報酬率×70% ］

他人資本（借り入れ）コストと自己資本コストを電
気事業者としてあるべき自己資本比率（３０％）に
基づき加重平均

①

③ ②

期待リターン

リスク＝β

１

rm

rf

CAPM:Capital Asset Pricing Modelと資本市場線

資本市場線

○株式のリスクは市場ポ
ートフォリオの価値の
変化に対する株式の
感応度（β）によって決
まる。

○株式のリスク（β）に投資

家が求めるリスク・プ
レミアムは比例する。

資本構成と負債コスト

財務レバレッジ（負
債／株主資本）

負
債
コ
ス
ト

○企業の財務レバレ
ッジが高まれば、
債権者は債務不
履行や倒産リスク
を問題にし、より
高い利子率を要
求する。

 
 
■ 事業報酬率の算定（申請） 

料金算定規則及び審査要領を踏まえ、自己資本報酬率及び他人資本報酬率を実績に

基づき算定し、30:70 で加重平均することにより算定している。 

中部電力の申請においては、平成 23 年 9 月 20 日から平成 25 年 9 月 17 日（値上げ検

討表明日）までの 2 年間のβ値（0.96）により算定した事業報酬率（2.9%）となっている。 

○事業報酬率の算定方法

30% 6.47%

70% 1.44%

100% 2.9%

(Ａ)自己資本報酬率 （17～23年度の７カ年平均値） (％)

ｳｴｲﾄ 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 17～23年度

公 社 債 利 回 り 0.04 1.43 1.85 1.69 1.55 1.41 1.18 1.08 －

8.00 7.99 8.44 4.70 4.77 6.95 5.88

自 己 資 本 報 酬 率 100% 7.74 7.74 8.17 4.57 4.64 6.72 5.69 6.47

(Ｂ)他人資本報酬率

24年度

1.44%

他 人 資 本 報 酬 率 （ Ｂ ）

事 業 報 酬 率

自 己 資 本 利 益 率 0.96

資 本 構 成

自 己 資 本 報 酬 率 （ Ａ ）

報 酬 率

平均有利子負債利子率

－

株価指数に対する個々の企業の感応度で、企業の相対的
リスクの大きさを表します。

料金上は、自己資本報酬率算定の際、自己資本利益率の
ウェイト付けに適用いたします。

○自己資本報酬率

・観測期間：7年間（H17～H23）

・β値：0.96（中部電力：H23.9.20～H25.9.17）

○他人資本報酬率

・観測期間：１年間

・各事業者の平均有利子負債利子率

 
 
（１）事業報酬率 

事業報酬率は、審査要領上、電気事業をめぐる経営リスクが、他の一般的な事業会社

の経営リスクと比較してどのような位置にあるかという点（β値）を勘案し決定され、審査

要領にも示されているように、東日本大震災後の状況も勘案し事業報酬率を設定する必

要がある。 

東京電力の料金値上げ審査における査定方針においては、震災以降、電気事業の経

営リスクは格段に高まり、震災前後で経営リスクに断絶があると考えられることから、本来

は例えば 2 年程度の一定の長期間を採るべきと考えられるが、平成 23 年 3 月 11 日から
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申請日前日（平成 24 年 5 月 10 日）までの期間をβ値の採録期間としたところである。 

関西電力、九州電力、東北電力、四国電力及び北海道電力の料金値上げ審査におけ

る査定方針においては、β値の採録期間を申請の際に用いた震災後から値上げ検討表

明日（決算発表日）までとすることや、東京電力による申請の査定方針と同様、震災後か

ら申請日前日までとすることも方策として考えられたが、値上げ検討表明日、申請日のい

ずれも事業者による恣意性を排除できないこと、電気事業の事業リスクを反映させるため

には、2 年程度の一定の長期間を採るべきことから、平成 23 年 3 月 11 日から電気料金

審査専門委員会及び電気料金審査専門小委員会での査定方針案のとりまとめ日までと

することが妥当であるとしたところである。 

β値については、採録期間を１年未満とした場合のβ値は大きく変動しており、また、

震災以降半年程度のβ値は高騰しているが、以降は比較的安定していること、震災の前

後でβ値は大きく異なることから、査定方針案のとりまとめ日までの直近２年間とすること

が妥当である。 

なお、自己資本報酬率については、算定に用いる一般電気事業を除く全産業自己資本

利益率の平成 24 年度値が確定したことから、申請時点における平成 17 年度から平成 23

年度までの平均値に代えて、平成 18 年度から平成 24 年度までの平均値を採用すること

が妥当である。 

電気料金専門小委員会での査定方針案のとりまとめ日（平成 26 年 3 月 14 日）までの

直近 2 年間を採録期間とするβ値は 1.06 であり、これにより計算される事業報酬率 3.0%

に照らして、申請における事業報酬率 2.9%は妥当である。 
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■ 事業報酬率の算定（β値） 

 中部電力の申請は、平成 23 年 9 月 20 日から平成 25 年 9 月 17 日（値上げ検討表明日）までの

２年間のβ値（0.96）を採用。 

 関西電力、九州電力、東北電力、四国電力及び北海道電力の査定時は、震災後から査定方針

案の取りまとめ日までのβ値（関西・九州：0.91、東北・四国・北海道：0.94）を採用。 

 東京電力の査定時は、震災後から申請日前日までのβ値（0.82）を採用。 
 

（資源エネルギー庁作成 出典：Yahoo!Japanファイナンス）

●このβ値は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）や日経平均株価などの株価指数の値動きに対して各社の株価がどれくらいの相関で動いているか
を示す指数のこと。（市場全体の株式が１％上昇する場合の当該株式の平均上昇率（感応度））

β値 相関係数 β値 相関係数 β値 相関係数 β値 相関係数 β値 相関係数 β値 相関係数

北海道 0.66 0.43 0.85 0.40 0.87 0.40 0.87 0.40 0.95 0.40 1.07 0.45

東北 1.42 0.56 1.32 0.48 1.26 0.47 1.25 0.48 1.06 0.41 1.10 0.45

東京 1.44 0.27 1.31 0.27 1.34 0.29 1.33 0.29 1.09 0.27 1.16 0.35

中部 0.61 0.35 0.73 0.36 0.75 0.40 0.74 0.40 0.80 0.43 0.87 0.48

北陸 0.65 0.42 0.76 0.37 0.80 0.41 0.80 0.42 0.87 0.42 0.94 0.48

関西 0.71 0.39 0.83 0.35 0.86 0.36 0.86 0.36 0.94 0.37 1.06 0.42

中国 0.62 0.41 0.78 0.41 0.82 0.45 0.82 0.45 0.91 0.48 0.99 0.53

四国 0.55 0.37 0.79 0.36 0.90 0.41 0.91 0.41 1.05 0.44 1.25 0.51

九州 0.74 0.44 0.86 0.38 0.88 0.38 0.88 0.38 0.93 0.38 1.06 0.43

９社平均
（沖縄除く） 0.82 0.41 0.91 0.37 0.94 0.40 0.94 0.40 0.96 0.40 1.06 0.45

電力会社名

東京電力 関西電力・九州電力 東北電力・四国電力 北海道電力

2011.3.11～2012.5.10平均
（サンプル数　285日）

2011.3.11～2013.3.6平均
（サンプル数　488日）

2011.3.11～2013.7.24平均
（サンプル数　583日）

2011.3.11～2013.7.26平均
（サンプル数　585日）

震災後から申請日前日 震災後から審査専門委員会取りまとめ日 震災後から審査専門小委員会取りまとめ日 震災後から審査専門小委員会取りまとめ日 値上げ検討表明日までの２年間

2011.9.20～2013.9.17平均
（サンプル数　491日）

2012.3.14～2014.3.14平均
（サンプル数　491日）

中部電力 審査専門小委員会取りまとめ日
までの２年間

（中部電力）
（査定） （査定） （査定） （査定） （申請）

 
 

■ 事業報酬率の算定（査定方針案とりまとめ日までの直近 2 年間のβ値を採用した場合） 

○事業報酬率の算定方法

30% 6.53%

70% 1.44%

100% 3.0%

(Ａ)自己資本報酬率 （18～24年度の７カ年平均値） (％)

ｳｴｲﾄ 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 18～24年度

公 社 債 利 回 り 0.00 1.85 1.69 1.55 1.41 1.18 1.08 0.81 －

7.99 8.44 4.70 4.77 6.95 5.88 6.95

自 己 資 本 報 酬 率 100% 7.99 8.44 4.70 4.77 6.95 5.88 6.95 6.53

(Ｂ)他人資本報酬率

24年度

1.44%

他 人 資 本 報 酬 率 （ Ｂ ）

事 業 報 酬 率

自 己 資 本 利 益 率 1.00

資 本 構 成

自 己 資 本 報 酬 率 （ Ａ ）

報 酬 率

平均有利子負債利子率

－

○自己資本報酬率

・観測期間：7年間（H18～H24）

・β値：1.06（H24.3.14～H26.3.14 ）
○他人資本報酬率

・観測期間：１年間

・各事業者の平均有利子負債利子率

 
 

＜査定結果＞ 

１．事業報酬率は、申請における事業報酬率 2.9%とする。 
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６．修繕費 

＜申請額 ：2,172億円（H26～28平均）＞  

【修繕費の概要】  

修繕費は、固定資産の通常の機能を維持するため、部品の取替え、損傷部分の補修、

点検等に要する費用である。 

 

今 回 直近５ヶ年

修繕費率 １.６４% １.６５%

※直近５ヶ年はH２０～２４年度実績平均

今回申請
(H26-28)

前回
(H20)

差　引 備　　　　考

86 124 ▲38 実施時期の見直し、調達単価削減による減

615 714 ▲99 設備の効率的運用、調達単価削減による減

185 202 ▲17  

1 - 1 設備区分の新設

96 100 ▲ 4  

130 128 2 設備の高経年化に伴う変圧器修理の増など

1,013 889 124

普通修繕費 271 292 ▲21  

取替修繕費 741 597 144
高圧絶縁電線劣化更新、スマートメーター導入、
太陽光発電連系に伴う電圧変動対策など

46 55 ▲ 9  

2,172 2,212 ▲40

    配　　　電

    業     務

    合     計

    送      電

    変      電

　

    新  エ  ネ

　　水　　　力

　　火　　　力

　　原　子 力

（単位：億円）

 

 

（１） 修繕費率の妥当性の確認 

    メルクマールとした修繕費率（帳簿原価に占める修繕費の割合）は、直近 5 年間（平

成 20～24 年度実績）で 1.65％であり、修繕費申請額の修繕費率は 1.64％であることから、

メルクマールの範囲内になっていることを確認した。 

 

（２） 配電設備の取替修繕費 

     配電設備の取替修繕費については、前回改定時及び直近の実績と比べて大幅に増

加しているが、これは経年劣化に伴う配電設備の更新計画が原価算定期間開始後に大

きく増加していることが主な要因となっている。 

    更新計画は、寿命予測、公衆災害・供給支障等のリスク及び必要な原因究明・対策品

の開発・検討手法の検証などを踏まえたものとなっているが、原価算定期間より前に着

手することが可能であったにもかかわらず、着手しなかったために増加した費用につい

ては、料金原価から減額する。 

  

（３） 特別監査に基づく査定等 

レートベースに関連する修繕費は、電気事業の運営にとって真に必要不可欠なもの

であるかについて、先行投資、不使用設備、予備品／予備設備等を中心に行った特別

監査（立入検査）の結果を確認し、以下の項目については、レートベース、減価償却費

との整合性を踏まえ、修繕費も料金原価から減額する。 
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    ・送電線異電圧 

    ・送電線空回線及び空管路 

    ・発電設備・変電設備等に係る長期間不使用の建物、機械装置 

    ・社宅の空室分 

    ・予備品及び予備設備 

    ・その他（無償貸与設備、スポーツ施設、ＰＲ施設等） 

 

（４） 災害復旧に係る修繕費については、直近 10 年間（平成 15～24 年度）から年間の災害

復旧に係る修繕費が最大の年及び最小の年を除いた 8 年間の実績平均値より申請値

が下回っていることを確認した。 

 

■災害復旧修繕費の発生推移及び最大値、最小値を除いた平均値 

（単位：億円）

　 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
 直近10年間（15～24年度）から
 最大の年及び最小の年を除いた
 8年間の実績平均値

中 部 電 力 3 11 3 3 3 2 28 7 12 5 6  

今回申請額 備　　考

中 部 電 力 6
 直近10年間（15～24年度）から
 最大の年及び最小の年を除いた
 8年間の実績平均値  

 
 

（５） 子会社（（株）トーエネック）が過去に行った不適切な請求を含めて料金原価を算定する

ことは適切ではないため、料金原価算定期間における修繕費を再算定して上回る部分

について料金原価から減額する。 
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＜査定結果＞ 

１．配電設備の取替修繕費 

     配電設備の取替修繕費については、前回改定時及び直近の実績と比べて大幅に増加し

ているが、これは経年劣化に伴う配電設備の更新計画が原価算定期間開始後に大きく増加

していることが主な要因となっている。 

    更新計画は、寿命予測、公衆災害・供給支障等のリスク及び必要な原因究明・対策品の開

発・検討手法の検証などを踏まえたものとなっているが、原価算定期間より前に着手すること

が可能であったにもかかわらず、着手しなかったために増加した費用については、料金原価

から減額する。 

 ・・・１１．５４億円（３年平均） 

 

２．特別監査に基づく査定等 

レートベースに関連する修繕費は、電気事業の運営にとって真に必要不可欠なものであ

るかについて、先行投資、不使用設備、予備品／予備設備等を中心に行った特別監査（立

入検査）の結果を確認し、以下の項目については、レートベース、減価償却費との整合性を

踏まえ、修繕費も料金原価から減額する。 

    ・送電線異電圧 

    ・送電線空回線及び空管路 

    ・発電設備・変電設備等に係る長期間不使用の建物、機械装置 

    ・社宅の空室分 

    ・予備品及び予備設備 

    ・その他（無償貸与設備、スポーツ施設、ＰＲ施設等） 

・・・１４．３９億円（３年平均） 

 

３． 子会社（（株）トーエネック）が過去に行った不適切な請求を含めて料金原価を算定することは

適切ではないため、料金原価算定期間における修繕費を再算定して上回る部分について料

金原価から減額する。 

・・・ ０．３７億円（３年平均） 

４．スマートメーターに関連する通信システム及び伝送路構築に関する費用について、算定誤り

を修正する。また、スマートメーター通信などへの活用後も、一部活用できていない部分が生

じている光ケーブルの償却費等について、既存の自社設備も含め、料金原価から一定の減

額を行う。 

                                          ・・・ ０．１８億円（３年平均） 

計      ２６．４８億円料金原価から減額する 
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７．公租公課 

＜申請額 ：1，496 億円（H26～28 平均）＞ 

 

【公租公課の概要】 

公租公課は、各税法等（河川法、法人税法、地方税法、電源開発促進税法等）に基づ

き、投資額、販売電力量、原子力発電所稼働状況等の各計画諸元をもとに算定する。 

 

中部電力
備考前回改定

（２０年原価）
今回申請

（２６-２８平均）
今回－前回

1 水利使用料 30 31 2 河川法に基づき、水力発電所毎の出力に
単価を乗じて算定。

2 固定資産税 488 465 ▲23 地方税法に基づき、土地、家屋、償却資産
を課税客体として課税

3 雑税 38 31 ▲8 核燃料税、都市計画税、県市町村民税、
印紙税等

4 電源開発促進税 515 483 ▲32 電源開発促進税法に基づき、課税対象電
力量に0.375円/kWhを乗じて算定

5 事業税 274 315 41 地方税法に基づき、収入金額に税率を乗
じて算定（収入金課税方式）

6 法人税等 260 172 ▲88 法人税法及び地方税法に基づき、配当原
資相当分に対し課税

合 計 1,604 1,496 ▲108

（単位：億円）

 

 

（１）固定資産税 

子会社（（株）トーエネック）が過去に行った不適切な請求を含めて料金原価を算定するこ

とは適切ではないため、料金原価算定期間における固定資産税を再算定して上回る部分に

ついて料金原価から減額する。 

（２）印紙税 

「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され（平成 25 年 4

月）、平成 26 年 4 月 1 日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の

非課税範囲が拡大（3 万円未満→5 万円未満）されており、当該減税分を反映する。 

（３）法人税 

「平成２６年度税制改正の大綱（閣議決定）」において、復興特別法人税の１年前倒し廃

止が決定されたため、当該減税分を反映する。 

（４）その他 

算定規則及び各税法に基づき算定されていることを確認した。 

特別監査の反映等により前提諸元の査定に伴う税額の減を適切に反映する。 
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＜査定結果＞ 

1. 子会社（（株）トーエネック）が過去に行った不適切な請求を含めて料金原価を算定することは

適切ではないため、料金原価算定期間における固定資産税を再算定して上回る部分について

料金原価から減額する。 

・・・０．０１億円（３年平均） 

2.  「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され（平成 25 年 4 月）、

平成 26 年 4 月 1 日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範

囲が拡大（3 万円未満→5 万円未満）されており、当該減税分を減額する。 

・・・３．３６億円（３年平均） 

3.  特別監査の反映等による前提諸元の査定に伴う税額の減を反映する。 

・・・３．０５億円（３年平均） 

4.  事業の実施時期、積算方法等について、合理的な説明が出来ない部分について料金原価か

ら減額する。 

・・・０．０１億円（３年平均） 

5.  料金算定上の誤りについては、正しい算定額に反映する。 

・・・０．４２百万円（３年平均） 

6.  人件費等が減額されたことに伴い、これらを基に算定している料金原価への変動を反映する。 

・・・０．１９百万円（３年平均） 

7.  「平成２６年度税制改正の大綱（閣議決定）」において、復興特別法人税の１年前倒し廃止が

決定されたため、当該減税分を反映する。 

・・・６．８８億円（３年平均） 

8.  「平成２６年度税制改正の大綱（閣議決定）」において、法人事業税及び地方法人特別税の

税率変更が決定されたため、当該変更を反映する。 

・・・▲３．５４億円（３年平均） 

9.  電気事業者に課される事業税は、売上に対して課される収入金課税方式のため、総原価の

減少に伴い事業税も減額する。 

・・・３．２５億円（３年平均） 

 

 

計      １３．０３億円料金原価から減額する 
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８．原子力バックエンド費用＜申請額 ：173 億円（H26～28 平均）＞ 

 

【原子力バックエンド費用の概要】 

（注）MOX（Mixed Oxide Fuel）燃料：プルトニウムとウランの混合燃料

天然ウラン鉱石 イエローケーキ

ウラン鉱山

製錬工場 六フッ化ウラン

（UF6）

高レベル放射性廃棄物

貯蔵管理施設

高レベル放射性廃棄物
再処理工場

再利用
（回収ウラン・プルトニウム）

ウラン濃縮工場MOX燃料加工工場

ウラン燃料工場

再転換工場使用済燃料

中間貯蔵施設

低レベル放射性廃棄物埋設施設

高レベル放射性廃棄物

処分施設

原子力発電所
（軽水炉）

転換工場

回収ウラン

二酸化ウラン
（UO2）ウラン燃料

使用済燃料

使用済燃料

MOX燃料

低レベル放射性廃棄物

二酸化ウラン
（劣化ウラン）

原
子
力
バ
ッ
ク
エ
�
ド
費
用
の
対
象
範
囲
の
イ
�
ー
ジ

（中
間
貯
蔵
施
設
は
除
く
）

（出典）電気事業連合会ＨＰ

①

②

③

①：使用済燃料再処理等費
②：特定放射性廃棄物処分費
③：原子力発電施設解体費

 

 

（１）使用済燃料再処理等発電費・使用済燃料再処理等既発電費 

使用済燃料再処理等発電費・既発電費は、「原子力発電における使用済燃料の再処

理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」（以下「法」という。）に基づき、原

子力発電所から発生する使用済燃料の再処理等の費用に充てるため積み立てが義務づ

けられている費用のほか、使用済燃料の輸送費等の当期費用を計上している。 

 

【参考：積立金の算定等】 

使用済燃料再処理等積立金は、法に基づき、電気事業者が使用済燃料の発生等に応

じて積み立てるものであり、再処理等に要する費用として、再処理事業者である日本原燃

に支払うこととなっている。なお、積立金の額は、事業者からの届け出を基礎とし、経済産

業省で算定している。将来発電分に係る積立金の額は、再処理等の実施主体である日本

原燃の事業実施計画等を踏まえ、積立単価に、当該年度積立対象となる使用済燃料の

発生数量（六ヶ所再処理分）を乗じ、これに利息相当分を加えて、毎年度の金額を算出し

ている。過去発電分に係る積立金の額は、平成 17 年度から 15 年間で積立てることとされ

ている。 
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（注）制度措置分とは、使用済燃料に係る再処理等の計画があるものをいう。

（単位：百万円）

今回申請
（Ｈ26～Ｈ28）

前回
（H20）

差引 備　考

 積立金（将来分） 3,506 12,533 ▲ 9,027 原子力発電所の利用率が低下したことなどから、前回改定に比べ減少

 積立金（過去分） 8,248 8,248 0 

 計 11,754 20,782 ▲ 9,026 

制度外分
（海外・JAEA分）

 引当金 0 89 ▲ 89 前回：海外における再処理費

 発電所の陸上輸送 196 371 ▲ 174 輸送数量の減少に伴う減

 六ヶ所再処理工場への輸送 414 629 ▲ 215 輸送数量の変動に伴う分担率の減少等による減

 海外再処理工場への輸送 75 67 9 輸送容器の廃止措置に向けた施設改修費用の増

 保険料・補償料 3 2 1 

 計 689 1,068 ▲ 379 

12,443 21,939 ▲ 9,496 

制度措置分
（日本原燃分）

その他
（輸送費）

合　計

 

①算定方法の確認 

法及び前提計画に基づいて算定されていることを確認した。ただし、制度措置分（日

本原燃分）のうち、再処理により発生する放射性廃棄物の処分費用の算定に用いてい

る処分単価については、申請時点において平成 25 年度の処分単価により算定してい

るが、平成 26 年度の処分単価に改定されたことに伴い、当該処分単価を反映した料金

原価とする。また、その他（輸送費）については、既契約等に基づいて算定されているこ

とを確認した。   

 

②広告宣伝費、寄付金、団体費等 

制度措置分（日本原燃分）については、法令に基づき経済産業大臣がその費用の内

訳に係る資料の提出を受けているもの（法に基づくもの）であり、日本原燃から中部電

力に対し、料金に含まれている広告宣伝費等の額などを示した書類での回答があり、

その書類を確認したところ、広告宣伝費が原価に算入されているが、「基本的な考え

方」に示された考え方に基づき料金原価から除くこととする。 

 

③六ヶ所再処理工場輸送費等 

その他（輸送費）のうち、六ヶ所再処理工場への使用済燃料の輸送費等については、

日本原燃の「再処理施設の使用計画」 （以下「使用計画」という。）に基づき算定されて

いるが、使用計画が変更されたことに伴い、変更後の使用計画に基づき再算定して上

回る部分について料金原価から減額する。 

 

④効率化努力の確認 

その他（輸送費）のうち、今後契約を締結するものについては、効率化努力（コスト削

減を求めることが困難な費用を除く）を織り込んでおり、「基本的な考え方」に示された

考え方に照らして妥当である。 
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（２）特定放射性廃棄物処分費 

特定放射性廃棄物処分費は、 「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」（以下

「法」という。）に基づき、原子力発電所から発生する使用済燃料の再処理等を行った後に

生ずる特定放射性廃棄物の最終処分に必要な費用を拠出することが義務づけられてい

る費用である。 

 

【参考：拠出金の算定方法】 

拠出金の額は、法に基づき、高レベル放射性廃棄物の単位数量当たりの最終処分業

務に必要な金額（拠出金単価）に、使用済燃料の再処理を行った後に生ずる廃棄物の量

及び過去分の量（1/15）を乗じて得た金額とされている。 

（単位：百万円）

今回申請
（H26～H28）

前回
（H20)

差引 備　考

　拠出金（将来分） 376 3,445 ▲3,069 原子力利用率低下による減

　（発電電力量：暦年GWh） 2,971 25,688 ▲22,717 

　（拠出金対象本数：本） 10.7 89.3 ▲78.6 

　（拠出金単価：千円/本） 34,999 38,574 ▲3,575 

　拠出金（過去分） 0 2,773 ▲2,773 平成２５年度拠出終了

　（拠出金対象本数：本） 0.0 71.9 ▲71.9 

　（拠出金単価：千円/本） 34,999 38,574 ▲3,575 

合　　　　計 376 6,218 ▲5,842  

 

①算定方法の確認 

法及び前提計画に基づいて算定されていることを確認した。ただし、算定に用いてい

る拠出金単価については、申請時点において平成 25 年度の拠出金単価により算定し

ているが、平成 26年度の拠出金単価に改定されたことに伴い、当該拠出金単価を反映

した料金原価とする。  

 

（３）原子力発電施設解体費 

原子力発電施設解体費は、電気事業法第 35 条（償却等）の規定を実施するための「原

子力発電施設解体引当金に関する省令」に基づき、原子力発電施設の解体及び解体廃

棄物の処理処分に必要な費用を引当することが義務づけられている費用である。 

 

【参考：引当金の算定方法】（平成 25 年 9 月省令改正後） 

①引当方法：定額法（稼働状況に左右されない着実な引当、各期の引当額平準化） 

②引当期間：運転期間 40 年に安全貯蔵期間 10 年を加えた期間を原則的な引当期間 

（解体本格化までに引当） 
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（単位：百万円）

今回申請
（H26～H28）

前回
（H20）

差引 備考

１号機 0 0 0 平成２１年１月運転終了

２号機 0 123 ▲123 前回：総見積額の増分反映�平成２１年１月運転終了

３号機 1,294 1,884 ▲590 算定方法変更による差（生産高比例法から定額法へ）�平成２８年１月運転開始

４号機 1,308 1,584 ▲276 算定方法変更による差（生産高比例法から定額法へ）�平成２９年１月運転開始

５号機 1,873 1,638 235 算定方法変更による差（生産高比例法から定額法へ）�原価算定期間内運転停止

4,475 5,230 ▲755 合　計

浜
岡

 

 

①算定方法の確認 

「廃炉に係る会計制度検証ワーキンググループ」における検討を踏まえ、平成 25 年 9

月に改正された「原子力発電施設解体引当金に関する省令」及び前提計画に基づいて

算定されていることを確認した。 

 

＜査定結果＞ 

-使用済燃料再処理等費- 

１．使用済燃料再処理等発電費のうち、再処理により発生する放射性廃棄物の処分費用の算定

に用いている処分単価について、平成 26 年度の処分単価に改定されたことに伴い、申請にお

ける平成 25 年度の処分単価を用いて算定している料金原価へ当該処分単価を反映する。 

・・・▲０．１４億円（３年平均） 

２．使用済燃料再処理等発電費のうち、法令に基づき経済産業大臣がその費用の内訳に係る資

料の提出を受けているもの（原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の

積立て及び管理に関する法律に基づくもの）については、広告宣伝費が料金原価に算入され

ているが、「基本的な考え方」に示された考え方に基づき料金原価から除く。 

・・・０．０２百万円（３年平均） 

３．その他（輸送費）のうち、六ヶ所再処理工場への輸送費等について、変更後の日本原燃の「再

処理施設の使用計画」に基づき再算定して上回る部分を料金原価から減額する。 

・・・０．９４億円（３年平均） 

-特定放射性廃棄物処分費- 

１．算定に用いている拠出金単価について、平成 26 年度の拠出金単価に改定されたことに伴

い、申請における平成 25 年度の拠出金単価を用いて算定している料金原価へ当該拠出金単

価を反映する。 

・・・▲０．７１億円（３年平均） 

 

計      ０．０９億円料金原価から減額する 
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９．その他経費・控除収益＜申請額 ：1,622 億円（H26～28 平均）＞ 

 

【その他経費・控除収益の概要】 

その他経費は、設備の運転又は点検、警備、業務のシステム化を他に委託する費用で

ある委託費や事務所建物等の賃料（借地借家料）、鉄塔等の設置に要する土地等の使

用料（道路占用料、線下補償料等）等に係る費用である賃借料など 21 項目に分類され

る。 

控除収益は、自社電源線等の設備を他社が使用することによって発生する収益である

託送収益（接続供給託送収益を除く。）や支払期日を超えて支払われる電気料金に係る

延滞利息等の収益である電気事業雑収益など 5 項目に分類される。 

 
（億円）

今回申請

（H26-28）

前回

（H20）
差引

今回申請

（H26-28）

前回

（H20）
差引

廃 棄 物 処 理 費 161 121 39 遅 収 加 算 料 金 - 23 ▲23 

消 耗 品 費 89 68 21 控 託 送 収 益 （ 接 続 除 き ） 23 11 12 

補 償 費 20 91 ▲71 除 事 業 者 間 精 算 収 益 1 1 1 

賃 借 料 202 262 ▲59 収 電 気 事 業 雑 収 益 210 190 20 

託 送 料 65 76 ▲11 益 預 金 利 息 0 0 ▲0 

事 業 者 間 精 算 費 8 15 ▲7 小 計 235 226 9 

委 託 費 887 860 27 

そ 損 害 保 険 料 15 12 3 1,622 1,916 ▲294 

原 子 力 損 害 賠 償 支 援 機 構一 般負 担金 124 - 124 

の 普 及 開 発 関 係 費 19 80 ▲61 【主な増減要因】

養 成 費 21 16 5 　◇原子力損害賠償支援機構一般負担金（+124）

他 研 究 費 88 128 ▲40 　◇廃棄物処理費（+39）

諸 費 141 402 ▲262   灰処理費用の増：+43　等

経 電 気 料 貸 倒 損 11 6 5 　◇委託費（+27）

共 有 設 備 費 等 分 担 額 20 8 13 　スマートメーター対応：+44

費 共 有 設 備 費 等 分 担 額 (貸 方 ) ▲0 ▲0 ▲0 　ソフトウェア開発委託の増：+30

建 設 分 担 関 連 費 振 替 額 ( 貸 方 ) ▲6 ▲5 ▲1 　ＬＮＧ基地管理業務委託費の減：▲97　等

附帯事業営業費用分担関連費〃 (貸方 ) ▲11 ▲4 ▲7 　◇諸費（▲262）

電 力 費 振 替 勘 定 ( 貸 方 ) ▲2 - ▲2 　受益者負担金の減：▲123　

社 債 発 行 費 5 5 0 　ＣＯ２排出権償却の減：▲56　等

小 計 1,857 2,141 ▲285 　◇補償費（▲71）

※その他経費は原子力バックエンド費用・固定資産除却費、 　テレビ電波障害対策費の減：▲57　等

　控除収益は地帯間・他社販売電力料を除く。 　◇普及開発関係費（▲61）

　オール電化等販売拡大活動費用の減：▲38　等

合計（その他経費＋控 除収 益）

 
 

【その他経費 （具体的な内訳の例）】 

◆ 廃棄物処理費 ： 火力や原子力発電等によって発生する廃棄物の処理にかかる費用。

火力の灰処理費、排水処理費、排煙処理費、雑廃棄物処理費、原子

力の放射性廃棄物処理費、雑廃棄物処理費等。 

◆ 消耗品費 ： 潤滑油脂費、被服費、図書費、光熱費・水道料、発電用消耗品費、自動車

等燃料費等。 

◆ 補償費 ： 契約、協定、覚書等による補償義務に基づいて定期的または臨時的に支払

う費用等。汚染負荷量賦課金、伐採補償費、損害賠償費用等。 

◆ 賃借料 ： 事務所建物等の賃料である借地借家料、鉄塔等の設置に要する土地等の

使用料（道路占用料、線下補償料等）、その他車輌、タンク、事務機器等の

リース料（機械賃借料、雑賃借料）等。 
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◆ 託送料・事業者間精算費 ： 自社及び自社の供給区域内の新電力が、他社の送電設

備等を利用することによって発生する費用。 

◆ 委託費 ： 設備の運転又は点検・維持、警備、業務のシステム化、コールセンター等の

運営、電気料金収納にかかる各種手数料等を他に委託する費用。 

◆ 損害保険料 ： 原子力損害の賠償に関する法律の規定による保険料、原子力損害賠

償補償契約に関する法律の規定による補償料、電力設備の火災保険、

運送保険等の損害保険契約に基づいて支払う保険料。 

◆ 原子力損害賠償支援機構一般負担金 ： 原子力損害賠償支援機構法の規定により原

子力事業者が共同で納付する負担金。 

◆ 普及開発関係費 ： 広報活動、新規需要開発、電気使用合理化等に要する費用。テレ

ビ・ラジオ放送費、PR 館や展示館等の運営費、発電所見学会開

催費、お客様周知用チラシ（料金改定等）やパンフレット印刷費

等。  

◆ 養成費 ： 電気技術の能力向上を目的とする研修費や社員の基礎的能力の向上を目

的とする研修費等。 

◆ 研究費 ： 自社研究の費用、委託研究の費用、共同研究のための分担金、その他研究

のために要する費用。 

◆ 諸費 ： 通信運搬費、旅費、寄付金（反対給付を期待しないで任意に支出した金額）、

団体費（諸会費及び事業団体費等）、雑費（会議費、諸手数料、公共施設等分

担金、受益者負担金等）、雑損（貯蔵品の棚卸損や評価損等）。 

◆ 電気料貸倒損 ： 電灯電力収入で回収できない費用。 

◆ 共有設備費等分担額・同（貸方） ： ダムや燃料設備、共同溝等の共有設備の維持、運

転等の管理を分担する費用。 

◆ 建設分担関連費振替額（貸方） ： 電気事業及び附帯事業の建設に間接に関連した費

用（人件費、旅費等）の建設仮勘定への振替額。 

◆ 附帯事業営業費用分担関連費振替額（貸方） ： 附帯事業の営業に間接に関連した費

用（人件費、修繕費、減価償却費等）

の振替額。 

◆ 電力費振替勘定（貸方） ： 建設工事や附帯事業に使用する電力料金を一括控除し、

建設仮勘定や附帯事業営業費用へ振り替えるもの。 

◆ 株式交付費 ： 新株発行の際に発生する登録免許税、金融機関及び証券会社の取扱

手数料等。 

◆ 社債発行費 ： 金融機関及び証券会社の取扱手数料等。 

 

【控除収益（具体的な内訳の例）】 

◆ 遅収加算料金 ： 電気料金を早収期間内経過後に支払われた場合に発生する収益。    
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◆ 託送収益・事業者間精算収益 ： 他社及び他の一般電気事業者の供給区域内の新電

力が、自社の送電線等の設備を使用することによっ

て発生する収益。 

◆ 電気事業雑収益 ： 自家用発電機設置者から系統全体の周波数安定・維持に係る費

用を徴収して得た収益であるアンシラリーサービス料金、需要家

からの要請による引込線等の移設工事をして得た収益である諸工

料、電柱に他社の通信線等を共架して得た収益である共架料、臨

時需要に応じるために供給設備の工事をして得た収益である臨時

工事費等がある。 

◆ 預金利息 ： 預金残高に対して発生する利息による収益。 

 

（１）賃借料、託送料、養成費、研究費 

上記調達費用に関し、今後契約を締結するものについては、「基本的な考え方」に示さ

れた考え方に基づき料金原価から減額する。 

 

（２）廃棄物処理費 

石炭灰処理費用は、自社灰捨地の延命化対策後の処理計画に基づき適正に算定され

ていることを確認した。 

 

（３）消耗品費 

情報処理帳票代については、電気料金の値上げを行う状況下における費用の優先度

を考慮し、料金原価から除くこととする。 

図書費については、過大となっているものは料金原価から減額する。 

制服費用については、経費対象人員の人数に置き換え、再算定して上回る分について

料金原価から減額する。 

 

（４）補償費 

契約等を確認し実績を上回る部分について、合理的な説明が出来ない部分について

は、原価から減額する。 

法令、締結済の契約、覚書等に基づき適正に算定されていることを確認した。  

 

（５）賃借料 

道路占用料、水面使用料、線路使用料、電柱敷地料、線下補償料は法令及び契約等

に基づく義務的借料であるため、過去の支払実績、協定書等により適正に算定されてい

ることを確認した。 

借地借家料のうち、他の物件を手当することが困難である発電所や変電所に付随した
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社宅・寮を除き、周辺物件の平均的賃料水準や地価水準を上回る社宅・寮の賃借料につ

いての上回る部分は、電気事業の運営上必要不可欠とは言えない費用であることから料

金原価から減額する。 

線路使用料に含まれている法人税等については、平成 26 年度税制改正の大綱（閣議

決定）において、復興特別法人税の１年前倒し廃止が決定されたため、税制改正により想

定される法人税率等を再算定して上回る部分について料金原価から減額する。 

 

（６）託送料 

託送料のうち、法令に基づき経済産業大臣がその費用の内訳に係る資料の提出を受

けているもの（電気事業法第 24 条の 4（卸電気事業者の振替供給）に基づく届出を受けて

いるもの）で、今後契約を締結するものについては、平成 26 年度税制改正の大綱（閣議

決定）において、復興特別法人税の１年前倒し廃止が決定されたため、税制改正により想

定される法人税率等を再算定して上回る部分について料金原価から減額する。また、自

社の料金原価に算入している一株当たりの配当金額での交渉を行うことを前提に、当該

配当金額から算定される法人税等を再算定して上回る部分について料金原価から減額

する。 

委託費に係る算定の一部において、個別件名を確認したところ、料金原価算定期間に

発生する見込みのないものについて料金原価から減額する。 

需要家所有の配電線等使用料に係る算定において、最新の契約実績を踏まえて再算

定して上回る部分について料金原価から減額する。 

 

（７）事業者間精算費 

「一般電気事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令」及び前提計画

等に基づいて算定されていることを確認した。 

 

（８）委託費 

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）関連業務委託については、委託事業者選定後の単価に置

き換え、再算定して上回る分について料金原価から減額する。 

原子力警備・防災業務等委託については、実績に基づいた単価に置き換え、再算定し

て上回る分について料金原価から減額する。 

電話受付業務委託のうち業務範囲拡大分については、電気料金の値上げを行う状況

下における費用の優先度を考慮し、料金原価から除くこととする。 

共架業務委託の新規実施については、電気料金の値上げを行う状況下における費用

の優先度を考慮し、料金原価から除くこととする。 

営業所等警備業務委託のうち相談役宅の警備については、人件費における顧問等の

給与は原価算入を認めないとの考え方を踏まえ、料金原価から除くこととする。 
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地域密着型携帯情報サービス料に係る費用については、電気事業とは認められない

費用であることから料金原価から除くこととする。 

 

（９）損害保険料 

①原子力関係 

「原子力損害の賠償に関する法律」及び「原子力損害賠償補償契約に関する法律」

に基づき適正に算定されていることを確認した。 

 

②原子力以外 

既存契約等に基づき適正に算定されていることを確認した。 

 

（10）原子力損害賠償支援機構一般負担金 

「原子力損害賠償支援機構法」及び関係法令に基づいて、今後負担することになると想

定される金額が適正に織り込まれていることを確認した。 

 

（11）普及開発関係費 

審査要領において、原価への算入を認めないこととされている販売促進を目的とした広

告宣伝費、オール電化関連費用、ＰＲ館の販売促進関連費用については、原価算入され

ていないことを確認した。 

他方で、節電や省エネ推進を目的としたものであっても、ＰＲ・コンサルティング活動に

係る費用については、販売促進的側面が強いと考えられることから、料金原価から除くこ

ととする。 

電気料金メニューの周知、需要家にとって電気の安全に関わる周知、電気予報等需給

逼迫時の需要抑制要請といった公益的な目的から行う情報提供のみ原価算入を認める

が、ホームページやパンフレット・チラシ等を利用したものなど、厳に必要なもののみ原価

算入を認める。 

特定の需要家に限定した専用サイトを利用した情報提供や他の取り組みと重複してい

ると考えられる費用については、電気料金の値上げを行う状況下における費用の優先度

が低いと考えられることから、料金原価から除くこととする。 

普及開発関係費のうち、団体費的な性格を持つ費用（各種団体の活動費用等）につい

ては料金原価から除くこととする。 

ＰＲ館に付随する屋外施設管理費については、電気事業に供しない施設に係る費用で

あることから、料金原価から除くこととする。 

原子力広報についても、イメージ広告に近い情報発信に係る費用については料金原価

から除くこととする。 

発電施設等の施設見学会に係る費用については、電気料金の値上げを行う状況下に
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おける費用の優先度の観点から、電源立地地域を主たる対象とするもの以外は、原価算

入を認めない。 

地域密着型携帯情報サービス料に係る費用については、電気事業とは認められない

費用であることから、料金原価から除くこととする。 

 

（12）養成費 

研修先の設定する単価が、単価表において予め決まっていることを確認した。 

販売促進に係る研修費用等については、電気料金の値上げを行う状況下における費

用の優先度を考慮し、料金原価から除くこととする。 

 

（13）研究費 

一般財団法人 電力中央研究所（以下、「電中研」という。）などの分担金及び自社研究

費のうち、電気料金の値上げを行う状況下における費用の優先度が低い研究については、

料金原価から除くこととする。 

 

※なお、研究成果については、広く社会に普及するよう、既に公表されている内容をよ

り充実させる。 

 

電中研の分担金については、本来、電力会社本体で行うことも考えられる業務を集中

的に行うため各社が費用を分担するものであり、分担金に含まれる人件費については、

中部電力のコスト削減努力並に料金原価から減額する。その他の一般管理費等のコスト

削減可能な経費については、効率化努力を織り込んでおり、中部電力のコスト削減努力

に照らして妥当である。 

 

（14）諸費 

①寄付金 

審査要領のとおり、料金原価へ算入されていないことを確認した。 

 

②団体費 

海外電力調査会、海外再処理委員会、原子力安全推進協会、電力系統利用協議会、

世界原子力発電事業者協会東京センター、日本卸電力取引所、地域共同防災協議会

（6 団体）については、事業目的など合理的な理由があると考えられることから、料金原

価への算入を認めるが、これ以外の団体費については、審査要領のとおり、料金原価

へ算入されていないことを確認した。 

 

③その他 
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定期調査事前周知に係る郵送費、海外派遣職員への督励に係る旅費及び社内提案

活動に係る賞金については、電気料金の値上げを行う状況下における費用の優先度

を考慮し、料金原価から除くこととする。 

移動電話料のうち、人員数を用いて算定している費用については、経費対象人員の

人数に置き換えて再算定して上回る部分について料金原価から減額する。 

急速充電器利用サービス料については、電気料金の値上げを行う状況下における

費用の優先度を考慮し、ＥＶ・ＰＨＶタウン構想に沿って導入した電気自動車等を円滑に

活用していくにあたり、近隣の他の急速充電器が利用できないなど、電気事業の運営

上必要不可欠の場合に限り、急速充電器利用サービスに係る運営費用や分配金を除

いた費用について原価算入を認める。 

 

（15）電気料貸倒損 

当年度の電灯・電力収入に改定率を乗じた額を基に算定されるため、査定による改定

率の変更分を反映する。 

 

（16）共有設備費等分担額・同（貸方） 

積算の考え方が予算額をベースにしているものについては、実績をより反映している直

近（24 年度）の実績を上回る部分について、合理的な説明が出来ない部分については原

価から減額する。 

事業の実施時期等について、合理的な説明が出来ない部分については原価から減額

する。 

既存の協定書または実施計画書に基づき適正に算定されていることを確認した。 

 

（17）建設分担関連費振替額（貸方） 

個別原価の査定による電気事業工事資金の減額を反映する。 

 

（18）附帯事業営業費用分担関連費振替額（貸方） 

過去の実績等に基づき適正に算定されていることを確認した。 

 

（19）電力費振替勘定（貸方） 

個別原価の査定による改定率の変更分を反映する。 

 

（20）社債発行費 

過去の支払実績、実施計画等により適正に算定されていることを確認した。  

 

（21）託送収益 
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託送収益に係る算定において、最新の契約実績を踏まえて再算定して足らざる部分に

ついて料金原価から減額する。 

 

（22）事業者間精算収益 

「一般電気事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令」及び前提計画

等に基づいて算定されていることを確認した。 

 

（23）電気事業雑収益 

延滞利息に係る算定において、過去の入金データに制約があることから、過去1ヶ月分

のデータのみで早収料金に対する延滞利息率を算定しているが、その後のデータが入手

できたことから、当該データも踏まえて再算定して足らざる部分について料金原価から減

額する。 

償却電気料取立益及び工事補償金受入差益に係る算定において、特殊要因を除き、

過去 3 ヶ年実績を踏まえて再算定して足らざる部分について料金原価から減額する。 

変圧器リサイクルセンター有価物売却に係る算定において、有価物の単位当たり売却

単価や変圧器１台当たりから発生する有価物の重量を、最新の諸元で見直した値で再算

定して足らざる部分について料金原価から減額する。 

ＬＮＧ冷熱費に係る算定において、中部電力の電気料金単価を算定の諸元に用いてい

るが、料金改定後の電気料金単価で再算定して足らざる部分について料金原価から減額

する。 

接続検討料に係る算定において、至近実績を踏まえて再算定して足らざる部分につい

て料金原価から減額する。 

鉄塔貸付料に係る算定において、最新の諸元で見直した貸付料で再算定して足らざる

部分について料金原価から減額する。 

罹災保険金受入差益に係る算定において、過去 3 ヶ年実績を踏まえて再算定して足ら

ざる部分について料金原価から減額する。 

 

（24）預金利息 

過去実績等に基づいて適正に算定されていることを確認した。 
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■ 事業団体費の内訳 

団体名称 主な参加企業 主な事業内容 原価算入の理由
年間負担額
（百万円）

海外電力
調査会

設立：1958年

一般電気事業者（10社）
電源開発、日本原子力発電

海外の電気事業に関する調査研究、情報収集、分析提供を実施。また
電気事業に関する海外の関係機関・団体との交流及び技術協力を実
施。

個社単独では実施できないような海外電気事業の調査研究や、
海外の関係機関との交流および協力等を行っており、特に福島
第一原子力発電所事故以降、世界の原子力政策の把握と国際
協力が一層重要視されている。

112

海外再処理
委員会

設立：1977年

一般電気事業者（9社）※1
電源開発、日本原子力発電

海外再処理委託業務および海外再処理に伴う放射性廃棄物の輸送、
MOX燃料輸送等に係る契約交渉や契約業務履行の補助、調整ならび
に輸送に関わる海外PA活動を行い、会員企業の窓口として各社間の
調整を実施。

電力９社などが、英仏再処理事業者と使用済燃料の再処理契
約・海外再処理に伴う輸送契約等を締結するに際し、その窓口と
して契約交渉・契約履行の補助や各社間の調整を電力会社に代
わり、一元的・恒常的に行っている。

84

原子力安全
推進協会

設立：2012年
（日本原子力技術者協会から
改組）
一般電気事業者（9社）※1
電源開発、日本原子力発電、
その他メーカー

事業者が自主的かつ継続的に安全性向上に取り組み、世界最高水準
の安全性を追求するため、事業者から独立した専門家集団として、国
内外原子力関係機関と連携を図り、安全性対策を評価し事業者に提
言・勧告する。原子力発電所等の運営状況を定期的に確認し、安全へ
の取り組み具合を評価する。これらの活動に関する人材育成等も行う。

原子力事業者の安全確保活動を支援することを目的としており、
事業者の取り組みを評価・提言・勧告を行うこと、原子力発電所
の運営状況を個別に評価し、安全性の向上を行う。

425

電力系統
利用協議会

設立：2004年

一般電気事業者（10社）
電源開発、その他発電事業者

電気事業法第93条第１項に定める送配電等業務の円滑な実施を支援
する中立機関。
電力系統に関するルールの策定・監視。送電線空き容量等の系統情
報公開システムの開発・運用、地域間連系線整備計画に係る調整の
ための情報および便宜の提供を行う。

一般電気事業者が所有する送配電ネットワークを新電力や卸自
家発事業者が公平に利用できるよう設立された唯一の中立機関
であり、電力の安定供給確保と連系線利用等の利便性を向上さ
せる。

94

世界原子力
発電事業者
協会東京
センター
（WANO)

設立：1989年

一般電気事業者（9社）※1
電源開発、その他発電事業者

1986年のチェルノブイリ事故後、再発防止のため原子力事業者(35の
国・地域)により、設立された民間の組織。会員間で運転経験情報の交
換、発電所の訪問評価(ピアレビュー)、良好事例などの技術支援・技
術交換を実施。

原子力発電所の事故・事象を全世界の事業者間で共有し、再発
防止に努めることを目的としており、原子力発電所の安全性・信
頼性の向上に必要不可欠な最新の知見や運転経験を収集するこ
とは、原子力事業の運営に役立つ。

45

日本卸電力
取引所

設立：2003年

一般電気事業者（9社）※1
電源開発、その他発電事業者

電力を有効に利用するため、電気の現物取引を行う日本唯一の取引
所。１日単位で取引を行うスポット市場や、特定期間を通じて取引を行
う先渡し市場などを運営し、共通の利益を図る。

全国規模の需給調整、供給余力の電力販売および経済的な電力
を調達するために、電力の取引を実施する必要がある。

1

地域共同防
災協議会

(６団体)

石油会社

化学メーカーなど

法令に基づく防災資機材の共同運用を以下の６団体で実施。(註：※は
前回改定以降に新規加盟の団体)

衣浦共同防災協議会、九号地共同防災組織、飛島共同防災協議会、
霞共同事業(株)、※中京地区広域共同防災協議会、※直江津港東共
同防災協議会

本協議会は、石油コンビナート等災害防止法に基づき配備が義
務付けられている防災資機材を共同運用している。

• 消防自動車、放水砲など防災資機材の維持管理

• 共同防災組織および防災要員の訓練・教育

153

※1 沖縄電力を除く  

 

＜査定結果＞ 

-消耗品費- 

１．情報処理帳票代については、電気料金の値上げを行う状況下における費用の優先度を考慮
し、料金原価から除く。 

・・・０．１４億円（３年平均） 

２．図書費については、過大となっているものは料金原価から減額する。 

・・・０．３６億円（３年平均） 

３．制服費用については、経費対象人員の人数に置き換え、再算定して上回る分について料金
原価から減額する。 

・・・０．１１百万円（３年平均） 

４．中部電力は、スマートメーターの導入に伴い、スマートメーターの取替工事に関する「お知ら

せ葉書」の郵送を新たに計画し、その増分費用を申請原価に織り込んでいるが、お知らせ葉書

の内容は、事前訪問の際に説明するものと基本的に同じであり、他社の料金査定においても、

こうした費用は想定されていなかったことを踏まえ、当該増分費用については計上を認めず、

料金原価から減額する。 

                                        ・・・ ０．３９億円（３年平均） 
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-補償費- 

１．積算方法について、合理的な説明が出来ない部分について料金原価から減額する。 

・・・０．１２百万円（３年平均） 

-賃借料- 

１．今後契約を締結するものについては、「基本的な考え方」に示された考え方に基づき料金原価

から減額する。 

・・・０．０５億円（３年平均） 

（「基本的な考え方（３）」の１．７１億円の内数） 

２．社宅・寮において合理的な理由なく周辺の物件の平均的賃料水準を上回る分のように電気事

業の運営上必要不可欠とは言えない借地借家料を料金原価から減額する。 

・・・０．０６億円（３年平均） 

３．線路使用料に含まれている法人税等については、税制改正により想定される法人税率等を再

算定して上回る部分を料金原価から減額する。 

・・・０．０４百万円（３年平均） 

４．社宅・寮に係る借家料等の算定誤りを修正することによって料金原価から減額する。 

・・・０．１６億円（３年平均） 

-託送料- 

１．今後契約を締結するものについては、「基本的な考え方」に示された考え方に基づき料金原価

から減額する。 

・・・０．０６億円（３年平均） 

（「基本的な考え方（３）」の１．７１億円の内数） 

２．託送料のうち、法令に基づき経済産業大臣がその費用の内訳に係る資料の提出を受けてい

るもの（電気事業法第 24 条の 4（卸電気事業者の振替供給）に基づく届出を受けているもの）

で、今後契約を締結するものについては、平成 26 年度税制改正の大綱（閣議決定）において、

復興特別法人税の１年前倒し廃止が決定されたため、税制改正により想定される法人税率等

を再算定して上回る部分について料金原価から減額する。また、自社の料金原価に算入して

いる一株当たりの配当金額での交渉を行うことを前提に、当該配当金額から算定される法人

税等を再算定して上回る部分について料金原価から減額する。 

・・・０．０９億円（３年平均） 

３．委託費に係る算定の一部において、個別件名を確認したところ、料金原価算定期間に発生す

る見込みのないものについて料金原価から減額する。 
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・・・０．４４百万円（３年平均） 

４．需要家所有の配電線等使用料に係る算定において、最新の契約実績を踏まえて再算定して

上回る部分について料金原価から減額する。 

・・・０．０３百万円（３年平均） 

５．人件費等が減額されたことに伴い、これらを基に算定している料金原価への変動を反映す

る。 

・・・▲０．０６億円（３年平均） 

-委託費- 

１．ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）関連業務委託については、委託事業者選定後の単価に置き換
え、再算定して上回る分について料金原価から減額する。 

・・・１．２２億円（３年平均） 

２．原子力警備・防災業務等委託については、実績に基づいた単価に置き換え、再算定して上回
る分について料金原価から減額する。 

・・・０．５６億円（３年平均） 

３．電話受付業務委託のうち業務範囲拡大分については、電気料金の値上げを行う状況下にお
ける費用の優先度を考慮し、料金原価から除く。 

・・・１．６３億円（３年平均） 

４．共架業務委託の新規実施については、電気料金の値上げを行う状況下における費用の優先
度を考慮し、料金原価から除く。 

・・・１．６８億円（３年平均） 

５．営業所等警備業務委託のうち相談役宅の警備については、人件費における顧問等の給与は
原価算入を認めないとの考え方を踏まえ、料金原価から除く。 

・・・０．１０百万円（３年平均） 

６．地域密着型携帯情報サービス料に係る費用については、電気事業とは認められない費用で
あることから料金原価から除く。 

・・・０．１５億円（３年平均） 

７．全社建物管理業務委託については、算定誤りを修正することにより料金原価から減額する。 

・・・０．１６億円（３年平均） 

-損害保険料- 

１．料金算定上の誤りについては、正しい算定額に反映する。 

・・・０．１８百万円（３年平均） 

-普及開発関係費- 

１．節電や省エネ推進を目的とした費用のうち、販売促進的な側面が強い費用を料金原価から除

く。 

・・・１．４５億円（３年平均） 
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２．特定の需要家に限定した専用サイトを利用した情報提供や他の取り組みと重複している費用

を料金原価から除く。 

・・・０．６６億円（３年平均） 

３．団体費的な性格を持つ各種団体の活動費用等を料金原価から除く。 

・・・０．０７億円（３年平均） 

４．ＰＲ館に付随する屋外施設管理費について、電気事業に供しない施設に係る費用であること

から、料金原価から除く。 

・・・０．０１億円（３年平均） 

５．原子力広報のうちイメージ広告に近い情報発信の費用を料金原価から除く。 

・・・２．６５億円（３年平均） 

６．電源立地地域を主たる対象とするもの以外の発電施設等の施設見学会に係る費用を料金原

価から除く。 

・・・０．５９億円（３年平均） 

７．電気事業の運営上必要不可欠と言えない費用を料金原価から除く。 

・・・０．２６億円（３年平均） 

８．地域密着型携帯情報サービス料に係る電気事業とは認められない費用を料金原価から除く。 

・・・０．０５億円（３年平均） 

９．電気料金の周知に係る費用の算定誤りを修正することによって料金原価から減額する。 

・・・０．１１億円（３年平均） 

-養成費- 

１．今後契約を締結するものについては、「基本的な考え方」に示された考え方に基づき料金原価

から減額する。 

・・・０．５７億円（３年平均） 

（「基本的な考え方（３）」の１．７１億円の内数） 

・・・０．０２億円（３年平均） 

（「基本的な考え方（４）」の４．９３億円の内数） 

２．販売促進に係る研修費用等優先度が低い費用を料金原価から除く。 

・・・１．１２億円（３年平均） 

３．研修所運営費等の算定誤りを修正することによって料金原価から減額する。 

・・・０．０２億円（３年平均） 

-研究費- 

１．今後契約を締結するものについては、「基本的な考え方」に示された考え方に基づき料金原価

から減額する。 

・・・０．０２億円（３年平均） 
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（「基本的な考え方（４）」の４．９３億円の内数） 

２．電中研の分担金及び自社研究費において、費用の優先度が低い研究費を料金原価から除

く。 

・・・２．０４億円（３年平均） 

３．電中研の分担金は、本来、電力会社本体で行うことも考えられる業務を集中的に行うため各

社が費用負担するものであることから、分担金に含まれる人件費について、中部電力のコスト

削減努力並に料金原価から減額する。 

・・・０．６３億円（３年平均） 

（「基本的な考え方（４）」の４．９３億円の内数） 

-諸費- 

１．定期調査事前周知に係る費用等優先度が低い費用を料金原価から除く。 

・・・１．１７億円（３年平均） 

２．移動電話料のうち、人員数を用いて算定している費用について、経費対象人員の人数に置き

換えて再算定して上回る部分を料金原価から減額する。 

・・・０．０６百万円（３年平均） 

３．急速充電器利用サービス料について、電気事業の運営上必要不可欠と言えない急速充電器

利用サービスに係る運営費用や分配金を料金原価から除く。 

・・・０．１７億円（３年平均） 

４．情報サービス利用料等の算定誤りを修正することによって料金原価から減額する。 

・・・０．０７億円（３年平均） 

-電気料貸倒損- 

１．人件費等が減額されたことに伴い、これらを基に算定している料金原価への変動を反映す

る。 

・・・０．１８億円（３年平均） 

-共有設備費等分担額- 

１．事業の実施時期、積算方法等について、合理的な説明が出来ない部分について料金原価か

ら減額する。 

・・・７．５８億円（３年平均） 

２．料金算定上の誤りについては、正しい算定額に反映する。 

・・・０．２３億円（３年平均） 

-建設分担関連費振替額（貸方）- 

１．電気事業工事資金の減額を反映する。 
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・・・▲０．６０億円（３年平均） 

-電力費振替勘定（貸方）- 

１．人件費等が減額されたことに伴い、これらを基に算定している料金原価への変動を反映す

る。 

・・・▲０．０１億円（３年平均） 

-託送収益- 

１．託送収益に係る算定において、最新の契約実績を踏まえて再算定して足らざる部分について

料金原価から減額する。 

・・・０．２５億円（３年平均） 

-電気事業雑収益- 

１．延滞利息に係る算定において、過去の入金データに制約があることから、過去 1 ヶ月分のデ

ータのみで早収料金に対する延滞利息率を算定しているが、その後のデータが入手できたこと

から、当該データも踏まえて再算定して足らざる部分について料金原価から減額する。 

・・・０．２８億円（３年平均） 

２．償却電気料取立益及び工事補償金受入差益に係る算定において、特殊要因を除き、過去 3

ヶ年実績を踏まえて再算定して足らざる部分について料金原価から減額する。 

・・・２．９３億円（３年平均） 

３．変圧器リサイクルセンター有価物売却に係る算定において、有価物の単位当たり売却単価や

変圧器１台当たりから発生する有価物の重量を、最新の諸元で見直した値で再算定して足ら

ざる部分について料金原価から減額する。 

・・・２．１５億円（３年平均） 

４．ＬＮＧ冷熱費に係る算定において、中部電力の電気料金単価を算定の諸元に用いているが、

料金改定後の電気料金単価で再算定して足らざる部分について料金原価から減額する。 

・・・０．５３億円（３年平均） 

５．接続検討料に係る算定において、至近実績を踏まえて再算定して足らざる部分について料金

原価から減額する。 

・・・０．４２億円（３年平均） 

６．鉄塔貸付料に係る算定において、最新の諸元で見直した貸付料で再算定して足らざる部分に

ついて料金原価から減額する。 

・・・０．１８百万円（３年平均） 

７．罹災保険金受入差益に係る算定において、過去 3 ヶ年実績を踏まえて再算定して足らざる部

分について料金原価から減額する。 

・・・０．１２億円（３年平均） 
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８．人件費等が減額されたことに伴い、これらを基に算定している料金原価への変動を反映す

る。 

・・・▲０．５１億円（３年平均） 

 

-預金利息- 

１．人件費等が減額されたことに伴い、これらを基に算定している料金原価への変動を反映す

る。 

・・・▲０．２５百万円（３年平均） 

 

 

計      ３１．８９億円料金原価から減額する 

（うち、１．３５億円は、「基本的な考え方（３）、（４）」による減額の内数） 

 
 



74 
 

１０．スマートメーター関連費用  

（修繕費、減価償却費、その他経費の内数の合計） 
＜申請額：197 億円（H26～28 平均）＞ 

【費用の概要】 

メーターの取替修繕費については、従来型計器（機械式・電子式計器）を導入した場合

と比較して、121 億円の増（年平均）。これに通信設備の工事やシステム開発・運用費等を

含めると、スマートメーター関連費用の総額は、197 億円（年平均）。 

原価算入内訳 26年度 27年度 28年度 ３ヶ年平均※２ 備考

修繕費（計器） 13 149 202 121
計器に係る取替修繕費*

* （低圧計器） H26：1.25万台、H27：101.53万台、H28：145.76万台 等

修繕費（その他） 少 3 5 3 建物点検、システム保守 等

委託費 61 72 14 49 システム開発委託 等

減価償却費 1 1 30 10 伝送路・通信回線、システムサーバー設置 等

諸費 2 4 6 4 通信機器の回線使用料 等

消耗品費 1 4 1 2 保守用ﾊﾝﾃﾞｨｰﾀｰﾐﾅﾙ付属品 等

その他 5 2 3 4 研究費、養成費、賃借料

人件費※１ 1 4 4 3
通信設備構築・保守運用(26年度:13人 27年度:48人 28年度:48人)

※１ 申請原価の人件費総額のうち、当該業務に従事する社員にかかる費用を再掲

合 計※２ 85 240 265 197 ※２ 表示単位未満の四捨五入の関係で積上と合計は必ずしも一致しない。  
※表示単位未満の四捨五入の関係で、積上と合計は必ずしも一致しない。 

（１）スマートメーターの導入計画について 

 特別高圧・高圧については、原価算定期間中に設置完了予定。低圧については、26 年 10

月より設置開始予定。 28 年 4 月からの自動検針実施を目指し、27 年度までに、システムの

開発・機能検証・業務検証等を行う計画。  

【電圧別・年度別のスマートメーター導入計画】 【システム開発等の計画】

 

（２）スマートメーター本体、通信方式及び関連するシステム等の調達方針について 

 中部電力は、スマートメーター本体および関連するシステム等の調達について、「仕様の

標準化を図るとともに、公正・公平を確保したうえで、提案募集（RFP）などを通じて、オープ

ンな形で実質的に競争のある調達により調達コストの削減を図る」ことを表明し、具体的な

調達手続きを進めている。 （第 9 回・第 12 回電気料金審査専門小委員会） 
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（３）通信及びシステム関連費用等の精査 

制御管理システムの開発については、平成 24 年 4 月、他電力に先駆けて RFP プロセス

を実施し、複数の提案者から寄せられた提案を約 9 ヶ月かけて精査し、平成 25 年 1 月に契

約を締結していることを確認した。申請原価においては、制御管理システムの開発に要する

費用について、契約に基づいた費用算定が行われていることを確認した。 

通信システムの開発については、平成 25 年 7 月から RFP プロセスを開始しており、申請

時点においては RFP の実施中であったことから、申請原価においては、通信 RFP 実施前の

中部電力の試算に基づき算定されている。 
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通信システムの RFP においては、コストミニマムな通信システムの実現を図る観点から、

「国際標準規格の採用」 「特定方式に限定しない＜適材適所＞の通信手段の導入」「徹底

したコストダウンと拡張可能性の確保」「運用開始時からの高い通信接続率の確保」を求め

ていることを確認した。また、最適かつ経済的な通信システム実現方法の提案に資するよう、

RFP への応募を希望する事業者に対し、守秘義務契約を締結したうえで、需要家の密度（メ

ーター位置に関する情報） や、中部電力が保有する光ケーブルを用いて提供可能な中継

装置の位置情報と伝送路構築費（工事費・資材代） の情報を提供していることを確認した。 

さらに、平成 25 年 12 月に相手先の選定・契約に至ったことから、複数事業者からの提案

を審査し、契約に至るまでのプロセスについて説明を求めた。この過程で、選定した事業者

の提案内容に基づき決定した仕様は以下のとおりであり、申請原価算定時の想定より、導

入完了までの全体コストが▲12.6%程度低減することが見込まれるとの資料の提出を受け

た。 

 

通信システム及び伝送路構築に関する費用については、通信 RFP の結果を踏まえた仕

様の見直しにより、例えば、自社光ケーブルの設置及び維持管理に要する費用の減や、事

業者回線を活用する集約装置の設置・運用に要する費用の増、導入初期における接続率

向上対策の実施などがあると考えられるが、通信 RFP の結果を踏まえた見直しにより影響

を受ける件名すべてについて、26～28 年度に要する費用の再算定を行い、申請との差分が

ある場合には、料金原価から減額すべきである。 

また、スマートメーター通信などへの活用後も、一部活用できていない部分が生じている

光ケーブルの償却費等については、既存の自社設備も含め、料金原価から一定の減額を

行うべきである。 

 

（４）スマートメーターの単価等について 

中部電力は、東京電力仕様のスマートメーターを一般競争入札により調達することとして
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おり、申請原価上、東京電力の査定単価である 10,300 円を織り込んでいる。当該単価は、

計量部と通信部をあわせた価格であるところ、通信 RFP の結果、通信部の平均価格は申請

時の想定を下回る見込みであるとの説明が中部電力からなされているが、料金原価との関

係では、（３）で述べたとおり、通信 RFP の結果を踏まえた見直しにより影響を受ける件名す

べてについて、26～28 年度に要する費用の再算定を行い、申請との差分がある場合には、

料金原価から減額することが適当である。 

また、今回、中部電力は、スマートメーターの導入に伴い、スマートメーターの取替工事に

関する「お知らせ葉書」の郵送を新たに計画し、その増分費用を申請原価に織り込んでいる

が、お知らせ葉書の内容は、事前訪問の際に説明するものと基本的に同じであり、他社の

料金査定においても、こうした費用は想定されていなかったことを踏まえ、料金原価上、当該

増分費用については計上を認めない。 

 

（５）スマートメーターの導入・活用について 

 スマートメーターの早期導入に関する強い期待があることを踏まえ、中部電力は、検満、

新設申込等に加えて、一部計画取替（導入完了時期の前倒し）を行い、平成 34 年度に完了

する予定。 

中部電力は、自らも参画して実施している豊田市実証での取組の成果や、国内外の事例

の分析も踏まえながら、デマンドレスポンス料金メニューの実効力を見極めたうえで、「スマ

ートメーターならでは」の効果的な料金メニューを導入していくこと、従来型の季節別時間帯

別料金（TOU）メニューについても、より細やかな時間帯区分とするなど一層の充実化を図る

ことで、お客さまの選択肢拡大を図っていくことを電気料金審査専門小委員会で表明した。 

また、スマートメーター導入による業務効率化、「見える化」によるお客さまサポート、

HEMS とスマートメーターの連携等にも取り組んでいくことを表明し、申請原価上、スマートメ

ーターの導入拡大に伴う現地出向費用の削減効果を織り込んでいることを確認した。今後も、

導入・運用コストの削減を一層徹底するとともに、新たな料金メニューや自動検針の早期導

入等、設置したスマートメーターを最大限活用する施策により、需要家への新サービスの提

供や電力会社の経営効率化に活かしていくべきである。 

【新たな料金メニューの導入に関する計画】 【「見える化」によるお客さまサポートの例】

 



78 
 

＜査定結果＞ 

１． スマートメーターに関連する通信システム及び伝送路構築に関する費用について、算定誤り

を修正するとともに、光ケーブルの工事費等において、中部電力が通信ＲＦＰの実施に際して

対外的に表明した単価を上回る申請となっている部分について、料金原価から減額する。 

・・・０．７９億円（３年平均） 

 

２． スマートメーター通信などへの活用後も、一部活用できていない部分が生じている光ケーブ

ルの償却費等について、既存の自社設備も含め、料金原価から一定の減額を行う。 

・・・０．５５億円（３年平均） 

 

３． 中部電力は、スマートメーターの導入に伴い、スマートメーターの取替工事に関する「お知ら

せ葉書」の郵送を新たに計画し、その増分費用を申請原価に織り込んでいるが、お知らせ葉

書の内容は、事前訪問の際に説明するものと基本的に同じであり、他社の料金査定において

も、こうした費用は想定されていなかったことを踏まえ、当該増分費用については計上を認め

ず、料金原価から減額する。 

・・・０．３９億円（３年平均） 

 

計      １．７２億円料金原価から減額する 

（修繕費、減価償却費、事業報酬、公租公課、その他経費の減額の内数の合計） 
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１１．ヤードスティック査定 

電気料金を認可するにあたっては、原価に関し、電気事業法第 19 条第 2 項第 1 号に基

づき、「料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものである

こと」が求められる。審査要領では、営業費については、「原価等の項目ごとに、申請事業

者が適切な効率化努力を行った場合における経営を前提として算定した額であるか否か

につき審査するものとする」とされている。 

 

（１）目的等 

比較査定は地域独占状態にある電力会社に効率化努力を促すための競争環境を創

出させることを企図とした制度である。 

 

（２）比較方法 

各社の効率化への取組みを原価算定期間中の単価水準（一般経費の単価水準（円／

kWh））及び単価変化率（一般経費の単価水準の前回改定（届出）からの変化率（％））を

総合的に勘案して、相対的に評価し、効率化努力目標額として相応しい額を設定する。 

 

（３）効率化努力目標額の設定 

効率化努力目標額は、個別査定の結果、原価項目ごとの合理性・妥当性を検証済み

であることを踏まえ、電力各社の一層の効率化を期待し、これに相応しい額を次のとおり

設定。 

 

グループⅠ 原価算定期間における効率化への取組みが相対的に大きい会社 

→ 効率化努力目標額は設定しない。 

グループⅡ 原価算定期間における効率化への取組が平均的水準にある会社 

→ 対象原価の 1.5%相当を目標額に設定。 

グループⅢ 原価算定期間における効率化への取組みが相対的に小さい会社 

→ 対象原価の 3.0%相当を目標額に設定 

 

（参考）比較対象となる原価 

営業費のうち義務的経費、資本費及び燃料費を除いた以下の経費 

 ・人件費（役員給与、給料手当、給料手当振替額（貸方）、退職給与金、厚生費、委託

検針費、委託集金費、雑給） 

 ・廃棄物処理費、消耗品費、補償費、賃借料、委託費、損害保険料、普及開発関係費、

養成費、研究費、諸費（排出クレジットの自社使用に係る償却額を除く）、電気料貸倒

損、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額（貸方）、建設分担関連費振替額
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（貸方）、附帯事業営業費用分担関連費振替額（貸方）、電力費振替勘定（貸方） 

 

（４）比較査定 

①比較対象となる一般経費を「電源部門」と「非電源部門」の 2 部門に分けてそれぞれ算

定を行う。 

②比較査定は、原価算定期間中の販売電力量 1kWh 当たりの電力の供給に必要な経費

額を用いる。 

③料金の低廉性と効率化の努力の双方を評価するため、単価の水準・変化率を総合的

に評価する。 

具体的には、審査要領に基づき算定する。 

 

＜査定結果＞ 

個別査定終了後の原価を用い、一般経費（電源部門）及び一般経費（非電源部門）ごとに電力会社

間の効率化度合いを比較した結果、中部電力は一般経費（電源部門）及び一般経費（非電源部門）共

にグループⅠとなった。このため、ヤードスティック査定による査定は生じない。 

 

○効率化度合いと比較した結果 

 電源部門 非電源部門 

中部電力 
グループⅠ 

（査定なし） 

グループⅠ 

（査定なし） 

.   
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１２．費用の配賦・レートメーク 

【費用の配賦・レートメークの概要】 

算定された総原価は、算定規則に基づき、自由化部門と規制部門の費用に配分され、

配分された費用の合計額と料金収入が一致するように、規制料金の各メニューが設定さ

れる。 

具体的には、総原価を各発電費（水力、火力、原子力、新エネ）、送電費、変電費、配

電費、販売費、一般管理費の９部門への整理した後、送電・高圧配電関連費用とそれ以

外の費用に整理し、低圧需要関係費用のみ集計した上で、小売規制料金を決定（レートメ

ーク）する。 

＜供給計画＞
電力需要予測と供給力の１０年
計画を毎年度策定。燃料費や購
入電力料等の算定基礎。

＜工事計画＞
今後の発電設備や送電線、変電
所等の建設計画。減価償却費や
事業報酬等の算定基礎。

＜資金計画＞
工事計画遂行のために必要な資
金調達計画。法人税や財務費用
等の算定基礎。

＜業務計画＞
人員計画や業務機械化計画、研
究計画等が含まれる。人件費や
その他の費用等の基礎。

＜経営効率化計画＞
供給計画公表時等に公表。料金
改定時には、料金改定の理由、
根拠等を明らかにする。

＜前提計画＞

送
電
・高
圧
配
電
関
連
以
外

送
電
・高
圧
配
電
関
連

低圧需要

特別高圧
・高圧需要

低圧需要

特別高圧
・高圧需要

低
圧
需
要
総
原
価

特
別
高
圧
・高
圧
需
要

総
原
価

託
送
料
金

＜費用の配賦、レートメーク＞

【事業報酬】

【営業費】
○人件費
○燃料費
○修繕費
○公租公課

○減価償却費
○購入電力料
○その他経費

・バックエンド費用
・廃棄物処理費
・消耗品費
・賃借料
・託送料
・委託費
・損害保険料
・普及開発関係費
・研究費
・諸費 等

＜総原価の算定＞

小
売
規
制
料
金

小
売
自
由
化
料
金

水力発電費

火力発電費

原子力発電費

新エネルギー

発電費

送電費

変電費

配電費

販売費

一般管理費

 

（１）個別原価計算 

個別原価計算においては、算定規則に基づき各費用の配分計算が適切に行われてい

ることを確認した。また、事業者が独自に設定した基準についても、計器等の費用を口数

比ではなく直接各需要に整理している等、より実態に即した費用配分となっている。総原

価の 95%が固有費及び直課により配分されていることは妥当であると考えられる。 

固定費の各需要種別への配分方法は「2：1：1 法※」等が算定規則により規定されてい

るが、その際、低圧需要の最大電力は、サンプル調査（1,429 件のデータを取得）に基づく

推計値が用いられており、過大推計されていないことが確認された。 

※ 最大電力に 2、夏期・冬期尖頭時責任電力に１、発受電量に１の割合で合成された値により固

定費を配分する方法。 

また、規制部門、自由化部門毎の総原価に対する事業報酬の割合については、前回

改定時以降の燃料費の増加等に伴う収益構造が改善され、規制部門が 5.2%、自由化部

門が 4.1%となっており、それぞれの部門における固定費の割合を適切に反映したもので
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あることが確認された。 

なお、今回改定以降の収益構造の変化については、事後評価において部門別収支が

毎年公表され、原価算定期間終了後には原価と実績の部門別評価を実施することとなっ

ているが、経済産業省は、料金認可申請命令の発動基準に基づき、収益構造のゆがみ

が著しく、また、構造的なものと認められる場合には、事業者に料金改定を促すとともに、

事業者がこれに応じない場合には、料金認可申請命令の発動を検討する。 

 

■ 固有費及び直課比率 

 

 

■ 夏期尖頭時責任電力の推計 

固定費の配分方法（2：1：1 法）における最大電力と夏期尖頭時責任電力の算出方法は

次のとおりである。 

① 夏期ピークにおける各需要種別の合計需要を、サンプル調査を基に各時間に展開。 

② 低圧需要の合計が最も大きい時間（20 時）を低圧の最大電力とする。 

③ 各需要種別の合計が最も大きい時間の低圧需要を｢夏期尖頭時責任電力｣とする。 
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■ 規制部門と自由化部門の原価配分比較（固定費、可変費、需要家費） ※申請ベース 

 
 

（参考） ※単位：億円、円/kWh 
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（参考続き） ※単位：億円、円/kWh 

 

 
 

 
 

■ 事業利益率の推移 

 

※各部門毎の総原価に対する事業報酬の割合は、申請時における想定値。 

事業利益率は、電気事業収益に対する電気事業利益の割合（実績値）。 
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■ 事業報酬の個別原価計算フロー(申請ベース） 
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（２）レートメーク 

 ①基本料金及び従量料金の設定について 

今回の料金改定は、その主たる要因が燃料費である可変費の増加にあり、人件費を始

めとする費用の削減が図られ、需要の減少により、販売電力量当たりの固定費は、ほぼ

同水準であることが確認された。そのため、基本料金を据え置くことは妥当であると考えら

れる。 
 
  ②3 段階料金について 

3段階料金制度においては、1段階料金はナショナルミニマムの観点から低廉な水準

に、2 段階料金は平均的な電気使用の観点から平均的な料金に、3 段階は省エネの観

点から割高な料金に設定されているが、今回の 3 社の申請では、1・2 段格差率を縮小

し、2・3 段格差率を拡大させている。これは、① 1 段階の値上げ幅を抑制することは生

活に必要不可欠な電気の使用への影響を軽減すること、② 3 段階の値上げ幅を拡大

することは需要対策の効果があることから、妥当と考えられる。 

 

 

③選択約款について 

選択約款の設定については、電気事業法上「設備の効率的な使用その他の効率的

な事業運営に資すると見込まれる場合」に設定でき、供給約款及び選択約款による収

入と総原価等が一致することが求められている。中部電力の選択約款料金の単価につ

いては、ベースとなる供給約款、夜間の平均発電費用、過去の需要の実績等を基に設

定されており、当該料金単価の設定によって供給約款単価が割高に設定されるといっ

た事実は確認されなかった。 

  

ⅰ） ピーク対応料金メニューの設定について 

中部電力は、今回改定において、ピークシフト別電灯を新設する予定。 

  

 ⅱ） 機器要件の扱いなどについて（夜間蓄熱機器、オール電化割引） 

中部電力は、需要家の選択肢を拡大する観点から、今回改定において、｢３時間

帯別電灯｣の｢夜間蓄熱式機器等の保有要件」を廃止する予定。 

 また、「全電化住宅割引」（３時間帯別電灯）については平成 28 年 3 月 31 日、｢５
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時間通電機器割引｣ （３時間帯別電灯・時間帯別電灯）、「通電制御型機器割引」 

（３時間帯別電灯・時間帯別電灯・低圧深夜電力 B・沸増型電気温水器契約）及び第

２深夜電力については平成 27 年 3 月 31 日をもって、新規加入を停止する予定。 

 

ⅲ） 早遅収料金制度の見直しについて 

中部電力は、これまでは支払時期に応じて早収料金又は遅収料金を設定していた

が、需要家サイドの声を受け、これを廃止し、延滞利息制度を導入することとしており、

平成 26 年 4 月から導入予定。引き続き、需要家の声に真摯に耳を傾け、お客様の立

場に立った見直しを不断に行うことが求められる。 

 

ⅳ） 需要家に対する電気料金値上げの周知活動について 

各需要家や消費者団体等各種団体への、電気料金値上げに至った経緯、申請内

容、経営効率化への取組等の説明を実施しており、引き続き需要家の理解が得られ

るよう、丁寧な対応に努めていくことが必要である。 

 

新規加入の停止に当たっては、既に割引の適用を受けている需要家や、選択約款を

前提として機器投資を検討している需要家等に配慮するとともに、需要家等への十分

な周知期間が必要であることを踏まえた対応とすることが適当である。 

 

また、需要家の選択肢を多様化することで、震災以降大きく変化した電力需給をめぐ

る環境に対応する観点からは、需要家間の公平性を確保しつつ、既存契約者への一

定期間後の割引の見直し（※）等を含め、料金メニュー全般について、スマートメーター

の導入後抜本的に見直すことが期待される。その際、スマートメーターの導入を待たず

とも、可能なメニューについては、早期に導入を図っていくことが重要である。 

 

※  既存契約者であっても、機器更新後は、他の需要家との公平性の観点から、割

引を続けることは適当ではない。 
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＜査定結果＞ 

１． 今回の査定によるメリットを、より多くの家庭が享受できるよう、２段階料金の引き下げ幅をよ

り大きくすべきである。その際、電気の低利用者の負担増に配慮し、２段階と３段階の格差率

について、申請は１:１.１１ となっているところ 1：1.1２とする。 
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１３．情報提供等 

 

（１）認可が行われた場合には、消費者をはじめとする関係する方々全てに対し、丁寧な周

知・説明を求める。  

 

（２）電気料金の値上げの実施時期については、5 月 1 日とする。 
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総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 

電気料金審査専門小委員会 

委員等名簿 

 

（敬称略） 

（委員） 

   秋池 玲子    ボストン コンサルティング グループ 

              パートナー＆マネージング・ディレクター 

委員長   安念 潤司    中央大学法科大学院 教授 

   梶川 融     太陽 ASG有限責任監査法人 総括代表社員（CEO） 

     辰巳 菊子    公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コ

ンサルタント協会 常任顧問 

永田 高士    公認会計士 

松村 敏弘    東京大学社会科学研究所 教授 

南   賢一   西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 

委員長代理  山内 弘隆    一橋大学大学院商学研究科 教授 

 

（オブザーバー） 

河野 康子   全国消費者団体連絡会 事務局長 

楓  健年     愛知県消費者団体連絡会 代表幹事 

青山 直樹   日本商工会議所 産業政策第二部長  

片山 朗    消費者庁消費生活情報課長 

参考資料（1） 
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【参考：委員分担表】 

 

（敬称略） 
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公聴会（名古屋会場）における意見の概要 
 

１．日時：平成２５年１２月２６日（木）９：００～１６：００ 

 

２．場所：名古屋国際会議場 

 

３．意見陳述人の主な意見 

 

意見陳述１番：鬼松 成剛 様 

（意見の概要） 

 電気の使用状況を考えると、中部電力の値上げは認めざるを得ない。安定した電気の

供給を大多数の消費者が望んでいることは確か。電力自由化の議論もあるが、中部電

力には当面電気の安定供給をお願いせざるをえない。しかし、中部電力の値上げ幅を

そのまま受け入れようということではない。値上げ幅縮小の余地があるように思える。 

 中電の子会社には建設業のトーエネックや、シーエナジーなどがあるが、現在の中部

電力にとって経営上必要不可欠な企業なのか。必要なくなっているものもあるのでは

ないか。毎年の株主総会で検討されていると思うが、今一度見直ししてほしい。 

 中部電力が持っている株式についても見直しをお願いしたい。全ての子会社や株式を

ゼロベースで見直して、売却しても問題ないものは売却し、値上げ幅を小さく止めて

いただきたい。縮小できる額は微々たる額かもしれないが、中部電力には今以上に値

上げ額の縮小に努めてもらいたい。そのような努力の限界で示された値上げ額ならば

受け入れたい。 

 

意見陳述２番：東地 睦郎 様 

（意見の概要） 

 中部電力はなぜ今の時期に値上げをするのか。消費税問題があるときに公共料金が上

げられると、物価が上がる。また、他の公共料金もそれに並んでしまう。国内の地方

経済は高齢化社会をむかえ、生活が苦しい人がいる。電気料金値上げは、経済状況を

十分見た上でやるべきである。 

 原子力は徐々になくしていき、それに代わるエネルギーをつくるところに資金を入れ

るべきである。 

 中電関連企業はしっかりしていただきたい。一社員から社長まで、結束して体を張ら

ないといけないと思う。 

 利益の使い方について、情報公開を十分に行っていただきたい。大事業には資金がい

ることはわかるが、エネルギーは大企業から中小企業まで必要なものなので、しっか

りしていただきたい。 

参考資料（2） 
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 一般市民を納得させるエネルギーを作っていただきたい。原子力発電所の現場を東海

三県の県民全員に見せて、自然災害が来ても大丈夫だと納得させるところまでやって

いただきたい。 

 

意見陳述３番：柴山 忠範 様 

 今回示されている料金値上げの前提となる経営状況、諸経費の削減努力から考えると、

申請は妥当であり、申請のとおり料金の改定を認めるべきである。 

 中部電力は、出している資料や有価証券報告書にあるとおり、厳しい経営状況にある。

これ以上経常赤字が続くと、対外的な信用力が一層低下してしまう。そうなると、日

常に必要な資金調達あるいは海外からの燃料調達交渉において、悪い影響がある。そ

のことにより、経営状況がさらに悪化し、今回以上の大幅な値上げが心配される。 

 今回の値上げの理由については、原子力発電所の停止に伴う燃料コストの急増にある。

燃料調達コストについては、中部電力の経営努力でできることを越えており、現時点

の発電構成においては、値上げはやむを得ない。 

 必要な対策を施した上で早期の原子力発電所の再稼働を望む。 

 設備の修繕にかかる費用は大事。老朽化した橋の落下事故等を聞くが、設備投資を極

力抑え、従来の設備をフルに使うことを考えると、必要な額は認めなければならない。 

 人件費についても、役員報酬・従業員給与の大幅な引き下げを行ったことについては、

思い切ったものとして評価する。電力会社の賃金水準が高いという批判があるが、賃

金水準は期待される付加価値や市場価値によって自ずと決まる。他の業種・一般的水

準との比較でできることではない。むしろ必要な人材の確保に影響が出るのではない

かと心配している。労働条件の大幅な引き下げによって優秀な人材が流出し、事業運

営がうまくいかなくなった例も存在する。高度な人材に支障が出ることは避けるべき。

また、給与の引き下げは、社員の生活水準を大きく下げるものであり、同情する。で

きる限り早く戻してあげてほしい。 

 電気は生活の基盤であり、これまで空気のように日常的に使ってきたが、今までと同

じように利用しようとするなら、私たちも応分の負担をしなければならない。中部電

力の経営努力を考えると、今回の値上げの内容については、我々の少しの努力で対応

できる範囲だと考える。 

 

意見陳述４番：古川 誠 様 

（意見の概要） 

 今の経済状況の中では、やりくりに苦しんでいる人が多い。年金も生活保護も、支給

額が引き下げられ、これらの引き下げは翌年も翌々年も続く。労働者の賃金は下がっ

ており、勤労世帯の家計の収入も減っている。今年４月からの消費税の増税は、国民

経済と家計を奈落の底に突き落とすことになる。物価は上がり続けていくが、行政も
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企業も収入を上げられないのが実態。電気料金の値上げは他の全ての物品の値上げに

通じるので、避けなければならない。 

 中部電力は企業努力が不足している。中小商工業者は自らの給与をなくして、従業員

に給与を確保しようと必死。決算は赤字続きで、３期の赤字がどうこうという問題で

はない。中電は社長を始め、役員の給与・報酬をどれだけ下げたのか。土地や不動産

の見直し、書画骨董を手放して欲しい。また、関連会社を含めると、中電の連結内部

留保は１兆７,１８７億円で、うち現金及び現金同等物で、６,２１９億円ある。聖域

を設けずにコストダウンに取り組むのであれば、徹底した無駄を省くだけでなく、内

部留保も取り崩してほしい。消費者を含めた第三者委員会の設置を提案し、議論の公

開を求める。 

 原発の再稼働に反対。原発を直ちにゼロにしてほしいということは、国民７～８割の

声。原発がなくても暑い夏を乗り切れた。使用済み燃料は明確な処理の場所や方法が

確立していない。原子力は人間の力でコントロールできていない。福島の事故は収束

されておらず、事故原因の解明もまだである。火山国である日本が大量の放射性廃棄

物を持つのは、世界の脅威であり、より安全な場所に移送・保管する体制を築くべき

との意見もある。また、岩石なだれによる大津波を指摘する意見もある。原発に生命

財産を脅かされてはたまらない。そこで中部圏の持つ自然を生かした、再生可能な自

然エネルギーを中心の電力事業に転換すべき。 

 家庭の電気から「明るい」、「暖かい」、「家族の団らん」がイメージされる。これは未

来永劫引き継がなければならない。中部電力には未来への夢と希望が託されている。

長いスタンスに立って利用者に寄り添った経営努力が必要。 

 

意見陳述５番：吉田 豊 様 

（意見の概要） 

 電気料金値上げに反対。委員には市井の声を受け止めてほしい。 

 電気料金は公共料金の代表。電気は水道と並ぶライフラインであり、日常の生活にな

くてはならない。安定供給は前提であって、目標であってはおかしい。それができな

いのであれば、市場から中電は撤退すべき。電力会社は地域に複数ある方が望ましい。

それにより消費者は最もふさわしい供給先を選択できる。たとえ値段が高くても環境

によいエネルギーを選ぶことも選択肢として可能である。安定供給を至上のものだと

して、これさえあればいいというような発言をしている中電のトップにはがっかりし

た。電気の供給は地域独占になっているのだから、安価な料金と価格の安定は同時に

第一の目標に掲げていただきたい。中電はライフラインに責任を持っているので意識

していただきたい。 

 教え子の中には、４月から３％消費税があがることで、厳しい状況に向き合う若者が

少なくない。公共料金値上げが同時期にのしかかるのは、理不尽とか不条理ではなく、
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犯罪的である。 

 電気の使用量が低ければ電気代が比較的安いという説明があったが、電気の使用量と

生活はイコールではない。子どもの数であったり、子どものライフステージの問題で

もある。使用量のみでカバーできるものではなく、きめ細かい議論をやっていただき

たい。 

 円安によって電力会社の輸入代金のみが増えているわけではない。生活必需品の値上

げが続いている一方で、円安で利益を上げている企業もある。自由化部門とのバラン

スはとれているのか。 

 中電は配当をゼロにする等経営見直しを行っているが、レベルが違う。社会全体・企

業にとって非常時だといえるなら、活用できる資源がある。今中電が本当に困ってい

るようには思えない。 

 持続可能で環境にきちっとしているエネルギーを供給することが中電の責任の一つ。

しかし、中電がそういう方向性をプランで示して、それとセットで値上げを示してい

るとは思えない。５年、１０年の目標の中で、これからのエネルギーをどうしていく

か示し、約束することが、我々の判断に大きく影響する。公共性があるということは、

現在と将来世代に責任を持っていることになるので、しっかりとした計画を明示して

ほしい。 

 

意見陳述６番：大島 良満 様 

（意見の概要） 

 中部電力の電気の６０％以上を使用しているのは、自由料金制度という産業用大口需

要家。自由化部門は価格が隠されているものの、家庭用より低い金額で契約している

といわれる。 

 中電が明らかにした収益区分を見ると、利益は家庭用で９割、産業用で１割になって

いる。本来は自由化部門が９割負担すべき。自由化部門の改善をすることが、中部電

力の経営者に課せられた社会的責任だと思う。とりわけ、中部電力会長は中部財界の

トップ。中部電力が大変であるのであれば、財界の人に折り入ってお願いすべき。仮

に２～３割上がっても、家庭用の料金と比べれば安いものである。それができないの

であれば、財界活動を専門としている会長職を解消すべき。 

 中電グループ全体で１兆７,０００億円の内部留保がある。内部留保をどう社会的に還

元するかは問題。利益剰余金だけで５,０００億を超えた額を持っている。一部を取り

崩せば、電気料金の値上げは一切する必要がない。内部留保を取り崩すと社会的信用

が下がるから、燃料調達等に影響が出ると説明があったが、かつて中電のトップがい

かがわしい美術品を買いこんだ事件があったが、それによって銀行が貸し渋りをした

とは聞いたことがない。 

 原子力が止まり、燃料費が上がったからといってもスライド条項がある。５,０００億
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相当増えていると言われていたが、我々の試算によれば、３,０００億円以上は取り戻

している。燃料費が上がったから値上げということにはなり得ない。 

 原子力を再開して、事故が起こったらどうするか。東京電力は未だに何も解決してい

ない。コストの上からいっても原子力は、非常にかかるもの。これに依存する時期は

とっくに去った。 

 自由料金制度ができてから、産業用の電気は安く仕入れることができるようになった

が、いくらで調達されているか、消費者に公開されていない。 

 従量電気は３段階制度になっているが、家庭用電気料金と同様に考えれば、産業用は

多く電気を使っているのだから、高い料金を出して当たり前なのに、逆転している。

一般家庭が共同購入しようと思っても認められていないのはおかしい。 

 電気料金の中には、電源開発にかかる税に、消費税がかかるという二重課税が起こっ

ている。二重課税で問題のある電気料金が、消費税増税と歩調を合わせて値上げされ

るのは、おかしな話だと思う。 

 規制料金は決められたら、税金と同じように逃げることができない。自由料金は交渉

できるので、安くできる。自由化部門が大量の電気を求め、原子力を求めたのではな

いか。 

 公聴会の１５分でいろいろしゃべることには無理がある。もっと時間を多くして、大

いに議論すべき。公聴会で述べた反対意見が電気料金の査定で、どのように反映した

かを文書で回答してほしい。 

 自由料金をもっと上げて、経営が安定するようにしたらよい。それができないなら、

会長制度を廃止すべき。従業員の給料を下げるのは一番問題があるやり方である。 

 

意見陳述７番：外山 孝司 様 

（意見の概要） 

 １１月２２日付で公開質問状を提出し、２９日に回答いただき、請求していた資料も

一部開示された。しかし、稼動していない日本原電に支払われている基本料金につい

ては個別の契約ということで出てこなかった。 

 電気料金が上がると、家庭は強制的にとられるので、税金と同じようになっている。

ストップされると税金以上である。 

 自由化部門も引き上げるよう調整中とのことだが、国の認可申請が必要なく、いつで

も自由にお願いできる。また最終的にどういう契約になったかは公表されない。規制

部門と自由化部門の値上げ率を対比して報道された。家庭用の電気料金がさも低いよ

うに思えるが、本来別物である。景表法で言う有利誤認にあたるので、許せない。 

 剰余金残高が５,６７０億円の見通しで、企業としての健全性を欠いており、資金調達、

燃料調達で著しい状況に陥る可能性があると説明しているが、剰余金について、会計

原則上適正な数値はない。競争の強弱で、企業の中でも業界ごとに違う。地域独占で、
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原価に利益率をかけることで料金が決まる総括原価方式が認められている電力会社が、

剰余金残高が低下により、市場の信用が低下し、著しい状況に陥るという値上げの理

由は理解できない。 

 電力会社はかかる原価を大きくすれば利益を高くする事ができる。その中で機材・役

務の単価は世間一般と比べて２割高だといわれている。しかし役務調達に係る競争比

率は１２％と説明しており、８８％は特命発注になっている。原価低減が適正に行わ

れているとは思えない。 

 浜岡原発が停止した平成２３年度以降の規制部門と自由化部門の部門別収支額をみる

と、自由化部門が赤字の９４％を占めている。剰余金残高が減少している原因は自由

化部門の赤字にある。自由化部門のツケを規制部門に押しつけようとしている。いつ

でも交渉可能な法人各社に対して何も値上げ要請をしないまま、なぜ剰余金が減るこ

とを放置していたのか。中部電力の経営感覚は理解できない。 

 

意見陳述８番：西 光之輔 様 

（意見の概要） 

 浜岡原発の停止以降、火力燃料費が大幅に増加し、円安進行と相まって厳しい経営状

況にあるというが、これは嘘である。円安による燃料価格の値上がり分は燃料調整費

によって、電気料金で払っている。原発が止まったから燃料の量が増えているのは確

かだが、燃料費は違う。ごまかしを宣伝するのはおかしい。 

 原発は動かなくても、稼働時の７～８割程度の管理費や修繕費、人件費がかかってい

る。原子力を諦めて、火力に切り替え、１０００億円を燃料費に回せばよい。 

 南海トラフ地震対策として浜岡原発に３０００億円使っている。これだけのお金を投

下して本当に意味があるのか。南海トラフは猛烈なもの。防潮壁が津波を防げるとは

思えない。また、浜岡は、活断層ではないというが、地域内に５本の断層が走ってい

る。相良層という非常に軟弱な地盤に作ってしまっている。さらに、３，４号機は福

島の事故が起こった同じ型で問題が多い。５号機は４００トンの海水が入ってさびだ

らけで使えないので、廃炉にするしかないと思う。 

 原発関係の費用は浜岡の問題だけでない。電源開発促進税を４８３億円払っているが、

領収書に書いていないのでわからない。また、使用済核燃料再処理費用として毎年１

２４億円支払っているが、核燃料サイクル政策をやめれば必要ない費用である。さら

に、原発の燃料を製造する日本原燃に１３９億円を投資している。加えて福島の原発

事故の損害賠償の一般負担金で１２４億円払っている。これらを合計しても、７５０

億円が中電から浜岡と関係なしに払っている。 

 今回の値上げは再稼働を前提としている。福島のような事故を日本の真ん中で起こし

ていけない。浜岡原発は即時廃炉にすべき。 
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意見陳述９番：西 英子 様 

（意見の概要） 

 今回の料金値上げは、現在運転停止している浜岡原発を再稼働させることを前提に算

定されている。中部電力は４号機を２０１６年に、３号機を２０１７年に再稼働する

と発表している。しかし、原子力規制委員会に再稼働の申請をしていない。認可もさ

れていないのに、なぜ、再稼働が認められたかのように、料金を算定するのか。浜岡

の再稼働の時期は、具体的な目標ではなく、算定するための仮定だと社長はいってい

たが、根拠のあいまいな料金値上げを受け入れることはできない。原発は安全を一番

にすべき。 

 電力会社は原発を安いとＰＲしているが、大きな間違いである。私たちが払う電気料

金の中に、燃料費、減価償却費、運転維持費等があるが、原発には原子力特有の費用

がかかっている。それは使用済燃料にかかる処理費用である。さらに立地対策費用や

事故の損害賠償費用や廃炉費用が加わると、原発ほど高くつく発電方法はない。原発

に頼らない電気を使っていれば、電気料金はもっと安くなっていたはずで、値上げの

必要もなかった。 

 中電は世界で一番危険な浜岡を再稼働させるため、大宣伝しようとしている。来年度

は１，０００回以上のバスツアーを予定し、この費用が１４年度以降、６億２，１０

０万円に増えると聞く。赤字というのに考えられない。 

 中電の値上げの理由は、原発が停止しているため、火力発電の燃料費がかさんで経営

が苦しくなったという説明だが、中部は原発に頼る比率が低かったので、火力にかか

る燃料も低いはずである。また、価格の値上がり分は、燃料調整費として徴収してい

るので経営に関係ない。経営を圧迫する最も大きな要因は、原子力が動いていなくて

もかかる維持管理費だ。原発は稼働していなくても、稼働しているときとあまり違わ

ない費用がかかっている。したがって、発電してない原発の維持費と火力発電の燃料

費の両方を払う二重払いをしている。原発を諦めて廃炉にし、原発の維持費を火力発

電の燃料費に回せば、経営の負担は軽くなるはずである。 

 南海トラフ地震への対策として、約３，０００億円かかるが、これも電気料金に含ま

れている。報道によると次々と工事を追加した結果、対策費は当初の３倍に増加し、

１２年末に完了するはずだった工事が１６年９月までにずれ込んでしまった。その間

に中電の経営状態は悪化し、３期連続の赤字になる見通しとのことだが、２０１１年

５月に菅首相から要請された時点で再稼働をあきらめ、廃炉にしていれば、経営の悪

化を防げたのではないか。いくら嵩上げして、耐震化工事を追加しても、南海トラフ

地震の震源域の真上に立つ浜岡原発が、地震に耐えられるのか疑問。速やかに原発か

ら撤退することが経営悪化を防ぐことになる。 

 原発の維持費１，０００億円を消費者に負担させていること自体おかしいと思う。火

力燃料費がかさむという説明は、原発は安いという従来の神話に基づいて、再稼働し



99 
 

たいという電力会社の意図が見え見えである。 

 実際に稼働しようとしている時期について、浜岡４号機を平成２８年１月、３号機を

平成２９年１月としているが、再稼働されない場合は再値上げを検討しているか。 

 

意見陳述１０番：中村 敏子 様 

（意見の概要） 

 私たちの暮らしは、収入が増えず、生活必需品の物価上昇に苦しめられている。また、

年金・医療等社会保障も悪くなってきており、消費増税が進められようとしている中

で、電気料金の値上げは大きな影響を与える。生活破壊につながる値上げは是非やめ

ていただきたい。 

 ２０１３年度の剰余金残高は５，６７０億円だが、規制料金の値上げは年４８２億円

である。まだまだ中電には内部留保や剰余金残高に余裕があるように思われる。これ

を活用して、値上げをやめてほしい。 

 コスト削減を積極的に行ってほしい。我々は電気がなければ生活できないが、中部地

域で中電は独占企業で、選ぶことができない。そもそも公共料金である電気料金は公

平で安定した供給と同時に不断のコスト削減が求められている。事業者による一方的

な値上げは許されない。そのためには徹底した情報公開と、一般企業以上の経営効率

化が必要。利用者にわかりやすい説明と機会を求める。 

 総括原価は９項目から成り立っているが、経費をかければかけるほど事業報酬が大き

くなる。総括原価方式はコスト削減の努力がされにくいという大きな問題を持ってい

る。コスト削減と電気料金の透明性を上げるためにも、電気事業法の規定を変更して、

一般の事業者のように競争と企業努力を見えるようにしてほしい。市場競争を経ずに、

コストを確保できるという特殊性は今の厳しい経済情勢で不当に優遇されているとい

える。中部電力は燃料費、役員給与の人件費等あらゆる支出について、徹底的な経営

効率化とコスト削減を進めていただきたい。 

 資機材、役務調達に競争原理が持ち込まれていない。実質９０％が特命発注になって

いる。これが中部電力のコストを高止まりさせていると思われる。競争発注率を早期

に１００％に引き上げていただきたい。併せて中部電力の競争発注比率にかかる情報

公開をお願いしたい。 

 規制部門と自由化部門の収支について、２０１１年と２０１２年を比較すると、９４％

は自由化部門の赤字が占めている。規制部門に値上げを押しつけるようなことは納得

できない。自由化部門の交渉を進めるなら、内容を教えていただきたい。 

 中電は発電していない日本原電に基本料金を払っている。日本原電は発電量がゼロに

もかかわらず、過去最高の利益が出たとの報道がある。いくら払っているかについて、

個別契約ということで公開されていないが、３００億円払っていると報道されている。

一般企業であれば、見直しが協議されるはずである。 



100 
 

 火力発電の燃料費は効率的な運用が重要。メリットオーダーをしっかりしていただき

たい。ピークシフトがどのように進められているか、その効果について、資料で説明

していただきたい。そして、本当に効率的に行われたのか事後評価が行われるような

制度を作っていただきたい。 

 不動産や株式等資産については、収益に影響するものであるので、売却したものだけ

でなく、保有しているものを、子会社等を含めて全て公開してほしい。その上で必要

性の低い遊休資産については売却してほしい。 

 電気料金の妥当性について、事後的・継続的に評価する仕組みを作ってほしい。公正

で公開された事後評価には消費者の参加が重要。経産省だけでなく、消費者庁・消費

者委員会が関与できる仕組みにしていただきたい。中部電力は毎年、経営効率化の成

果や料金との関係をわかりやすく説明してほしい。 

 中部電力には利用者への省エネのライフスタイルの浸透を経営方針に定めていただき

たい。再生可能エネルギーの拡大、原発の廃止・撤退を経営方針の中心に定めてほし

い。 

 

意見陳述１１番：岩中 美保子 様 

（意見の概要） 

 来年４月は消費税が８％にあがるのと同時である。なぜこの時期に値上げか。値上げ

は家計を圧迫するもの以外の何者でもない。 

 中部電力の財務状況をみると、剰余金残高は５,６７０億円になっており、値上げ分４

８２億円の１０年分以上もある。これほどの剰余金残高があって、なぜ値上げなのか。 

 産業用の電気料金は自由化されていることから、価格は明らかにされていない。産業

用の電気料金がどのくらいなのか明らかにすべき。 

 日本原電に原子力が動いていないのに基本料金を払っている。中部電力は３００億円

支払っていると報道されており、電気料金で負担させようとしている。使用していな

いのに、なぜ払わなければならないのか。 

 稼働していない浜岡原発に４,２３０億円を計上していることに驚いた。放射能、放射

性廃棄物の処理については見通しが立っていない。原発ゼロの社会の実現こそ、企業

も未来の子供に対しての仕事ではないか。産業のために原発が必要だといい、そのコ

ストを家庭におしつけるのは許されない。 

 電気料金の値上げはすでに決まっていて、説明や周知、値上げ幅をどうするかという

話になっているように見える。公聴会の意見や、国民の声について、どう反映してい

くのか。また、広く知らせる努力がどのようになされたか。「国民の声」というほど、

知られていない。事業所に用紙を置くなど、ふさわしい募集をすべき。 

 浜岡原発の稼働が見込まれないのに、なぜ電気料金に加えるのか。稼働が決まってか

ら入れればよいのではないか。 
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意見陳述１２番：小松 由人 様 

（意見の概要） 

 電気事業は地域独占的に供給されており、生活に大きな影響を与える。ホームページ

にある値上げの影響額のシミュレーションを使わせていただいたが、こういう形でさ

らにわかりやすい資料の提供をお願いしたい。 

 所得格差が広がる中で、厳しい生活を送る人が大勢いる。そういう方々ほど、今回の

料金値上げの負担が重くなることを認識いただきたい。今回の値上げはタイミングが

非常に良くないので、やめていただきたい。せめて家庭の負担を最小限にしていただ

きたい。 

 原子力以外の電気をいかに安く提供するかが電力会社の課題。水力発電の発電設備利

用率の引き上げや、石炭発電の効率化等によって燃料費の低減に努めてほしい。 

 調達について、随意契約の割合が多い。徹底した経営効率化には、競争入札比率が高

めることが望ましい。事業の特性上入札が困難なものについては、消費者が納得でき

る資料で説明していただきたい。さらに、独自の手法がある場合には、外部の意見を

取り入れた手法に変更して、競争環境を確保していただきたい。 

 原価算定に浜岡の再稼働計画が織り込まれている。巨大地震が想定される中で、浜岡

の稼働に大きな不安を抱いている。日本の電力とエネルギー政策の根本的な見直しを

行う時期だと思う。原子力に頼らないエネルギー政策への転換を考えていただきたい。

その点で、浜岡の稼働を前提とした計画は見直していただきたい。 

 水力発電の設備稼働率を増やすか。（口頭で）聞いても、よくわからない部分もあるの

で、分かりやすい資料を提示していただければより理解納得も進む。 

 経産省のホームページの議事録、映像の公開が遅い。タイミングを早めていただきた

い。 

 

意見陳述１３番：西野 賑郎 様 

（意見の概要） 

 年金の削減は高齢者の生活から安心を奪っている。１５０ｋＷまでの値上げ幅を少し

抑えているが、低所得者対策として、値上げ対象から除くべき。 

 燃料費に当面電力供給に関係ない原発関係費用が盛り込まれている。さらに浜岡１，

２号機の廃炉費用も負担を押しつけている。国民が電気料金として負担すべきでない。 

 巨額な土地や不動産の処分が必要。費用が膨らむ責任を取るのは規制部門の電気料金

ではない。 

 内部留保金は連結決算では１兆円を超えている。１０年は値上げがいらない。 

 産業用電気料金の値上げが決まってから、家庭にお願いすべきであるが、それとは逆

に高すぎる家庭用を引き上げようとしている。 
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 従業員の給料や賞与の引き下げは地域社会への間違った迎合である。値上げを理由と

した給与の引き下げはあまりにも発想が貧困。技術者の生活安定と技術水準の更なる

向上を求めたい。 

 

意見陳述１４番：岡本 一朗 様 

（意見の概要） 

 燃料費の削減をお願いしたい。火力発電の燃料費の削減努力と同時に他のエネルギー

に対しても努力して欲しい。 

 総括原価方式は、一般企業で働く消費者から見れば不当に優遇されているとも言える。

団体費や広報費について、さらに削減できるのではないか。一般企業以上の徹底的な

経営効率化、コスト削減をお願いしたい。 

 総括原価方式は、コスト削減の努力が行われにくいといった問題を抱えている。電力

会社が過度な利益を得ることなく、コスト削減を促進する料金制度についての研究を

進めていただきたい。 

 必要性の低い遊休資産について売却しているようだが、全て子会社、関連会社を含め

て公開していただきたい。 

 芦浜原発の遊休地について、売却するなり、南伊勢町に寄付する等処分していただき

たい。 

 原子力発電は安くて安全という前提を改めていただきたい。リコールのように、福島

の事故の原因が判明させてから稼働させるのが筋ではないか。 

 各地で説明会を開催して、より一般の市民の方が理解できるような努力をしていただ

きたい。 

 

意見陳述１５番：榑松 佐一 様 

（意見の概要） 

 中小企業は消費税を価格に転嫁できていない。電気料金が値上がりしても製品価格に

転嫁することは考えられない。中小業者、特に個人事業主に大幅な値上げになってい

るのではないか。 

 資機材・役務調達で、極めて随意契約が多い。競争発注といいながら、指名競争入札

が圧倒的だと言われている。 

 総括原価方式はコストが上がれば上がるほど、事業報酬が上がる。中電の連結会社が

あるから利益の付け替えが可能。連結決算で考える必要がある。 

 今回の賃下げが子会社の非正規従業員の賃下げにならないか不安。賃金に見合うだけ

のふさわしいコスト削減を行ってほしい。 

 自由化部門の値段が公開されないと、誰も検証ができない。国民は納得できない。 

 オール電化の人にとっては、ほとんど詐欺である。オール電化の広告を未だにやって
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いる。やめたらどうか。 

 低所得としている１２０kWとはどういう世帯を想定しているのか。エアコン入れたら

１２０kWをすぐ超えてしまう。 

 競争発注比率３５％にするとどの程度コスト削減になるのか、また、５０％にできな

いのか。指名競争入札はどれくらい減らすことができるのか。 

 自由化部門の上位１０社の電気料金の幅と最低値を教えていただきたい。 

 浜岡５号炉のふたが飛び、海水が流入した理由ははっきりしているのか。これがはっ

きりしない状態で、原発関連費用を入れるのか。 

 

意見陳述１６番：三枝 豊明 様 

（意見の概要） 

 電気料金は、現行の総括原価方式による限り、料金値上げ・放漫経営の企業体質を変

えることができない。電気事業法の規定を変更し、一般事業のように競争と企業努力

が一般市民に見える制度に変更して値上げをやめていただきたい。 

 事業報酬率は設備投資をすればするほど、事業報酬が大きくなる。原子力発電所は高

値で、指名発注であるため、メーカーの高値で発注されてきた。また、減価償却は定

率償却なので、料金を維持するため、次々に設備投資する矛盾が起きる。 

 発電量がゼロである原子力発電会社に３００億円に及ぶ購入電力料が支払われている。 

 その他経費の宣伝費の中に、原発の宣伝やオール電化の見開き広告が入っている。 

 原子力発電の推進に関わる費用は、資本減価償却費に組み込まれ、原発を推進すれば

するほど、核燃料と核廃棄物を生み出せば生み出すほど、報酬を大きくする仕組みに

なっている。核燃料、使用済み核燃料が資本に組み込まれていて、買い込み、生み出

すほど電気料金を高く押し上げている。また、バックエンド費用も事業報酬を押し上

げている。 

 浜岡原発は停止中であっても、４２３０億円を越える費用を要している。早期撤退に

よって、料金引き下げと安全を確保すべきである。赤字の３倍近いお金が浜岡原発に

費やされておりおかしい。これに加えて核のゴミ問題が新たな料金の値上げ理由にな

る。 

 自由化部門の供給電圧別の単価と契約販売電力量はどうなっているのか。また、大口

契約の上位１０社の料金はどうなっているのか。 

 赤字になった時点で、自由化部門の料金改定の交渉を行ったのか。しなかったのはど

ういう理由か。 

 円安によって、輸出企業は巨大な利益を上げている。燃料費調整制度は、円安の進行

の中で、家庭と輸出企業でどのような調整を行っているのか。 

 現場で働いている労働者は努力している。東電の社長は事故後、賃金を半分にして、

７０００億円だった。４００億円のために、労働者の賃金を削るのは誤りである。 
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意見陳述１７番：工藤 芳郎 様 

（意見の概要） 

 電力事業の社会的使命は公益事業として全ての需要家に遍く公平に電気を供給するこ

とにある。これを実現するためには地域社会を含む各種のステークホルダーとの協同

協力の関係が必要となる。電力事業は長年にわたりＣＳＲ活動を推進している。査定

は電力事業が果たす社会的役割並びにそれに伴うコストを的確に評価されたい。 

 原子力発電は国策に基づき推進されたエネルギー政策の一環である。浜岡原子力発電

所においても、時の政権の主導に因り稼働停止するに至ったのであり、それに係る一

切の責任は政府にあるといえる。したがって政府は法令の整備等により、原子力発電

稼働停止に係る燃料費増嵩分に対する助成措置について検討すべきである。 

 資源輸入国であるわが国として、為替投機抑制策を国際的に提言すべきではないか。

ジェームス・トービンが提唱した「外国為替取引に対して低率の課税」などの省庁を

超えた検討を国策としてお願いしたい。現行の燃料調整条項ではまかなえない。 

 電力事業の社会的使命を達成するにふさわしい人材の確保とそれに見合う人件費が必

要。極端な削減は社員の士気を縮減させる。特に専門技術者については当該企業だけ

でなく国家的な人材資源と位置付け、然るべき対応がなされるべきである。異業種と

の比較論もあるが、単なる量的比較は合理的根拠なく、的確さを欠く。 

 原子力発電の全面的な稼働停止は化石燃料の大量使用を余儀なくし、地球温暖化を促

進することになる。政府は２０２０年に向けたＣＯ２削減目標を決定しなければなら

ない。原発の再稼働が進めば削減は上乗せされる。その意味でも新基準に合致した原

発再稼働、エネルギー基本政策の早期策定は急務である。 

 中部電力は、需要家に対して、料金値上げの理由、原価の説明と併せて電力事業の社

会的使命、これまでのＣＳＲ活動についての実績、これからのステークホルダーとの

協力関係の重要性、さらにわが国のエネルギー事情についても説明することが大切で

ある。説明は各分野別に影響力ある人たちを対象として相互理解を深めるため懇談す

ることが効果的である。また、事業報酬の対象となる大口債権者、株主に対しては積

極的な協力要請が求められる。 

 電力事業は１９７０年代のオイルショック以来の厳しい状況にある。各界に電力事業

が料金値上げを回避し、あるいは値上げ率を圧縮できるような策を講ずることが求め

られている。今回の値上げについては、困った時はお互いさまという日本人の美学を

発揮せねばならない。申請者自らの努力も見られるので、やむを得ないものと考える。 

 

意見陳述１８番：柴山 恭子 様  

（意見の概要） 

 公聴会が平日１回限りであると参加が難しい。中部電力管内の各県で土日の意見聴取
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をお願いしたい。 

 浜岡原発が動かなくても、中部電力は余剰電力を関西電力等に融通し続けることがで

きている。しかし、値段は個別の契約として教えられないということだった。情報が

明らかにしないで値上げは納得できない。 

 原子力発電のコストとリスクを過小評価している。東京電力でさえ国に頼っている。

メルトダウン事故の賠償に備えた十分な費用も計上しているのか。 

 原子力について、誠実に対応しているとは言えない。断層の図面は見せられないとの

ことで、地下水については、データがあるかどうかも答えることができないとのこと

だった。消費者にその安全性について具体的な説明もできない、秘密にしなければな

らないような発電を選択することは認められない。 

 ３号機の燃料棒を燃料プールに入れるべきではないか。乾式貯蔵への移行を急ぐべき

であるが、乾式貯蔵施設の費用は原価に入っていない。住民の要望である乾式貯蔵施

設の費用が入っていないのであれば、再稼働は全く現実的でない。 

 東海地震注意情報が出ても、出力の大きい原発は需給バランスを見る必要があるので

すぐには止められないとしている。巨大地震発生が予想されている地での原発稼働は

防災上も無謀である。 

 浜岡原発の３０キロ圏は主要な幹線が通っている。南海トラフ地震の被害想定に、原

発稼働リスクを増やさないでいただきたい。 

 芦浜原発のために取得した未利用地をいまだに中部電力は保有し続けている。南伊勢

町に有償ないし無償譲渡すべきではないか。 

 スマートメーターの電磁波の問題を心配している。有線方式を検討していただきたい。

また、スマートメーターによって、検針員が解雇されるのではないか。中部電力によ

ると、解雇されないとの回答だったが、一方で人件費の削減にならない面がある。さ

らに、これまでポストに入れられていた、検針票のついた請求書が、今後郵送される

のであれば、その費用を盛り込むべきではないか。 

 

意見陳述１９番：楓 健年 様  

（意見の概要） 

 なぜ値上げの直前に２０％の給与削減を発表したか違和感がある。個別経常損益のグ

ラフを平成２２年から載せているが、それ以前をとるとプラスになるのではないか。 

 浜岡原発は特殊な原発である。浜岡安全対策の費用は、当初は１，３００億円、現在

は２，８００億円、最終的には３，０００億円を超える事も考えられるが、再稼働に

これだけ費用をかけている原発はない。東日本大震災後に、稼働停止を要請されたこ

とが特殊性を説明している。浜岡は東海地震の震源域の中心にあり、万一苛酷事故が

発災すれば日本の生命線である東海道新幹線、東名高速、国道一号線、東海道線等が

全て３０キロ圏に入る。また、浜岡原発で福島第一の様な事故が起これば、首都圏に
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汚染物質が行き、日本が滅んでしまう。 

 原発には使用済み核燃料が山積みにされている。浜岡にどれくらいあるのか教えてほ

しい。 

 総括原価方式は矛盾を持っている。設備投資をすればするほど、事業報酬が上がる。

経産省は見直しの場を作っていただきたい。 

 私が区長をつとめる地区では高齢化率が２４％にあがるが、高齢者に対する別の料金

体系を用意できないか。また、チラシ、請求書では高齢者にわかりにくい。行政単位

別に説明会を開催する、アドバイザーによる訪問説明など説明を行っていく必要があ

るのではないか。 

 競争入札比率の目標について、２８年に３５％とあるが、一般的な企業の常識からす

ると、決して高くない。特殊な理由はあると思うが、一般競争入札できないような事

業は何か教えてほしい。 

 スマートメーターについては、器具の取り付けの料金を含めるとどれくらいになるの

か。また、どこから設置の順序について、具体的に教えてほしい。 
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中部電力の家庭用電気料金値上げ認可申請に 

関するチェックポイント 

 

平成26年１月22日 

消 費 者 庁 

 

電気料金は、消費者にとって生活の基礎をなす必需的なものであり、さらには、地域独

占的に供給されており、事業者の選択肢がなく、その料金の値上げは、国民生活に大きな

影響を与えるものである。また、電気料金の値上げは、家庭用電気料金のほか、商品やサ

ービスのコスト上昇圧力という形でも、家計に負担を与え得るものである。 

このため、電気事業者が、徹底した経営効率化の努力を行うとともに、料金の水準及び

内容並びに提供されるサービスについて十分な情報提供及び明確な説明を行い、電気料金

の値上げについて、消費者の理解がより得られるようにすることが重要である。そして、

提供されるサービスが、可能な限り低廉であり、かつ、中長期的にも安定供給が確保され

るものとして、消費者の権利1に即し消費者の意見を政策へ反映させるといった消費者の利

益により適ったものになることが求められている。 

消費者庁では、今般の中部電力株式会社の値上げ認可申請に当たっても、こうした観点

から、以下のとおりチェックポイントを作成した。 

特に、消費者庁が名古屋で開催した意見交換会においては、原子力発電の安全性に関す

る意見が多数表明されるなど、消費者の安全の確保に対する関心の高さがうかがえた。事

業者に対しては、こうした消費者の重要な関心事項について、十分な情報提供を行うこと

を期待したい。 

※ 今後の検証過程で変更を加えることがあり得る。また、原価に算入されない項目にも、

言及していることに留意。 

 

【財務状況】 

                                                   
1 消費者基本法（昭和 43年法律第 78号）第２条では、「国民の消費生活における基本的な

需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商

品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に対し

必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者の意見が消費者政策に反映され、並びに

消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利である」

と規定している。 

参考資料（3） 
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① これまで電気料金の値上げ認可申請をした電力会社に比べて剰余金の水準が高い中で

の値上げの必要性について、合理的に説明しているか。 

 

【人件費等】 

[給与等] 

② 役員報酬（一人当たり）、従業員年収（一人当たり）について、それぞれの立場に応じ

て、地域特性等の事情も踏まえて削減されているか。また、最大限の効率化が求められ

る状況下で、役員数及び従業員数が適正であることを明確かつ合理的に説明しているか。 

特に、役員報酬（一人当たり）については、国家公務員の指定職職員の給与の水準を参

考に減額しているか。 

また、一人当たりの給与手当水準の算定について、対象とした公益企業業種の選択理由

を明確かつ合理的に説明しているか。 

③ 役員報酬及び従業員給与の水準の算出・比較に関し、補正（地域、年齢、勤続年数等）

方法の選択は合理的なものとなっているか。 

 

[厚生費等] 

④ 厚生費等は、必要最低限の額が計上されているか。 

○法定厚生費：健康保険料の事業主負担について、申請内容（53.49％）を下回る、50％

を目指した可能な限りの削減をしているか。 

○一般厚生費： 

・厚生施設費・文化体育費の削減が行われているか。 

・カフェテリアについて、余暇・レジャー等の支出の廃止・縮減が行われているか。行

われていない場合には、その理由を明確かつ合理的に説明しているか。 

・その他各種奨励金・拠出金等（例えば、自社株の取得を目的とするもの 等）について、

廃止・縮減が行われているか。行われていない場合には、その理由を明確かつ合理的

に説明しているか。 

○従業員以外の者であってその業務内容が不明確なもの（相談役、顧問等）や地方議員

兼務者に係る費用について、原価から除かれているか。また、出向者への給与、その

他の雑給について、原価算入に値するものに限定されているか。 

 

【調達等】 
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⑤ 競争入札比率については、高い水準を目指して引き上げるべきであり、申請内容（35％）

は、東京電力の事例を踏まえた水準となっているか。競争入札の対象分野を明らかにす

るなど、実現に向けた具体的な方法を説明しているか。各年の競争入札比率の導入目標

を設定しているか。競争入札以外の方法による調達のうち、関連会社とそれ以外の会社

とが占める割合及びその理由を公表しているか。 

⑥ 随意契約を含む調達費用の削減率について、各電力会社のこれまでの取組のみならず、

今後の効率化努力も踏まえつつ、10％程度を目標としているか。また、その削減対象と

なる分野を、可能な限り拡大しているか。 

⑦ 競争入札比率の拡大及び随意契約費用の削減等、調達の見直しについて、第三者の視点

をもって、その進捗を継続的に検証できるような仕組を検討しているか。 

⑧ 広告宣伝費等普及開発関係費について、公益的な目的から行う情報提供であって、合理

的な理由があるものに限り、原価に算入しているか。また、廃棄物処理費、養成費、研

究費、諸費について、厳に必要なもののみを原価に算入しているか。さらに、交際費の

大幅な削減、兼職職員への人件費等の支払の廃止・縮減が行われているか。これらの対

応が行われていない場合には、その理由を明確かつ合理的に説明しているか。 

⑨ 寄付金、団体費、交際費等は、廃止されているか。 

⑩ 電力中央研究所への分担金は、その内容が真に必要なものに限られているか。（各研究

テーマとそれぞれの予算額、再委託を行う場合はその比率。） 

⑪ 子会社・関連会社について電力会社本体並の経営合理化を行い、それを調達費用の更な

る削減に反映させているか。また、役員の報酬・賞与・退職慰労金について、その削減

が各電力会社本体における措置に準じたものとなっているか。 

⑫ 子会社・関連会社の役員を兼務している者は、その報酬を削減しているか。 

⑬ コスト削減努力を明確かつ定量的に原価の削減に反映しているか。（例えば、スマート

メーターの調達改善努力、導入による業務効率化等による人件費・修繕費等の削減 等） 

 

【事業報酬】 

⑭ 安定供給、財務状況等を踏まえ、事業報酬率は適正なものとなっているか。 

 

【減価償却費、レートベース】 

⑮ 減価償却については、原価算入の対象となる資産の範囲・種別が明確で合理的なものに

なっているか。 
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⑯ 原価算定期間内に稼働が見込まれない原子力発電設備をレートベースに含める理由が

説明されているか。また、建設中の資産について、レートベース算入・不算入の根拠が

説明されているか。 

 

【燃料費、購入電力料等】 

⑰ 火力発電所の稼動増に対し、電源構成（原油、ＬＮＧ、石炭、水力等）の発電単価を踏

まえた燃料費の抑制策を講じようとしているか。 

⑱ 燃料単価の上昇は燃料費調整制度において電気料金に織り込み済みであるにもかかわ

らず、燃料費の増加を理由に電気料金を値上げしなければならないことについて分かり

やすく説明しているか。 

⑲ 今回の原価算定期間において、燃料調達の長期契約の満了件数及び契約更改等によるコ

スト削減の定量的な見込みはどのようになっているか。 

⑳ 燃料費の低廉化について、具体的な取組方針が、必要な情報とともに説明されているか。

また、これらの取組による燃料費削減期待額を織り込んで、あらかじめ燃料費を削減で

きないか。 

㉑ 他の電力会社及び電気事業者に支払う購入電力料、販売電力料及び再処理積立金につい

て、その内容は明らかにされているか。特に、 

・購入電力料の契約相手方の広告宣伝費、寄付金、団体費等は合理的理由があるものに

限られているか、そのほか、契約相手方にコスト削減努力を求め、定量的なコスト削

減を織り込んでいるか。 

・日本原電及び北陸電力志賀原子力発電所からの購入電力料については、人件費等の費

用について、中部電力並の削減努力を反映しているか。 

㉒ バックエンド費用について、その内容及び電気料金との関係が分かりやすく明確に情報

提供されているか。原子力発電所の廃炉に関わる会計制度の変更により、発電所設備の

減価償却、解体引当金について、原価への計上方法が変更されたが、それによる電気料

金の値上げがどの程度になるのか定量的に分かりやすく説明しているか。 

㉓ 浜岡原子力発電所の再稼働に向けて行う安全対策も含めた新規の設備投資が、今後、ど

の程度の期間、原価に織り込まれるかについて合理的な説明をしているか。 

㉔ 原価算定上、浜岡原子力発電所が再稼動することを織り込んだ理由と再稼動しない時の

電気料金への影響を、バックエンド費用（㉒）や浜岡原子力発電所の再稼働に必要な新

規の設備投資（㉓）についての見込みも含め、明確に説明しているか。 



111 
 

 

【規制部門と自由化部門の関係】 

㉕ 原価の部門間の配分について、規制部門と自由化部門を比較した妥当性が検証でき、定

量的で平易な説明を行っているか。 

㉖ 規制部門と自由化部門の損益構造が、バランスのとれたものとなっているか。 

 

【需要の推計、見込みと実績の乖離】 

㉗ ピーク需要の推計は、合理的な根拠に基づき適切に行われているか。また、ピーク需要

比については、景気拡張期、後退期をどのように織り込んでいるか明らかにされている

か。 

㉘ 過去の原価算定期間内における販売電力量（特に、供給約款に係る部分）及び原価項目

について、見込み値及び実績値並びにその乖離を公表しているか。また、今後について

も、同様に公表するか。 

 

【新料金体系への移行に向けた情報提供等】 

㉙ プランの変更について、各消費者が試算できるよう、工夫しているか。各消費者の使用

実績を基にした各プランの値上がり幅を周知しているか。 

㉚ 省エネ、節電のインセンティブが高まる料金メニュー等が設定されているか。 

オール電化やピークシフトメニューによる節電インセンティブや料金節約方法は分か

りやすく説明されているか。また、供給約款料金と選択約款料金の設定において、消費

者にとっての平等性が確保されているか。 

㉛ 浜岡原子力発電所３号機及び４号機の再稼働に伴う燃料費・修繕費・減価償却費が営業

費用に与える影響を消費者に分かりやすく情報提供を行っているか。対象となる消費者

に応じた適切な方法で、新料金体系及び原価項目（公租公課も含む）の増減要因等を、

事前に周知・説明することにしているか。 

また、情報提供に当たっては、消費者の居住地に関わりなく、適時かつ公平に広報・周

知体制が取られているか。 

さらに、値上げ認可申請の理解のため、消費者や消費者団体からの要望に応えるととも

に、積極的に説明会等の開催を提案しているか。 

㉜ また、消費者への負担に加えて、取引先、株主、金融機関等各ステークホルダーの負担

についても定量的なデータを明示する等分かりやすく周知・説明することとしているか。 
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㉝ （料金改定が認可される場合・料金改定後も）消費者からの問合せ・苦情に対して、丁

寧な説明（適当な場合には業務への反映）等消費者対応に万全を期しているか。 

 

【資産売却等】 

㉞ 保有する不動産や子会社等の株式、子会社等が所有する資産の売却について、積極的に

行っているか。その進捗の公表を行っているか。 

㉟ 電力会社本体が行う附帯事業について、電力事業に負担となるような事業については、

必要な見直しがなされているか。 

 

【電灯需要の伸び予測、最大電力量想定及び節電予測】 

㊱ 次のような観点も踏まえて、最大電力量の根拠として、特に節電を行うことによる影響

をどのように見込んでいるのかについて、明確かつ合理的に説明されているか。 

（１）需給逼迫への対策として行われた節電要請の継続や他の代替エネルギー自給の流れ、

値上げによる負担増回避のための節電等が需要の伸びに与える影響。 

（２）節電予測について、電力会社が行ったアンケート結果の評価。 

（３）定着する節電量の想定。（一定量とするか、一定率とするか。） 

㊲ 供給予備力はどのような根拠で算出されるのか明らかにされているか。その際、供給予

備率の水準は、原価算定期間内の電源構成の変動等も踏まえて、明確かつ合理的に説明

されているか。また、仮に、予備力を上回る電気供給を行わなければならなくなった場

合、その対応はどのようなものか明らかにされているか。 

 

【適切な審査等】 

㊳ 消費者への情報提供の内容に関し、消費者等からの意見を踏まえた継続的な改善をして

いくことにしているか。 

㊴ 公聴会終了後の審査プロセスにおいても、一層の情報公開を行うことにしているか。例

えば、査定方針案の公表を計画しているか。 

㊵ （料金改定が認可される場合）改定された料金の実施時期は、改定に関する消費者の理

解の浸透状況を踏まえたものとなっているか。 

 

【今後、中長期的に取り組むべき事項】 

㊶ 消費者が電気料金を理解するに当たって、電力事業、核燃料サイクル政策を含めたエネ
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ルギー政策の今後の在り方は消費者の重要な関心事項であり、また、再生可能エネルギ

ーの使用拡大等、エネルギーの多様化について消費者の関心が高いが、こうしたことに

ついて、十分な説明と情報提供をすることにしているか。 

㊷ 今回の原価算定期間終了後には、浜岡原子力発電所の再稼働の本格化により電源構成が

大きく変わり、原価算定期間に比べ燃料費が大幅に削減されることによる値下げも想定

されるが、その際の値下げ幅について、検証を行うこととしているか。 

以上 
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消費者庁からの意見への対応について 

 

平成 26年 4月 

経済産業省 

Ⅰ．全体的な評価 

○人件費、調達等に関してはこれまでの各電力会社の家庭用電気料金値上げ認可申請の

際のプロセスと同様に、１月 22 日に公表した「中部電力の家庭用電気料金値上げ申

請に関するチェックポイント」（以下「チェックポイント」という。）で指摘した意見

が、先取りされて査定方針案に反映されている。このことは、チェックポイントが家

庭用電気料金値上げ認可申請の審査の過程において、公平かつ効率的な料金査定方針

案策定のための指針とすることが定着したものと評価できる。 

○水力発電について異常気象の影響のある過去３年間の停止率の実績に基づく申請を、

過去 10 年間の実績に基づくべきと査定することにより、燃料費を申請より減額査定

した点は評価できる。 

○今回の経済産業省資源エネルギー庁における公聴会の運営、審査プロセスの透明性等

についても評価できる。 

○Ⅱ．で掲げる個別の項目については、更なる対応をしていただきたい。また、Ⅲ．に

ついては今後の課題として検討していただきたい。（消費者委員会では、Ⅱ．の対応

結果について説明を求め、Ⅲ．の検討結果について将来しかるべき時期にヒアリング

を行いたいとしている。） 

 

１．電気料金の認可プロセスについては、平成 24年 3月にとりまとめた「電気料金制度・

運用の見直しに係る有識者会議」報告書（以下「有識者会議報告書」という。）や、消費

者委員会・消費者庁の提言内容を踏まえ、料金審査プロセスを改善するとともに、その後

の経験も踏まえて、見直しを行っている。現在、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事

業分科会電気料金審査専門小委員会（以下「電気料金審査専門小委員会」という。）の委

員には、消費者問題の専門家に参加いただくとともに、電気料金審査専門小委員会の審議

についてインターネット中継を行った。また、公聴会については、約 2ヶ月の募集期間を

設けるとともに、消費者団体等を通じ 633団体に周知依頼を行うとともに、電気料金審査

専門小委員会の委員の参加も得た。 

 

２．電気料金審査専門小委員会の審査においては、消費者庁より示されたチェックポイント

も踏まえた形で議論が行われ、電気料金審査専門小委員会査定方針案（以下「査定方針案」

という。）に反映した。 

参考資料（4） 
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Ⅱ．今般の値上げの認可申請に際し検証した事項 

１．人件費等 

○厚生費については、 

・健康保険料の事業主負担について、法定負担割合の 50％を目指した削減とすべきで

ある。 

・これまでの各電力会社の値上げ認可申請の査定方針等を反映して、カフェテリアプ

ラン等に加え、その他各種奨励金等一般厚生費における各項目の削減状況も明確化

し、引き続き効率化を図る観点からの検討を行うべきであり、必要最低限の額を計

上すべきである。 

 

１．健康保険料については、健康保険法第 161条において「被保険者及び被保険者を使用す

る事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する」と定められているが、同法第 162

条では「健康保険組合は、前条第 1 項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、

事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができ

る」と定められている。査定方針案では、健康保険料の事業主負担割合については、健康

保険組合の現勢（平成 25年 3月末現在）によれば、単一・連合の計の負担割合は 55％と

なっているが、近年における単一・連合及び類似の公益企業の低減傾向を踏まえ、原価算

定期間（平成 26年度～28年度）内は年々引き下げて、平成 28年度末には 53.49％の負担

割合とした中部電力の申請は妥当であるとしている。 

 

２．一般厚生費については、労働安全衛生法や次世代育成支援対策推進法といった法令等に

定められた企業としての責務を果たすもののほか、社宅及び独身寮にかかる費用やカフェ

テリアプラン等、従業員の福利厚生やモチベーションの維持・向上を図るものも含まれて

いるが、持株奨励金、保養所等の厚生施設関連費用及び文化体育費については料金原価に

算入されていない。これらにより、今回の申請における従業員 1人あたりの一般厚生費は、

前回の平成 20年料金改定原価に比べ、32.7万円から 27.3万円に減額されている。この結

果、一般電気事業供給約款料金審査要領（以下「審査要領」という。）に基づき、日本経

済団体連合会「2012年度福利厚生費調査結果報告」の 1,000人以上企業の平均値（30.8

万円）と比較した中部電力の 1人当たりの一般厚生費の水準は妥当である。ただし、社員

の社宅及び独身寮に係る清掃、賄い、貯水槽の点検及び防火管理業務等に係る委託費用に

ついては、競争入札導入等による効率化が期待できることから、今後の設備投資や修繕費

等の資機材・役務調達に織り込まれている効率化努力分（▲10.31%）を料金原価から減額

する。この結果、申請額からの削減額は、0.92億円となる。 
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第 7回電気料金審査専門小委員会資料 8－2より 

 

 
 

 

15 【 参考 】 一人当たり一般厚生費の水準 
 一人当たり一般厚生費は、保養所・クラブハウスの全廃等の福利厚生制度の見直しにより、メルクマールである 1000 人以上企業 

平均を下回っております。 

27.3 31.1 

0 

10 

20 

30 

当社 全産業平均 
1000 人以上 

( 万円 ) 

出典：日本経済団体連合会「 福利厚生費調査結果報告 」（平成 23 年度） 

【 福利厚生制度の目的 】 
当社の福利厚生制度は、電力の安全・安定的な供給に必要な人財の確保、労働生産性の向上を目的に、従業員の安全・衛生の確保、 

住環境整備・支援、職場の一体感の醸成、チームワークの向上に資する施策を実施 

安全 健康 厚生施設 
○法定安全教育 
○作業安全対策 
○交通安全対策 

○産業医報酬（法定） 
○健康管理・増進活動 
○メンタル対策 

○社宅 
○独身寮 

ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ 活力向上 財産形成 
○保険 
○弔慰金 
○共済会、医療共済会 

○ｶﾌｪﾃﾘｱﾌﾟﾗﾝ ○財産形成貯蓄 

厚生施設 活力向上 
○保養所･ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 
○体育施設 

○ｸﾗﾌﾞ･ｻｰｸﾙ活動 
○職場文体行事 

財産形成 
○自社株投資会 
○財産形成貯蓄 

活用給付金 

１ 原価算入 ２ 原価不算入 

５．厚生費 の概要 
 法定厚生費は、社会保険料率（厚生年金保険料率、健康保険料率、介護保険料率等）の引上げによる影響はあるものの、年収水準 

の引下げや、健康保険料会社負担率の引下げなどにより前回改定に比べ 8 億円減少しております。 
 一般厚生費は、保養所・クラブハウスの全廃等により 4 億円減少しております。 

13 

（百万円） 
①今回 ②前回 ③差引 

主な増減要因 
H26 ～ H28 H20 ①－② 

法定厚生費 18,113 18,902 ▲ 789 
健康保険料 5,961 6,115 ▲ 154 会社負担比率の引下げ 
介護保険料 505 375 130 
労災保険料 254 456 ▲ 202 
雇用保険料 1,017 1,337 ▲ 320 
厚生年金保険料 10,030 10,336 ▲ 306 
健康診断費 163 131 33 
児童手当拠出金 180 187 ▲ 7 
その他 2 ▲ 35 37 

一般厚生費 4,900 5,257 ▲ 357 
安全管理費 98 109 ▲ 11 
衛生管理費 673 675 ▲ 2 
財形利子補給金 587 859 ▲ 272 
文化体育費 0 168 ▲ 168 文化体育費のカット 
自社株奨励金 0 122 ▲ 122 自社株奨励金のカット 
厚生施設運営費 1,424 1,698 ▲ 274 保養所、クラブハウス全廃 
カフェテリアプラン 1,602 1,146 +456 付与ポイントの増（平成 22 年度） 
慶弔費 171 177 ▲ 6 
その他 345 303 42 
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２．調達 

○競争入札の比率について、東京電力株式会社の事例2を踏まえ、更に拡大すべきである。  

 

１．競争入札の比率について、中部電力は「平成 24年度の競争発注と特命発注の比率は 29%

対 71%であり、特命発注のうち、関係会社の占める割合は 49%、発注総額に占める関係会

社取引の割合は 37%になる。」とした上で、「さらなる競争発注の拡大に取り組み、平成

28年度末に 35%程度を目指す。」としている。また、「仕様の簡素化や共通化とそれによ

る新規取引先の発掘等により可能な限り制約条件の解消に向けた検討を進め、競争環境を

整備する。」としている。 

 

２．料金原価について、中部電力は、設備投資及び修繕費等（※1）の資機材・役務調達の

うち、今後契約を締結するものについて、①東日本大震災前の価格水準から 10%の調達価

格を削減することと、②子会社・関係会社との契約取引に係る費用のうち一般管理費等の

コスト削減可能な部分についても、出資比率に応じ 10%の調達価格を削減することを基本

方針とし、これらを合わせた平均 10.31%（うち子会社・関係会社取引分 0.31%）を設備投

資等への効率化として織り込んでいる（コスト削減を求めることが困難な費用を除く(※

2)）。この効率化の水準は東京電力及び関西電力等の査定水準と同等である。 

  また、価格水準について、中部電力と東京電力のそれぞれの委託人件費単価を比較した

ところ、中部電力の方が低い水準であった。さらに、公共工事設計労務単価（※3）と比

較することが可能な 37職種（電工、機械運転工、塗装工等）について、中部電力、中部

5県平均及び全国平均の単価を見比べたところ、中部電力が今回の原価算定に適用した平

成 25年度単価は中部 5県平均及び全国平均より低い水準であるとともに、東日本大震災

前の平成 23年度単価と同じ水準であった。 

  以上を勘案すると、中部電力の設備投資等の効率化の織り込みについては適当である。  

※1 設備投資、修繕費、固定資産除却費、廃棄物処理費、委託費、普及開発関係費、

研究費、養成費等 

※2 コスト削減が困難な費用の例：市場価格がある商品・サービスの単価、既存資

産の減価償却費、公租公課 等 

※3 農林水産省及び国土交通省が、公共事業労務費調査に基づき、公共工事設計労

務の単価を決定したもの 

 

３．調達の検証については、平成 25年 3月 6日に総合資源エネルギー調査会総合部会電気

料金審査専門委員会がとりまとめた「関西電力株式会社及び九州電力株式会社の供給約款

変更認可申請に係る査定方針案」(以下「関西電力及び九州電力の電気料金値上げ認可申

請に係る査定方針案」という。)において、今後の課題として「経営効率化に関し、今回

の申請にとどまらずより長期的かつ持続的、効果的に経営効率化の取組を進めていくため、

例えば発注の仕様を社内の人材が作成するために必要なエンジニアリング能力を向上さ

せるなど、様々な取組を行い、その取り組みを随時公開するべき。また、経営効率化計画

に係る評価について、電気料金の透明性を確保し、以って需要家の理解を得るために、外

部の第三者の視点を取り入れた検討・検証を行う仕組みを導入するなど、電気事業者の経

                                                   
2 「競争入札の導入比率について東京電力は５年間で 60%の水準を達成するとの目標を表明したが、その前倒

しを求める」とされている（平成 24年７月 19日付け経済産業省「消費者庁からの意見の対応について」） 
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営効率化インセンティブを更に促進する仕組みを検討すべきである。」としており、今後、

東京電力の事例を踏まえ、中部電力に関しても競争入札の比率の更なる拡大を促すことを

含め具体的な対応策を検討してまいりたい。 

 

 

 



 

119 
 

 

○中部電力株式会社において、子会社による不正請求事案の発生を踏まえて、子会社等

との取引が適正となるよう、工事の実施状況の確認強化等、再発防止に努めるべきで

ある。 

 

中部電力は、第 12回電気料金審査専門小委員会において、再発防止策として工事の実

施状況の確認強化のほか、コンプライアンスや支払知識（支払に係る業務知識）の教育、

支払体系の見直し、しゅん工業務の支店集中化及び施工プロセス改善検討チームの設置等

を掲げるとともに、これらの確実な実施を表明しているところ、当省としても、その取組

を注視してまいりたい。 
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３．事業報酬 

○事業報酬について、下記の例を含め、消費者にとってなぜ査定方針案で盛り込まれた

事業報酬が適正であるのかについて丁寧で分かりやすく説明を行うべきである。 

 

（事業報酬について、消費者の持つ疑問の例） 

・事業報酬は、電力会社の利益に相当するのではないか。消費者が電力を消費する対

価（受益者負担）として、なぜ電気料金で負担しなければならないのか。 

・事業報酬の算定に用いられている自己資本比率が実際よりも高い 30％をベースに

算定が行われ、その実際との差額相当分を、消費者が電力を消費する対価（受益者

負担）として、なぜ電気料金で負担しなければならないのか。 

・原価算定期間内に稼動を見込まず、電力需要者である消費者への電力供給に直接的

に寄与しない原子力発電所をレートベースに算入し、消費者が電力を消費する対価

（受益者負担）として、なぜ電気料金で負担しなければならないのか。 

 

１．事業報酬は、借入金・社債に対する支払利息や株主への配当金等に充当するための資金

調達コストに相当するものであり、いわゆる利益とは異なる。すなわち、電気を安全・安

定的に供給するためには、発電設備や送変電設備等の建設・維持管理を行う必要があり、

一般電気事業者はそのための巨額の設備投資資金等事業運営に必要な資金を調達する必

要がある。資金調達は、銀行等からの借り入れ、社債の発行による調達（他人資本）や株

式の発行等による調達（自己資本）により行われるが、銀行・社債の債権者にとっては利

子率、株主にとっては配当や株価上昇などがそれぞれ期待する収益率を上回る場合に、資

金調達が可能となる。このため、電気事業法においては、これらの収益率に相当する額を

「適正な利潤」（事業報酬）として電気料金による回収を認めており、一般電気事業供給

約款料金算定規則（以下「算定規則」という。）に基づき、適正な事業資産価値（レート

ベース）に事業報酬率を乗じて算定される。 

なお、かつては、支払利息や配当金等を積み上げるいわゆる積み上げ方式により事業報

酬を算定していたが、積み上げ方式では、各社毎の資本構成の差異等によって原価水準に

差が出ることや、一般電気事業者における資金調達コスト低減のインセンティブが乏しい

ことから昭和 35年に現在の事業報酬制度に変更したものである。 

 

２．現行の事業報酬制度においては、適正な事業資産価値（レートベース）に事業報酬率を

乗じて事業報酬額が算定されることとなっているが、事業報酬率については、算定規則に

おいて、自己資本報酬率に 3割、他人資本報酬率に 7割のウェイトを乗じた加重平均とし

ている。自己資本報酬率に乗じる比率である自己資本比率については、レートベース方式

導入当時は 5割とされていたが、平成 7年にガス、通信、航空、鉄道といった類似の公益

企業の自己資本比率を参考に、電気事業として適正な自己資本比率として 3割が設定され

たものである3。現状、中部電力の自己資本比率は 3 割を下回っており、配当や支払利息

等の実際の資金調達コストを上回る額が事業報酬として認められているのではないかと

の指摘があるが、中部電力は平成 23 年度以降、赤字により自己資本が毀損しており、財

                                                   
3 レートベース方式を採用しているガス事業、鉄道事業における自己資本比率はそれぞれ 35％、30％と

なっている。 
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務体質悪化の中で資金調達環境が悪化している。こうした中、現行レートベース方式の下

で資金調達コストの低減に努め、内部留保の充実を通じて将来の資金調達コストを低減さ

せていくことは、中長期的な電気料金の安定性の観点から、需要家にとってもメリットが

あるものと考えられる。 

 

３．審査要領上、「長期停止発電設備については、原価算定期間内に緊急時の即時対応性を

有すること及び改良工事中などの将来の稼働の確実性等を踏まえてレートベースに算入

する」とされている。中部電力においては、一部の原子力発電について、料金算定上原価

算定期間内の再稼働を見込んでいないが、これらの原子力発電所についても、高経年化対

策等に加え、更なる安全性向上対策等の実施を計画し、再稼働に向けた準備を進めている

ところであり、原価算定期間以降には稼働するものと想定しており、現時点においては「適

正な事業資産価値（レートベース）」と認められる。 

 

 

中部電力株式会社の供給約款変更認可申請に係る査定方針案 p71 

 

参考資料⑤ （自己資本比率の推移等）

71

【当社債の流通市場におけるスプレッドの推移（残存10年程度）】

（データの出所：日本証券業協会 売買参考統計値）
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４．購入電力料 

○中部電力株式会社が日本原子力発電株式会社及び北陸電力株式会社に支払う、購入電

力料に含まれる人件費を中部電力株式会社と同等に合理化しているかを確認するた

め、日本原子力発電株式会社や北陸電力株式会社の役員報酬及び人件費の削減幅等の

合理化の内容を、より明確に定量的に説明すべきである。 

 

１．中部電力が北陸電力及び日本原電に支払う原子力発電による購入電力料については、受

電量に応じて支払う電力量料金と受電量にかかわらず支払う基本料金の組み合わせで設

定されている。今回申請では、原価算定期間における受電量をゼロと見込んでおり、核燃

料費等受電量に応じて支払う電力量料金は料金原価に算入されていないことなどから、原

子力発電に係る購入電力料全体で前回（平成 20年料金改定）に比べて 187億円の減とな

っている。他方で、今回申請においては、停止中の原子力発電所に係る維持管理や安全対

策工事などに必要と見込まれる費用が料金原価に算入されているが、これらの費用につい

ては、購入の相手方との契約書原本等を確認した結果、以下の理由から、料金原価に算入

することを認めることが適当である。 

① 発電電力量の全量を受電会社に供給することとしているなど当該原子力発電所は契約

の相手方との共同開発であると認められる。 

② このため、人件費、修繕費や減価償却費等の原子力発電所を安全に維持管理する費用

や、将来の稼働に向けた投資に要する費用についても、自社電源同様、負担する義務

があると考えられる。 

 

２．また、中部電力が契約している発電所は、北陸電力及び日本原電においては、津波対策

や耐震強化に係る改良工事を実施中であるなど、安全機能の維持や発電再開に向けた準備

を実施中である。なお、日本原電敦賀発電所の敷地内破砕帯については、原子力規制委員

会の有識者会合で「耐震設計上考慮する活断層」であると考える旨、評価書にとりまとめ

られ、平成 25年 5月の原子力規制委員会で報告・了承されている。当該評価書には「今

後、新たな知見が得られた場合、必要があれば、これを見直すこともあり得る」旨も記載

されており、評価書とりまとめ後の平成 25年 7月に、新たなデータとして調査報告書を

日本原電から原子力規制委員会へ提出している。これらを踏まえ、平成 25年 12月の原子

力規制委員会において、評価書の見直しの要否を議論するため、有識者による評価会合及

び現地調査を行うことが了承されたが、現時点で、原子力規制委員会としての最終的な結

論は出されていない。 

 

３．他方で、中部電力は契約の相手方に対して効率化努力を求めていくべきであり、既設分

の減価償却費や固定資産税等といった効率化努力が見込めない費用を除く人件費や修繕

費等について、中部電力自身による効率化努力分と比較し、既に織り込まれている効率化

努力分では足らざる部分については、料金原価から減額する。 

 

４．とりわけ、日本原電については、中部電力も出資している会社であり、役員における人

的関係等を考慮すれば、日本原電からの購入電力料に含まれる人件費については、中部電

力のコスト削減努力並に料金原価から減額し、その他の一般管理費等のコスト削減可能な

経費についても、中部電力のコスト削減努力に照らし、10％減額する。 
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５．特に、人件費については、日本原電の現行の常勤役員一人当たり報酬額 2,000万円（平

成 25年度推定実績）を中部電力同様、国家公務員指定職と同水準（1,800万円）とする

とともに、中部電力の役員と兼務している非常勤役員への報酬については料金原価への算

入を認めない。また、一人当たり従業員給与については、720万円（平成 25年度推定実

績）であるところ、中部電力の査定後の水準である 623万円まで料金原価を減額する。な

お、他社の査定方針も踏まえ、さらに中部電力が北陸電力及び日本原電と交渉した結果、

平成 26年度の受給契約において、査定後原価を下回ると確認できたものを料金原価に反

映する。 

 

６．以上により、中部電力が北陸電力及び日本原電に支払う原子力発電に係る購入電力料の

申請額からの削減額は、4億円となる。 
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５．新料金体系への移行に向けた情報提供等 

○新料金体系への移行に向けた情報提供等に当たっては、十分な周知が行われるよう中

部電力株式会社において管内の消費者に適時かつ万遍なく届くような広報・周知体制

を取るよう促すべきである。 

また、中部電力株式会社において下記の対応を取ることを促すべきである。 

・消費者や消費者団体等からの説明会開催や情報提供等の要望に応えるとともに、積

極的に説明会等の開催を提案すること。 

・ウェブサイト等に、公聴会等の場で消費者から多く寄せられる疑問点等（例えば、

他の電力会社と比べて剰余金の水準が高い中で値上げを行う必要性や、燃料費調整

制度が存在する中で燃料費の増加を理由に値上げをしなければならない理由等）に

対する回答（いわゆるＦＡＱ）を掲載すること等を通じて、明確かつ丁寧に対応す

ること。 

○さらに、中部電力株式会社においては、料金改定後は、消費者からの問合せ・苦情に

対して、丁寧な説明（適当な場合には業務への反映）を行うとともに、定期的に消費

者団体等との意見交換を行い、事業運営に消費者の意見を反映させるといった対応も

行うべきである。 

 

１．中部電力は「申請以降、料金値上げに至った背景、値上げ申請の内容、経営効率化への

取り組み状況等について、検針時に配布するチラシ等で広くお知らせするとともに、プレ

ス発表の添付資料や電気料金審査専門小委員会及び家庭用電気料金の値上げ認可申請に

関する調査会での説明資料を、当社ホームページのトップページに設定した専用サイト

（「電気料金の値上げのお願いについて」）に適宜掲載し、タイムリーに提供している（平

成 26年 3月末時点で約 5万アクセス）。 

また、当社ホームページの専用サイトにおいて、値上げによる影響額をお客さまご自身

でご確認いただける「値上げ影響額シミュレーション」や、ご契約メニューを変更した場

合の電気料金をお客さまご自身で比較することができる「ご契約メニュー比較シミュレー

ション」を提供している。 

消費者団体さま・経済団体さま・自治体さま等の各種団体さまに向けては、リーフレッ

ト等を活用し、個別の訪問や説明会等において詳細にご説明している（平成 26 年 3 月末

時点で約 1千件）。 

また、値上げに関するお客さまからのご意見やご質問に対しては、専門窓口（電気料金

値上げ申請に関する専用ダイヤル）の設置の他、ホームページ等からのお問い合わせへの

受付体制を整えるとともに、必要に応じて、お客さま訪問等あらゆる機会を通じてお客さ

まへ丁寧にご説明している（平成 26 年 3 月末時点での専用ダイヤルへのお問い合わせ件

数は約 4 千件）。加えて、お客さまからのお問い合わせが多いご質問とその回答について

当社ホームページの専用サイトに掲載している。」としている。 

 

２．加えて、中部電力は「認可を受けた場合、実施日までに全戸に配布するチラシ、ホーム

ページ、新聞広告などを通じて、認可を受けた原価や値上げの内容、影響額等をすみやか

にお知らせしていく。 

消費者団体さま・経済団体さま・自治体さま等の各種団体さまへも、申請時同様、すみ
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やかに訪問して説明を行うとともに、説明会等において、新料金に関する情報提供に加え、

消費者のみなさまからのご質問にも丁寧にお答えしていく。 

また、料金改定後についても、従来から実施してきた消費者団体さまとの意見交換会等

を継続し、当社の経営効率化の進捗や、今回の織り込み原価と実績額等に関しても丁寧に

説明していく。」としている。 

 

３．経済産業省としても、引き続き、十分な周知が行われるような広報・周知体制を取るよ

う促してまいりたい。 
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６．その他 

○中部電力株式会社は、計画が撤回された芦浜原子力発電所予定地など、売却可能資産

の現状、処分計画等を明らかにするとともに、引き続き保有するものについては、そ

の理由や、今後の取扱い等についての説明責任を果たすべきである。 

 

中部電力は「経営効率化の一環として、事業所の統廃合や社宅などの厚生施設の廃止を

進めるとともに、土地をはじめとする保有資産の売却を実施してきた。平成12年度の電気

事業法改正以降、積極的に資産活用・売却を推進し、平成24年度までの13ヵ年で、約2,000

件、約110万㎡の土地を約260億円で売却した。また、平成25年4月に設置した経営効率化

推進会議のもとで、当社が保有する施設全般について改めて必要性を検証しており、憩の

家、クラブハウスについては平成25年度末に全施設の営業を終了する等の決定をしている。

今後については、電気事業ならびに当社グループの成長という観点から、常に必要性を検

証しながら、保有資産のスリム化・有効活用を図っていく。なお、芦浜の土地については、

当時の計画地の大半を取得し一団の土地となっていることから、具体的な活用方法につい

て、土地の特性や収益性等から検討しており、現時点では処分することは考えていない（同

土地は料金原価に含めていない）。これらの保有資産のスリム化に関する取り組みについ

ては、電気料金審査専門小委員会の説明資料等で定量的なデータを公表しており、当社ホ

ームページにも掲載するとともに、経営効率化の進捗については今後も経営の概況の中で

公表する予定である。」としている。 

 
第 8回電気料金審査専門小委員会資料 6-4より 

29７．保有資産のスリム化

 当社は、聖域なき経営効率化の一環として、事業所の統廃合や社宅など厚生施設の廃止を進めるとともに、土地をはじめとする保有
資産の売却を実施してまいりました。

 また、平成25年４月に設置した「経営効率化緊急対策本部」の下で、当社が保有する施設全般について、改めて必要性を検証してお

ります。

 今後も、電気事業ならびに当社グループの成長という観点から、常に必要性を検証しながら、保有資産のスリム化・有効活用を図っ
ていきます。

◆これまでの資産売却実績

件数 面積 売却価格

平成12(※)～24年度 約2,000件 約110万㎡ 約260億円

※ 平成12年の電気事業法改正（兼業規制撤廃）以降、宅地建物取引業の免許を取得（平成13年３月）し、積極的に

資産活用・売却を推進しております。

用途
これまでのスリム化

（平成12～24年度）
今後の取り組み（※）

事業所

（営業所、電力センター、給電制御所）
36施設の廃止 ―

社宅・独身寮 2,404室の廃止 平成28年度末までに約600室を廃止

憩の家 10施設の廃止 平成25年度末に全施設の営業を終了

クラブハウス 33施設の廃止 平成25年度末に全施設の営業を終了

※ 経営効率化緊急対策として廃止・終了を決定したもの

◆事業所・厚生施設のスリム化
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○発電施設等の施設見学会に係る費用については、電源立地地域を主たる対象とするも

のに限定されたが、他にも類似目的の経費が計上されて、過剰な経費計上となってい

ないかチェックすべきである。 

 

発電施設等の施設見学会に係る費用については、類似目的のものも含めて原価算入され

ている費用について、電気料金の値上げを行う状況下における費用の優先度の観点から、

電源立地地域を主たる対象とするもの以外は料金原価への算入を認めない。この結果、申

請額からの削減額は、0.6億円となる。 
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Ⅲ．今後の課題 

○人件費の査定における給与の比較について、比較対象とする企業や公益事業のセクタ

ーの範囲をより合理的なものにできないか検討すべきである。 

 

公益企業との比較については、これまでの値上げ申請を行った一般電気事業者にかかる

査定方針を明確化する観点から、平成 25年 12月に改正された審査要領において、ガス事

業、水道事業及び鉄道事業の平均値と比較しつつ査定を行うことが定められた。これらの

3業種は、大規模なネットワーク設備を有するという事業の類似性や、料金規制及び競争

実態が勘案された結果である。しかし、比較を行う上で適当な公益企業については、それ

ぞれの事業規制や業態が変化していくことも踏まえ、今後とも引き続き検討してまいりた

い。 
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○事後検証については、以下のような課題があると考えており、今後、検討を行うべき

である。 

・燃料調達について、世界的なエネルギー価格の動向を反映させ、継続的なコスト削

減インセンティブを与える観点からの検証（トップランナー価格の原価織り込み、

燃料費調整制度の在り方等を含む。） 

・料金算定の前提条件が、認可時からどの程度かい離したかの観点からの検証 

・費用と、料金メニューごとの収入及び販売電力量に関し、実績値や見込み額の原価

算定期間内の進捗状況についての定期的かつ一覧性のある分かりやすい形での消

費者への公表の在り方 

・なお、役員報酬等について、原価算入される額が実績額とかい離する場合、かい離

が生じた原因について、附帯事業等との関係も含めて、中部電力株式会社において

十分説明するよう促すべきである。 

・競争入札等、調達の合理化を経済産業省資源エネルギー庁がチェックし、その結果

を公表する仕組みを具体化すべきである。 

 

１．燃料調達については、特に LNGについて、世界的な需給構造が変革期にある中で、継続

的なコスト削減インセンティブが確保されるよう、料金認可時における原価織り込みのあ

り方、燃料費調整制度の在り方を含め、今後引き続き検討してまいりたい。なお、関西電

力及び九州電力の電気料金値上げ認可申請に係る査定方針案においても「天然ガスに係る

燃料調達については、従来の石油価格リンクの長期契約に加え、スポット取引が増大して

いることや天然ガス価格リンクの長期契約の増加が今後見込まれることを踏まえ、事業者

における経営効率化インセンティブを阻害することがないよう、必要に応じ、現行の燃料

費調整制度のあり方を検討していくべきである。」とされている。 

 

２．原価算定期間終了後の事後評価の仕組みとしては、有識者会議報告書において、原価と

実績の比較等について規制・自由化部門に分けて評価を実施し、必要に応じて電気事業法

第 23条に基づく料金変更認可申請命令の発動の要否を検討することが提言され、これを

受け「電気料金情報公開ガイドライン」を平成 24年 3月 30日に改定するとともに、「電

気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」を平成 25年 3月 19日付けで改

定し、客観的な基準を設定した。 

 

３．一般電気事業者は、当該ガイドラインに基づき、原価と実績値の比較、これまでの利益

の使途、収支見通し等について、規制部門と自由化部門に分けた自己評価を公表・説明す

る。また、行政は、当該基準に基づき、原価算定期間終了後も料金改定を行っていない一

般電気事業者について、（イ）規制部門の電気事業利益率の直近 3か年度平均値が、一般

電気事業者 10社の過去 10か年度平均値を上回っているかどうかを確認し、上回っている

場合には、（ロ）前回料金改定以降の超過利潤累積額が事業報酬の額を超えているか、又

は自由化部門の収支が直近 2年度間連続で赤字であるかどうかを確認し、該当する場合に

は電気事業法第 23条に基づく料金変更認可申請命令の対象とするとともに、確認結果を

毎年公表することとしている。中部電力の原価算定期間終了後の料金についても、この基

準に基づき、客観的な評価を行うとともに結果を公表することにより、適切な検証を行っ
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ていく。なお、中部電力はホームページ上で、部門別収支計算書（表 1）、過去の原価算

定期間における販売電力量や原価項目の実績値（表 2）、供給約款と選択約款の平成 20

年料金改定時の原価、電力量、料金収入、改定以降の実績（表 3）を公表している。 

 

４．また、有識者会議報告書においては、原価算定期間内の評価として、一般電気事業者が

決算発表時等に、決算実績や料金改定時に計画した効率化の進捗状況等を需要家が分かり

やすい形で説明することが適当であるとされており、今後とも、一般電気事業者において、

消費者にとって分かりやすい情報の提供が行われるよう努めてまいりたい。 

 

５．関西電力及び九州電力の電気料金値上げ認可申請に係る査定方針案において、今後の課

題として「経営効率化に関し、今回の申請にとどまらずより長期的かつ持続的、効果的に

経営効率化の取組を進めていくため、例えば発注の仕様を社内の人材が作成するために必

要なエンジニアリング能力を向上させるなど、様々な取組を行い、その取り組みを随時公

開するべき。また、経営効率化計画に係る評価について、電気料金の透明性を確保し、以

って需要家の理解を得るために、外部の第三者の視点を取り入れた検討・検証を行う仕組

みを導入するなど、電気事業者の経営効率化インセンティブを更に促進する仕組みを検討

すべきである。」としており、今後必要に応じて対応策を検討してまいりたい。 

 



 

131 
 

 

 

表 1：部門別収支計算書（平成 24年度） 

http://www.chuden.co.jp/ryokin/shikumi/free/bumon/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

132 
 

 
 
 

表 2：実績と料金原価の比較 
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表 3：規制部門における需要・収入の想定と実績について 

http://www.chuden.co.jp/resource/ryokin/bumon_03.pdf 
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○原価算定期間内に再値上げの申請がなされた際には、今回と同様のプロセスによる厳

格な査定を行うべきである。 

 

値上げ申請については、一般電気事業者が自らの経営判断により行うものと認識してい

るが、申請にあたっては、最大限の経営効率化など、値上げを回避するためのありとあら

ゆる努力を、まず行うことが重要である。仮に値上げ申請が行われた場合には、電気事業

法に基づいて厳正に対応してまいりたい。 
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○今回の原価算定期間終了後には電源構成が大きく変わり、燃料費の大幅削減による値

下げも想定される。現行の電気事業法において、値下げに当たっては事業者からの届

出のみで済むことになるが、その際に値下げ幅について何らかの検証が可能になるよ

う、その方策についての検討を行うべきである。 

 

１．原価算定期間終了後の事後評価の仕組みとしては、有識者会議報告書において、原価と

実績の比較等について規制・自由化部門に分けて評価を実施し、必要に応じて電気事業法

第 23条に基づく料金変更認可申請命令の発動の要否を検討することが提言され、これを

受け「電気料金情報公開ガイドライン」を平成 24年 3月 30日に改定するとともに、「電

気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」を平成 25年 3月 19日付けで改

定し、客観的な基準を設定した。 

 

２．一般電気事業者は、当該ガイドラインに基づき、原価と実績値の比較、これまでの利益

の使途、収支見通し等について、規制部門と自由化部門に分けた自己評価を公表・説明す

る。また、行政は、当該基準に基づき、原価算定期間終了後も料金改定を行っていない一

般電気事業者について、（イ）規制部門の電気事業利益率の直近 3か年度平均値が、一般

電気事業者 10社の過去 10か年度平均値を上回っているかどうかを確認し、上回っている

場合には、（ロ）前回料金改定以降の超過利潤累積額が事業報酬の額を超えているか、又

は自由化部門の収支が直近 2年度間連続で赤字であるかどうかを確認し、該当する場合に

は電気事業法第 23条に基づく料金変更認可申請命令の対象とするとともに、確認結果を

毎年公表することとしている。 

 
３．中部電力の原価算定期間終了後の料金についても、この基準に基づき、客観的な評価を

行うとともに結果を公表することにより、適切な検証を行っていく。 
 
４．なお、電気事業法に基づく値下げの届出がなされた場合には、経済産業省としては中部

電力に対し、値下げ幅やその要因等について、ホームページ等を用いた丁寧な説明・周知

を行うよう促してまいりたい。 
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○これまでの電気料金値上げ認可申請の調査審議の過程で明らかになった諸課題（例：

情報公開・開示の在り方、総括原価方式の在り方、事業報酬算定の在り方等）につい

て、今後経済産業省資源エネルギー庁において検討を行うべきである。 

 

これまでの電気料金審査専門小委員会における検討や消費者庁協議を含め、明らかにな

った諸課題（情報公開・開示の在り方、総括原価方式の在り方、事業報酬算定の在り方等）

については、適宜検討を行い、必要に応じ反映を図ってきたところであり、今後電力会社

から申請がなされた場合においても、これまでの審査結果を踏まえつつ審査するよう努め

てまいりたい。 

  また、これまでの審査の過程で明らかとなった諸課題を踏まえ、審査の在り方について

検証を行い、必要に応じて見直しをしてまいりたい。 
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○電力システム改革について、消費者にとってどのようなメリットがあるのかについて

分かりやすい情報提供を行うべきである。今後の家庭用までの電力小売の自由化、発

送電分離、再生可能エネルギーの利用拡大及びスマートメーターの普及等が消費者に

与える影響について明確に説明すべきである。 

○また、経済産業省資源エネルギー庁は、具体的な制度設計や制度の運営を行う際には、

規制なき独占に陥り、消費者の利益が損なわれるといったことがないよう、消費者の

意見を積極的に聴く場を設けるべきである。 

さらに、電力システム改革の検討については、消費者の関心も高いため、これら検

討の全体を俯瞰
ふ か ん

できるような情報提供を工夫すべきである。 

 

１．電力システム改革は、新規参入の促進やスマートメーターも含めた競争環境の整備によ

り、電力の低廉かつ安定的な供給を一層進めていくものであり、エネルギー制約の克服に

向けた改革の中心を成すもの。 

 

２．電力の自由化や広域系統運用の拡大により、需要家の選択によるスマートな需要抑制や、

地域間での電力融通の円滑化を進め、厳しい電力需給の中でも安定供給を確保する。また、

燃料コストの増加等による電気料金上昇圧力がある中にあっても、競争の促進により料金

を最大限抑制する効果があるものと考える。 

 

３．自由化に当たっては、需要家がスマートメーターから得られる情報を活用し、適切に電

力会社や料金メニュー、電源別メニューを選択できるよう、適切な情報提供や広報を積極

的に行う。 

 

４．また、諸外国の事例も参考にしつつ、電気料金を最大限抑制できるよう、段階的な料金

規制の撤廃や、規制当局による市場監視の強化等、慎重な制度設計を行い、「規制なき独

占」に陥ることがないよう万全を期す。 

 

５．これまで改革の全体像について検討を行ってきた電力システム改革専門委員会（※）に

おいては、消費者問題の専門家にも委員として議論に参加いただいていたところであり、

具体的な制度設計に関する検討・審議を行う制度設計ワーキンググループ（平成 25年 8

月 2日に第 1回ＷＧを開催し、平成 26年 1月 20日までに計 5回開催）においても、消費

者問題の専門家にも委員として議論に参加いただいているところ。今後、実際の詳細な制

度改正を行う際には、パブリックコメントを通じ、広く国民の皆様の意見を伺ってまいり

たい。 

  ※平成 25年 7月 1日の審議会見直しに伴い「総合資源エネルギー調査会 基本政策分

科会 電力システム改革小委員会」に名称変更。 

 

６．再生可能エネルギーの固定価格買取制度については、国民全体で買い支え、普及させる

ことで、ひいてはその発電コストを下げることを目的に平成 24年 7月に導入されたもの。

その普及によって、自らの家庭に太陽光パネルを設置する、屋根貸しモデルを通じて太陽

光発電に自宅の屋根を提供する、市民ファンドを通じて自ら再生可能エネルギー発電に投
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資するなど、消費者がエネルギーをより身近な問題として解決するための手段を格段に増

やすことができる。 

 

７．本制度では、国民に負担いただく再生可能エネルギー賦課金単価について、法律の規定

に従って、中立的な調達価格等算定委員会が公開で案を策定し、消費者担当大臣の意見も

伺った上で決められた買取価格に基づき、算定されている。 

 

８．制度の導入開始に当たっては、全国で約 70回に及ぶ説明会や各種イベントの開催、制

度や負担に関するチラシの全戸配布、パンフレットの作成等を通じて制度の周知に努めて

きたところ。引き続き、こうした負担への配慮をしっかりと行うとともに、住宅用太陽光

発電をめぐる悪質商法の排除、再生可能エネルギーをめぐる意識喚起や広範な知見の向上

など、様々な角度から再生可能エネルギーの普及政策を展開してまいりたい。 

 

９．さらに、電力システム改革等の検討を進めていく上で、広く国民の皆様の意見を伺いつ

つ、内容の充実を図ることは重要なことであり、検討状況の把握が容易となるよう、適切

な情報の提供を図ってまいりたい。 

 
 


